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議案
番号

頁 区分

54 福島町ふるさと暮らし応援条例の一部を改正する条例 5 議案

55
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例

7 議案

56 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 9 議案

57 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 11 議案

58 福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 15 議案

59 福島町墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例 27 議案

60 横綱千代の山・千代の富士記念館条例の一部を改正する条例 29 議案

61 福島町青函トンネル記念館条例の一部を改正する条例 31 議案

62 福島町地域農政総合対策推進協議会条例を廃止する条例 33 議案

63 福島町林業振興協議会条例を廃止する条例 35 議案

64 第６次福島町総合計画の変更について 37 別冊1

65 福島町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 57 別冊2

66 令和８年度福島町一般会計予算 81 別冊3

67 令和８年度福島町国民健康保険特別会計予算 93 別冊4

68 令和８年度福島町介護保険特別会計予算 97 別冊4

69 令和８年度福島町後期高齢者医療特別会計予算 109 別冊4

70 令和８年度福島町国民健康保険診療所特別会計予算 113 別冊4

71 令和８年度福島町水道事業会計予算 117 別冊4

72 令和８年度福島町浄化槽事業会計予算 119 別冊4

73 福島町財政調整基金の積立金の処分について 121 議案

件　　　　名

令和７年度 福島町議会定例会 ３月会議議案目次
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議案
番号

頁 区分件　　　　名

74 令和７年度福島町一般会計補正予算（第１２号） 123 別冊5

75 令和７年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 125 別冊5

76 令和７年度福島町介護保険特別会計補正予算（第４号） 127 別冊5

77 令和７年度福島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 129 別冊5

78 令和７年度福島町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号） 131 別冊5

79 令和７年度福島町水道事業会計補正予算（第１号） 133 別冊5

80 令和７年度福島町浄化槽事業会計補正予算（第３号） 135 別冊5

81
公の施設の指定管理者の指定について（道の駅「横綱の里ふくし
ま」）

137 議案

同意3 監査委員の選任について 139 議案

同意4 固定資産評価審査委員会委員の選任について 141 議案

報告5 福島町新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 143 別冊6

4



 

議案第５４号 

 

福島町ふるさと暮らし応援条例の一部を改正する条例 

 

福島町ふるさと暮らし応援条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春   

 

 

福島町ふるさと暮らし応援条例の一部を改正する条例 

 

福島町ふるさと暮らし応援条例(平成 23 年福島町条例第 14 号)の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

(奨励金等の額) 

第５条 奨励金等の額は、次のとおりと

する。 

(１) （略） 

(２) 福島町定住促進住宅等奨励事

業においては、次のいずれかの額 

ア 町内建築業者の請負金額及び

住宅の購入金額(土地の取得費用

を含む。)が500万円以上1,000万

円未満の場合 50万円(うち町内

商品券での支給割合を30％とす

る。) 

イ 町内建築業者の請負金額及び

住宅の購入金額(土地の取得費用

を含む。)が1,000万円以上の場合

 100万円(町内商品券での支給

割合を30％とする。) 

(奨励金等の額) 

第５条 奨励金等の額は、次のとおりと

する。 

(１) （略） 

(２) 福島町定住促進住宅等奨励事

業においては、次のいずれかの額 

ア 町内建築業者の請負金額及び

住宅の購入金額(土地の取得費用

を含む。)が500万円以上1,000万

円未満の場合 50万円(うち町内

商品券での支給割合を30％とす

る。) 

イ 町内建築業者の請負金額及び

住宅の購入金額(土地の取得費用

を含む。)が1,000万円以上2,000

万円未満の場合 100万円(町内

商品券での支給割合を30％とす

る。) 

ウ 町内建築業者の請負金額及び

住宅の購入金額(土地の取得費用

を含む。)が2,000万円以上の場合

 200万円(町内商品券での支給

割合を30％とする。) 
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改正前 改正後 

ウ 町外建築業者の請負金額及び

町外所有者からの住宅の購入金

額(土地の取得費用を含む。)が50

0万円以上1,000万円未満の場合

 25万円(うち町内商品券での支

給割合を30％とする。) 

エ 町外建築業者の請負金額及び

町外所有者からの住宅の購入金

額(土地の取得費用を含む。)が1,

000万円以上の場合 50万円(う

ち町内商品券での支給割合を3

0％とする。) 

エ 町外建築業者の請負金額及び

町外所有者からの住宅の購入金

額(土地の取得費用を含む。)が50

0万円以上1,000万円未満の場合

 25万円(うち町内商品券での支

給割合を30％とする。) 

オ 町外建築業者の請負金額及び

町外所有者からの住宅の購入金

額(土地の取得費用を含む。)が1,

000万円以上の場合 50万円(う

ち町内商品券での支給割合を3

0％とする。) 

 

  附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５５号 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成29年福 

島町条例第4号)の一部を次のように改正する。 

 

別表第１日額支給委員の欄中「地域農政総合対策推進協議会委員」及び「林

業振興協議会委員」を削る。 

 

  附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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議案第５６号 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例次のように定める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第15号)の一部を次の

ように改正する。 

 

改正前 改正後 

別表１ 別表１ 

職名 月額 

 町長 720,000円 

 副町長 600,000円 

 教育長 560,000円 
 

職名 月額 

 町長 800,000円 

 副町長 650,000円 

 教育長 600,000円 
 

 

  附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５７号 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和８年３月１０日提出 

福島町長  鳴海 清春 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号)の一部を次のように改

正する。 

改正前 改正後 

(通勤手当) (通勤手当) 

第10条の２ （略） 第10条の２ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額(定年前再任用短時間勤務職

員のうち、1箇月当たりの通勤回数を

考慮して規則で定める職員にあつて

は、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた

額)とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定

める額(定年前再任用短時間勤務職

員のうち、1箇月当たりの通勤回数を

考慮して規則で定める職員にあつて

は、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた

額)とする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 前項第2号に掲げる職員 次

に掲げる職員の区分に応じ、支給

単位期間につき、それぞれ次に定

める額(定年前再任用短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たり

の通勤回数を考慮して規則で定め

る職員にあつては、その額から、

その額に規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額) 

(２) 前項第2号に掲げる職員 次

に掲げる職員の区分に応じ、支給

単位期間につき、それぞれ次に定

める額(定年前再任用短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たり

の通勤回数を考慮して規則で定め

る職員にあつては、その額から、

その額に規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額) 

ア 自動車等の使用距離(以下こ

の号において「使用距離」とい

う。)が片道5キロメートル未満

である職員 2,000円 

ア 自動車等の使用距離(以下こ

の号において「使用距離」とい

う。)が片道5キロメートル未満

である職員 2,000円 

イ 使用距離が片道5キロメート

ル以上10キロメートル未満であ

る職員 4,200円 

イ 使用距離が片道5キロメート

ル以上10キロメートル未満であ

る職員 4,200円 
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ウ 使用距離が片道10キロメート

ル以上15キロメートル未満であ

る職員 7,300円 

ウ 使用距離が片道10キロメート

ル以上15キロメートル未満であ

る職員 7,300円 

エ 使用距離が片道15キロメート

ル以上20キロメートル未満であ

る職員 10,400円 

エ 使用距離が片道15キロメート

ル以上20キロメートル未満であ

る職員 10,400円 

オ 使用距離が片道20キロメート

ル以上25キロメートル未満であ

る職員 13,500円 

オ 使用距離が片道20キロメート

ル以上25キロメートル未満であ

る職員 13,500円 

カ 使用距離が片道25キロメート

ル以上30キロメートル未満であ

る職員 16,600円 

カ 使用距離が片道25キロメート

ル以上30キロメートル未満であ

る職員 16,600円 

キ 使用距離が片道30キロメート

ル以上35キロメートル未満であ

る職員 19,700円 

キ 使用距離が片道30キロメート

ル以上35キロメートル未満であ

る職員 19,700円 

ク 使用距離が片道35キロメート

ル以上40キロメートル未満であ

る職員 22,800円 

ク 使用距離が片道35キロメート

ル以上40キロメートル未満であ

る職員 22,800円 

ケ 使用距離が片道40キロメート

ル以上45キロメートル未満であ

る職員 25,900円 

ケ 使用距離が片道40キロメート

ル以上45キロメートル未満であ

る職員 25,900円 

コ 使用距離が片道45キロメート

ル以上50キロメートル未満であ

る職員 29,100円 

コ 使用距離が片道45キロメート

ル以上50キロメートル未満であ

る職員 29,100円 

サ 使用距離が片道50キロメート

ル以上55キロメートル未満であ

る職員 32,300円 

サ 使用距離が片道50キロメート

ル以上55キロメートル未満であ

る職員 32,300円 

シ 使用距離が片道55キロメート

ル以上60キロメートル未満であ

る職員 35,500円 

シ 使用距離が片道55キロメート

ル以上60キロメートル未満であ

る職員 35,500円 

ス 使用距離が片道60キロメート

ル以上である職員 38,700円 

ス 使用距離が片道60キロメート

ル以上65キロメートル未満であ

る職員 38,700円 

 セ 使用距離が片道65キロメート

ル以上70キロメートル未満であ

る職員 42,200円 

 ソ 使用距離が片道70キロメート

ル以上75キロメートル未満であ

る職員 45,700円 

 タ 使用距離が片道75キロメート

ル以上80キロメートル未満であ
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る職員 49,200円 

 チ 使用距離が片道80キロメート

ル以上85キロメートル未満であ

る職員 52,700円 

 ツ 使用距離が片道85キロメート

ル以上90キロメートル未満であ

る職員 56,200円 

 テ 使用距離が片道90キロメート

ル以上95キロメートル未満であ

る職員 59,600円 

 ト 使用距離が片道95キロメート

ル以上100キロメートル未満で

ある職員 63,000円 

 ナ 使用距離が片道100キロメー

トル以上である職員 66,400円 

(３) （略） (３) （略） 

 ３ 第1項第2号又は第3号に掲げる職

員で、自動車等の駐車のための施設

(その所在地及び利用形態が規則で

定める要件を満たすものに限る。第1

号及び第7項において「駐車場等」と

いう。)を利用し、その料金を負担す

ることを常例とするもの(規則で定

める職員を除く。)の通勤手当の額

は、前項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 駐車場等に係る通勤手当 支

給単位期間につき、5,000円を超え

ない範囲内で1箇月当たりの駐車

場等の料金に相当する額として規

則で定める額 

(２) 前号に掲げる通勤手当以外の

通勤手当 前項の規定による額 

３ 運賃等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額(交通機関等

が2以上ある場合においては、その合

計額)、第2項第2号に定める額及び特

別料金等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額の合計額が15

0,000円を超える職員の通勤手当の

４ 運賃等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額(交通機関等

が2以上ある場合においては、その合

計額)、第2項第2号に定める額、特別

料金等相当額をその支給単位期間の

月数で除して得た額及び前項第1号

に定める額の合計額が150,000円を
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額は、前2項の規定にかかわらず当該

職員の通勤手当に係る支給単位期間

につき、150,000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額とする。 

超える職員の通勤手当の額は、第2

項から前項までの規定にかかわらず

当該職員の通勤手当に係る支給単位

期間につき、150,000円に当該支給単

位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

４ 通勤手当は、支給単位期間に係る

最初の月の規則で定める日に支給す

る。 

５ 通勤手当は、支給単位期間に係る

最初の月(当該月に通勤手当を支給

することが困難な場合として規則で

定める場合にあつては、その翌月)

の規則で定める日に支給する。 

５ （略） ６ （略） 

６ この条において「支給単位期間」

とは、通勤手当の支給の単位となる

期間として6箇月を超えない範囲で1

箇月を単位として規則で定める期間

(自動車等に係る通勤手当にあつて

は、1箇月)をいう。 

７ この条において「支給単位期間」

とは、通勤手当の支給の単位となる

期間として6箇月を超えない範囲で1

箇月を単位として規則で定める期間

(自動車等及び駐車場等に係る通勤

手当にあつては、1箇月)をいう。 

７ 前各項に規定するもののほか、通

勤の実情の変更に伴う支給額の改定

その他通勤手当の支給に関し必要な

事項は、規則で定める。 

８ 前各項に規定するもののほか、通

勤の実情の変更に伴う支給額の改定

その他通勤手当の支給及び返納に関

し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５８号 

 

福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長 鳴海 清春 

 

福島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 福島町国民健康保険税条例(昭和35年福島町条例第12号)の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

(課税額) (課税額) 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１) 基礎課税額(国民健康保険税

のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用(国民健康

保険法(昭和33年法律第192号)の

規定による国民健康保険事業費納

付金(以下この条において「国民健

康保険事業納付金」という。)の納

付に要する費用のうち道の国民健

康保険に関する特別会計において

負担する高齢者の医療の確保に関

する法律(昭和57年法律第80号)の

規定による後期高齢者支援金等

(以下この条において「後期高齢者

支援金等」という。)及び介護保険

法(平成9年法律第123号)の規定に

よる納付金(以下この条において

「介護納付金」という。)の納付に

要する費用を除く。)に充てるため

の国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。) 

(１) 基礎課税額(国民健康保険税

のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用(国民健康

保険法(昭和33年法律第192号)の

規定による国民健康保険事業費納

付金(以下この条において「国民健

康保険事業納付金」という。)の納

付に要する費用のうち道の国民健

康保険に関する特別会計において

負担する高齢者の医療の確保に関

する法律(昭和57年法律第80号)の

規定による後期高齢者支援金等

(以下この条において「後期高齢者

支援金等」という。)、介護保険法

(平成9年法律第123号)の規定によ

る納付金(以下この条において「介

護納付金」という。)及び子ども・

子育て支援法(平成24年法律第65

号)の規定による子ども・子育て

支援納付金（以下この条において

「子ども・子育て支援納付金」と

いう。）の納付に要する費用を除

く。)に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。) 
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(２)・(３） （略） (２)・(３） （略） 

 (４) 子ども・子育て支援納付金課

税額(国民健康保険税のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用(道の国民健康保険

に関する特別会計において負担

する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分

に限る。)に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同

じ。) 

２ 前項第1号の基礎課税額は、世帯主

(前条第2項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合

算額が66万円を超える場合において

は、基礎課税額は、66万円とする。 

２ 前項第1号の基礎課税額は、世帯主

(前条第2項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合

算額が67万円を超える場合において

は、基礎課税額は、67万円とする。 

３ 第1項第2号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第2項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する

被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が26万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額

は、26万円とする。 

３ 第1項第2号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第2項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が26万円

を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、26万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

 ５ 第1項第4号の子ども・子育て支援

納付金課税額は、世帯主(前条第2項

の世帯主を除く。)及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保

険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額に、当該世帯に属する18歳

以上被保険者（地方税法(昭和25年

法律第226号。以下「法」という。)

（第703条の4第30項に規定する18

歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した18歳以上被保険者

均等割額を加算した額とする。ただ
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し、加算後の額が3万円を超える場

合においては、子ども・子育て支援

納付金課税額は、3万円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の所得割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の所得割額) 

第３条 前条第2項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法(昭和25年法律第226号。以

下「法」という。)第314条の2第1項

に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第2項の規定

による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額(以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。)に

100分の8.33を乗じて算定する。 

第３条 前条第2項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る

法第314条の2第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額か

ら同条第2項の規定による控除をし

た後の総所得金額及び山林所得金額

の合計額(以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。)に100分の8.48を

乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

(国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額) 

第５条 第2条第2項の被保険者均等割

額は、被保険者1人について27,700

円とする。 

第５条 第2条第2項の被保険者均等割

額は、被保険者1人について29,300

円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額) 

第５条の２ 第2条第2項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

第５条の２ 第2条第2項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(１) 特定世帯(特定同一世帯所属

者(国民健康保険法(昭和33年法律

第192号)第6条第8号の規定により

被保険者の資格を喪失した者であ

つて、当該資格を喪失した日の前

日以後継続して同一の世帯に属す

るものをいう。以下同じ。)と同一

の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて同日の属する月(以

下この号において「特定月」とい

う。)以後5年を経過する月までの

間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第7条の2及び第23条第

(１) 特定世帯(特定同一世帯所属

者(国民健康保険法(昭和33年法律

第192号)第6条第8号の規定により

被保険者の資格を喪失した者であ

つて、当該資格を喪失した日の前

日以後継続して同一の世帯に属す

るものをいう。以下同じ。)と同一

の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて同日の属する月(以

下この号において「特定月」とい

う。)以後5年を経過する月までの

間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第7条の2、第9条の6及
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1項において同じ。)及び特定継続

世帯(特定同一世帯所属者と同一

の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて特定月以後5年を経

過する月の翌月から特定月以後8

年を経過する月までの間にあるも

の(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。第3号、

第7条の2及び第23条第1項におい

て同じ。)以外の世帯 27,400円 

び第23条第1項において同じ。)及

び特定継続世帯(特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険

者が属する世帯であつて特定月以

後5年を経過する月の翌月から特

定月以後8年を経過する月までの

間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。)をい

う。第3号、第7条の2、第9条の6及

び第23条第1項において同じ。)以

外の世帯 28,800円 

(２) 特定世帯 13,700円 (２) 特定世帯 14,400円 

(３) 特定継続世帯 20,550円 (３) 特定継続世帯 21,600円 

(国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の所得割

額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の所得割

額) 

第６条 第2条第3項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に100

分の2.53を乗じて算定する。 

第６条 第2条第3項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に100

分の2.39を乗じて算定する。 

(国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

第７条 第2条第3項の被保険者均等割

額は、被保険者1人について8,800円

とする。 

第７条 第2条第3項の被保険者均等割

額は、被保険者1人について8,700円

とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額) 

第７条の２ 第2条第3項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

第７条の２ 第2条第3項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 8,800円 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 8,600円 

(２) 特定世帯 4,400円 (２) 特定世帯 4,300円 

(３) 特定継続世帯 6,600円 (３) 特定継続世帯 6,450円 

(介護納付金課税被保険者に係る所

得割額) 

(介護納付金課税被保険者に係る所

得割額) 

第８条 第2条第4項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控

第８条 第2条第4項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控

18



除後の総所得金額等に100分の1.96

を乗じて算定する。 

除後の総所得金額等に100分の1.95

を乗じて算定する。 

(介護納付金課税保険者に係る世帯

別平等割額) 

(介護納付金課税保険者に係る世帯

別平等割額) 

第９条の２ 第2条第4項の世帯別平等

割額は、1世帯について7,000円とす

る。 

第９条の２ 第2条第4項の世帯別平等

割額は、1世帯について6,900円とす

る。 

 (国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額) 

 第９条の３ 第2条第5項の所得割額

は、基礎控除後の総所得金額等に10

0分の0.29を乗じて算定する。 

 (国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額) 

 第９条の４ 第2条第5項の被保険者均

等割額は、被保険者1人について1,0

00円とする。 

 (18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額) 

 第９条の５ 第2条第5項の18歳以上被

保険者均等割額は、18歳以上被保険

者1人について100円とする。 

 (国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額) 

 第９条の６ 第2条第5項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 1,000円 

 (２) 特定世帯 500円 

 (３) 特定継続世帯 750円 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号に掲げる国民健康保

険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第2条第2項本

第23条 次の各号に掲げる国民健康保

険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第2条第2項本
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文の基礎課税額からア及びイに掲げ

る額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が66万円を超える場合に

は、66万円)、同条第3項本文の後期

高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額(当該

減額して得た額が26万円を超える場

合には、26万円)並びに同条第4項本

文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額(当該

減額して得た額が17万円を超える場

合には、17万円)の合算額とする。 

文の基礎課税額からア及びイに掲げ

る額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が67万円を超える場合に

は、67万円)、同条第3項本文の後期

高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額(当該

減額して得た額が26万円を超える場

合には、26万円)、同条第4項本文の

介護納付金課税額からオ及びカに掲

げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が17万円を超える場合に

は、17万円)並びに同条第5項本文の

子ども・子育て支援納付金課税額か

らキからケまでに掲げる額を減額

して得た額(当該減額して得た額が

3万円を超える場合には、3万円)の

合算額とする。 

(１) （略） (１) （略） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

 キ 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世

帯主を除く。) 1人について 

第9条の4の額に10分の7を乗じ

た額 

 ク 18歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の1

8歳以上被保険者均等割額 18

歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人

について 第9条の5の額に10分

の7を乗じた額 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課

税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

 (ア) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 第9条の6第1

号の額に10分の7を乗じた額 

 (イ) 特定世帯 第9条の6第2
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号の額に10分の7を乗じた額 

 (ウ) 特定継続世帯 第9条の6

第3号の額に10分の7を乗じた

額 

(２) 法第703条の5第1項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円(納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき30万

5,000円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者(前号に

該当する者を除く。) 

(２) 法第703条の5第1項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円(納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき31万

円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者(前号に該当す

る者を除く。) 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

 キ 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世

帯主を除く。) 1人について 

第9条の4の額に10分の5を乗じ

た額 

 ク 18歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の1

8歳以上被保険者均等割額 18

歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人

について 第9条の5の額に10分

の5を乗じた額 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課

税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 第9条の6第1号の

額に10分の5を乗じた額 
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 (イ) 特定世帯 第9条の6第2号

の額に10分の5を乗じた額 

 (ウ) 特定継続世帯 第9条の6第

3号の額に10分の5を乗じた額 

(３) 法第703条の5第1項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が43万円(納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき56万

円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者(前2号に該当す

る者を除く。) 

(３) 法第703条の5第1項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の

合算額が43万円(納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が2以

上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特

定同一世帯所属者1人につき57万

円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者(前2号に該当す

る者を除く。) 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

 キ 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世

帯主を除く。) 1人について 

第9条の4の額に10分の2を乗じ

た額 

 ク 18歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の1

8歳以上被保険者均等割額 18

歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人

について 第9条の5の額に10分

の2を乗じた額 

 ケ 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課

税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 第9条の6第1号の

額に10分の2を乗じた額 
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 (イ) 特定世帯 第9条の6第2号

の額に10分の2を乗じた額 

 (ウ) 特定継続世帯 第9条の6第

3号の額に10分の2を乗じた額 

２ （略） ２ （略） 

(１)・(２） （略） (１)・(２） （略） 

 (３) 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児一人について次に定

める額 

 ア 前項第1号キに規定する金

額を減額した世帯 第9条の4

の額から前項第1号キに規定

する金額を減額した額に10分

の5を乗じた額 

 イ 前項第2号キに規定する金

額を減額した世帯 第9条の4

の額から前項第2号キに規定

する金額を減額した額に10分

の5を乗じた額 

 ウ 前項第3号キに規定する金

額を減額した世帯 第9条の4

の額から前項第3号キに規定

する金額を減額した額に10分

の5を乗じた額 

 エ アからウまでに掲げる世帯

以外の世帯 第9条の4の額に

10分の5を乗じた額 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世

帯に地方税法施行令第56条の89第4

項に規定する出産被保険者(以下「出

産被保険者」という。)が属する場合

における当該納税義務者に対して課

する所得割額及び被保険者均等割額

(第1項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額

後の被保険者均等割額)は、当該所得

割額及び被保険者均等割額から、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

３ 国民健康保険税の納税義務者の世

帯に地方税法施行令第56条の89第4

項に規定する出産被保険者(以下「出

産被保険者」という。)が属する場合

における当該納税義務者に対して課

する所得割額、被保険者均等割額及

び18歳以上被保険者均等割額(第1

項に規定する金額を減額するものと

した場合にあつては、その減額後の

被保険者均等割額及び18歳以上被

保険者均等割額)は、当該所得割額、
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れ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

被保険者均等割額及び18歳以上被

保険者均等割額から、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額を減額して得た額とす

る。 

(１)～(６） （略） (１)～(６） （略） 

 (７) 国民健康保険の出産被保険

者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第9条の3の規定

により算定した所得割額の12分

の1の額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

 (８) 国民健康保険の出産被保険

者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額 

当該出産被保険者につき第9条の

4の規定により算定した被保険者

均等割額(第1項に規定する金額

を減額するものとした場合にあ

つては、その減額後の被保険者均

等割額)の12分の1の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

 (９) 国民健康保険の出産被保険

者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の18歳以上被保険者均

等割額 当該出産被保険者につ

き第9条の5の規定により算定し

た18歳以上被保険者均等割額(第

1項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあつては、その減

額後の18歳以上被保険者均等割

額)の12分の1の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得

た額 

 ４ 国民健康保険税の納税義務者

の属する世帯内に18歳に達する

日以後の最初の3月31日以前であ
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る被保険者（以下「18歳未満被保

険者」という。）がある場合にお

ける当該納税義務者に対して課

する子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する18歳未

満被保険者につき算定した被保

険者均等割額（第1項、第2項又は

前項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあつては、その

減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相

当する額を減額して得た額とす

る。 

 

  附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

第２条 この条例による改正後の福島町国民健康保険税条例の規定は、令和８ 

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第５９号 

 

 

福島町墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 福島町墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春    

 

 福島町墓地設置及び管理条例(昭和61年福島町条例第9号)の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正前 改正後 

別表 別表 

名称 位置 

吉岡(寺

町)墓地 

松前郡福島町字吉岡213番地1 

〃     〃  213番地2 

〃     〃  214番地1 

〃     〃  214番地2 

 
 

名称 位置 

吉岡 (寺

町)墓地 

松前郡福島町字吉岡213番地1 

〃     〃  213番地2 

〃     〃  214番地1 

〃     〃  214番地2 

〃     〃  131番地6 

〃     〃  132番地9 
 

 

附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６０号 

 

横綱千代の山・千代の富士記念館条例の一部を改正する条例 

 

横綱千代の山・千代の富士記念館条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

令和８年３月１０日提出 

福島町長  鳴海 清春 

 

横綱千代の山・千代の富士記念館条例の一部を改正する条例 

 

 横綱千代の山・千代の富士記念館条例(平成8年福島町条例第5号)の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

別表１(第5条関係) 別表１(第5条関係) 

入館料 入館料 

(1) 横綱記念館のみ入館 (1) 横綱記念館のみ入館 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及び

中学校・高校の生徒 

250円 1人につ

き200円 

2 上記の1以外の者で

15歳以上の者 

500円 1人につ

き400円 
 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及び 

中学校・高校の生徒 

350円 1人につ

き300円 

2 上記の1以外の者で

15歳以上の者 

600円 1人につ

き500円 
 

(2) 青函トンネル記念館と併せて

入館 

(2) 青函トンネル記念館と併せて

入館 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及び

中学校・高校の生徒 

350円 1人につ

き250円 

2 上記の1以外の者で

15歳以上の者 

700円 1人につ

き500円 
 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及び

中学校・高校の生徒 

550円 1人につ

き450円 

2 上記の1以外の者で

15歳以上の者 

900円 1人につ

き700円 
 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６１号 

 

福島町青函トンネル記念館条例の一部を改正する条例 

 

福島町青函トンネル記念館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

福島町青函トンネル記念館条例の一部を改正する条例 

 

 福島町青函トンネル記念館条例(平成16年福島町条例第18号)の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

別表１(第5条関係) 別表１(第5条関係) 

入館料 入館料 

(1) 青函トンネル記念館のみ入館 (1) 青函トンネル記念館のみ入館 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及

び中学校・高校の

生徒 

200円 1人につ

き 

150円 

2 上記1以外の者で

15歳以上の者 

400円 1人につ

き 

300円 
 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及

び中学校・高校の

生徒 

300円 1人につ

き 

250円 

2 上記1以外の者で

15歳以上の者 

500円 1人につ

き 

400円 
 

(2) 横綱記念館と併せて入館 (2) 横綱記念館と併せて入館 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及

び中学校・高校の

生徒 

350円 1人につ

き 

250円 

2 上記1以外の者で

15歳以上の者 

700円 1人につ

き 

500円 
 

区分 入館料 

個人 20人以上

の団体 

1 小学校の児童及

び中学校・高校の

生徒 

550円 1人につ

き 

450円 

2 上記1以外の者で

15歳以上の者 

900円 1人につ

き 

700円 
 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６２号 

 

福島町地域農政総合対策推進協議会条例を廃止する条例 

 

 福島町地域農政総合対策推進協議会条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

福島町地域農政総合対策推進協議会条例を廃止する条例 

 

福島町地域農政総合対策推進協議会条例(昭和52年福島町条例第24号)は、廃

止する。 

 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

33



34



議案第６３号 

 

福島町林業振興協議会条例を廃止する条例 

 

 福島町林業振興協議会条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

福島町林業振興協議会条例を廃止する条例 

 

福島町林業振興協議会条例(昭和61年福島町条例第10号)は、廃止する。 

 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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議案第６４号 

 

第６次福島町総合計画の変更について 

 

第６次福島町総合計画を変更したいので、福島町議会基本条例第１１条の規

定に基づき議会の議決を求める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長 鳴海 清春 

 

 

 

１ 第６次福島町総合計画（令和７年度３月改訂版） 

前期実施計画（Ｒ６～Ｒ９）・展望計画 
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0

移
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実
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0
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0

行
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政
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5
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7
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,
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0
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0
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9
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0
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5
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2
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政
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推
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2
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8
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7
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9
3
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5
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7
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6
0
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1
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7
0
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4
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9
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0

広
域
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0
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域
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進
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0
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0
0

国
庫

支
出

金
1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

0
0

0
1
0
,
0
0
0

国
庫

支
出

金
1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

0
0

0
1
0
,
0
0
0

道
支

出
金

0
0

0
0

0
0

道
支

出
金

0
0

0
0

0
0

町
負

担
金

0
0

0
0

0
0

町
負

担
金

0
0

0
0

0
0

地
方

債
7
6
,
4
0
0

1
6
,
1
0
0

4
9
,
1
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

4
3
,
6
0
0

地
方

債
7
6
,
4
0
0

1
6
,
1
0
0

4
9
,
1
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

4
3
,
6
0
0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
そ

の
他

0
0

0
0

0
0

一
般

財
源

3
0
,
9
0
0

8
,
2
0
0

2
1
,
5
0
0

1
,
2
0
0

0
0

一
般

財
源

3
0
,
9
0
0

8
,
2
0
0

2
1
,
5
0
0

1
,
2
0
0

0
0

事
業

費
1
0
8
,
8
0
0

2
5
,
8
0
0

7
0
,
6
0
0

6
,
8
0
0

5
,
6
0
0

5
3
,
6
0
0

事
業

費
1
0
8
,
8
0
0

2
5
,
8
0
0

7
0
,
6
0
0

6
,
8
0
0

5
,
6
0
0

5
3
,
6
0
0

国
庫

支
出

金
0

0
0

0
0

0
国

庫
支

出
金

0
0

0
0

0
0

道
支

出
金

0
0

0
0

0
0

道
支

出
金

0
0

0
0

0
0

町
負

担
金

0
0

0
0

0
0

町
負

担
金

0
0

0
0

0
0

地
方

債
5
8
,
0
0
0

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

0
地

方
債

5
8
,
0
0
0

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

1
4
,
5
0
0

0

そ
の

他
2
0
,
8
0
0

2
0
,
8
0
0

0
0

0
0

そ
の

他
2
0
,
8
0
0

2
0
,
8
0
0

0
0

0
0

一
般

財
源

1
4
,
4
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

1
4
,
4
0
0

一
般

財
源

1
4
,
4
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

1
4
,
4
0
0

事
業

費
9
3
,
2
0
0

3
8
,
9
0
0

1
8
,
1
0
0

1
8
,
1
0
0

1
8
,
1
0
0

1
4
,
4
0
0

事
業

費
9
3
,
2
0
0

3
8
,
9
0
0

1
8
,
1
0
0

1
8
,
1
0
0

1
8
,
1
0
0

1
4
,
4
0
0

1
5

1
0
4

9

年
　

度
　

別
　

内
　

訳

4
8 2

5
4 2

2
0

そ
の

他

1
0
6

9 5

一
部

事
務

組
合

そ
の

他

町
町

1

一
部

事
務

組
合

道
2

0
道

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

総
括

表
（

事
業

主
体

別
内

訳
）

総
括

表
（

事
業

主
体

別
内

訳
）

件
数

総
事

業
費

総
事

業
費

（
単

位
：

千
円

）
（

単
位

：
千

円
）

展
望

計
画

年
　

度
　

別
　

内
　

訳
展

望
計

画
事

 
業

 
主

 
体

 
別

 
内

 
訳

件
数

事
 
業

 
主

 
体

 
別

 
内

 
訳
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別
紙 3
頁

3
頁

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
項

目
】

　
　

水
産

業
の

振
興

【
項

目
】

　
　

水
産

業
の

振
興

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

2
,
0
0
0

8
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

7
,
7
0
0

7
,
7
0
0

8
,
0
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

項
目

合
計

1
3

6
5
3
,
0
0
0

1
6
1
,
7
0
0

2
1
8
,
7
0
0

1
5
0
,
3
0
0

1
2
2
,
3
0
0

1
8
0
,
0
0
0

項
目

合
計

1
3

7
1
1
,
0
0
0

1
6
1
,
7
0
0

2
1
8
,
7
0
0

1
3
0
,
3
0
0

2
0
0
,
3
0
0

ア
ワ

ビ
陸

上
養

殖
生

産
等

調
査

事
業

町
1
5
,
7
0
0

ア
ワ

ビ
生

産
試

験
水

質
調

査
外

ア
ワ

ビ
生

産
試

験
水

質
調

査
外

ア
ワ

ビ
陸

上
養

殖
生

産
等

調
査

事
業

町
7
,
7
0
0

ア
ワ

ビ
生

産
試

験
水

質
調

査
外

（
略

）

吉
岡

漁
村

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

解
体

事
業

町
8
2
,
0
0
0

解
体

実
施

設
計

解
体

工
事

吉
岡

漁
村

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

解
体

事
業

町
2
,
0
0
0

解
体

実
施

設
計

町

解
体

工
事 8
0
,
0
0
0

（
略

）

水
産

加
工

業
支

援
事

業
町

4
2
,
0
0
0

水
産

加
工

業
支

援
金

水
産

加
工

業
支

援
金

水
産

加
工

業
支

援
金

（
略

）
（

略
）

水
産

加
工

業
支

援
事

業
町

2
8
,
0
0
0

水
産

加
工

業
支

援
金

水
産

加
工

業
支

援
金
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4
頁

4
頁

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
項

目
】

　
　

農
林

業
の

振
興

【
項

目
】

　
　

農
林

業
の

振
興

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
,
3
0
0

2
,
0
0
0

1
,
3
0
0

9
,
6
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

1
8
4
,
5
0
0

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

（
略

）

基
本

方
向

合
計

1
1

2
0
0
,
4
0
0

5
2
,
7
0
0

5
2
,
9
0
0

5
2
,
2
0
0

4
2
,
6
0
0

6
1
7
6
,
5
0
0

項
目

合
計

1
1

2
0
0
,
3
0
0

5
2
,
7
0
0

5
0
,
4
0
0

5
2
,
6
0
0

4
4
,
6
0
0

7

農
業

法
人

設
立

準
備

事
業

町
3
,
3
0
0

活
動

事
業

費
活

動
事

業
費

農
業

法
人

設
立

準
備

事
業

町
1
0
,
9
0
0

活
動

事
業

費
活

動
事

業
費

福
島

町
農

業
協

同
組

合
活

動
推

進
事

業
町

8
,
0
0
0

活
動

助
成

活
動

助
成

活
動

助
成

活
動

助
成

町
活

動
助

成
福

島
町

農
業

協
同

組
合

活
動

推
進

事
業

町
4
,
0
0
0

活
動

助
成

活
動

助
成

8
,
0
0
0

活
性

化
セ

ン
タ

ー
改

修
事

業
町

0
町

（
略

）

屋
根

塗
装

工
事 外

壁
塗

装
工

事
か

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

農
業

経
営

緊
急

支
援

事
業

町
2
,
5
0
0

支
援

金
の

交
付

（
略

）
（

略
）

活
性

化
セ

ン
タ

ー
改

修
事

業
町

6
,
0
0
0

屋
根

・
外

壁
塗

装
町

屋
根

塗
装

工
事 外

壁
塗

装
工

事
か

41



5
頁

5
頁

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
項

目
】

　
　

観
光

業
の

振
興

【
項

目
】

　
　

観
光

業
の

振
興

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

5
,
1
0
0

8
,
8
0
0

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

8
,
8
0
0

9
,
2
0
0

5
,
1
0
0

1
1
,
8
0
0

1
5
,
4
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
1
,
8
0
0

1
5
,
4
0
0

1
4
,
1
0
0

7
,
0
0
0

9
,
7
0
0

1
1
,
5
0
0

7
,
0
0
0

3
,
0
0
0

9
,
7
0
0

1
1
,
5
0
0

9
,
7
0
0

3
,
0
0
0

（
略

）

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

福
島

町
岩

部
海

岸
わ

く
わ

く
ク

ル
ー

ズ
事

業
町

2
8
,
2
0
0

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）

基
本

構
想

策
定 再

整
備

実
施

設
計

施
設

再
整

備
1
,
0
1
3
,
0
0
0

1
,
0
1
3
,
0
0
0

道
の

駅
再

整
備

事
業

町
4
1
,
2
0
0

管
理

業
務

委
託

料
管

理
業

務
委

託
料

備
品

購
入

管
理

業
務

委
託

料
管

理
業

務
委

託
料

町

基
本

構
想

策
定 再

整
備

実
施

設
計

施
設

再
整

備

道
の

駅
再

整
備

事
業

町
4
8
,
3
0
0

管
理

業
務

委
託

料
管

理
業

務
委

託
料

備
品

購
入

管
理

業
務

委
託

料
管

理
業

務
委

託
料

町

福
島

町
岩

部
海

岸
わ

く
わ

く
ク

ル
ー

ズ
事

業
町

2
4
,
1
0
0

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

管
理

委
託

及
び

運
航

支
援

3
3
,
9
0
0

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

（
略

）
（

略
）

項
目

合
計

9
1
9
5
,
5
0
0

5
9
,
6
0
0

5
7
,
7
0
0

4
1
,
1
0
0

3
7
,
1
0
0

3
1
,
2
5
5
,
0
0
0

基
本

方
向

合
計

9
2
0
9
,
4
0
0

5
9
,
6
0
0

5
7
,
7
0
0

5
5
,
0
0
0

3
7
,
1
0
0

3
1
,
2
5
5
,
0
0
0

ア
ニ

メ
ツ

ー
リ

ズ
ム

推
進

事
業

町
3
1
,
2
0
0

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
作

成
・

公
開

ア
ニ

メ
ツ

ー
リ

ズ
ム

推
進

事
業

町
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6
頁

6
頁

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
項

目
】

　
　

商
工

業
の

振
興

【
項

目
】

　
　

商
工

業
の

振
興

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

1
8
,
0
0
0

3
6
,
5
0
0

3
6
,
5
0
0

3
6
,
5
0
0

8
1
,
4
0
0

商
工

事
業

者
緊

急
支

援
事

業
町

1
8
,
0
0
0

支
援

金
の

交
付

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

地
域

経
済

緊
急

支
援

事
業

町
7
3
,
0
0
0

地
域

商
品

券
発

行
地

域
商

品
券

発
行

地
域

経
済

緊
急

支
援

事
業

町
1
1
7
,
9
0
0

地
域

商
品

券
発

行
地

域
商

品
券

発
行

（
略

）
（

略
）

項
目

合
計

4
1
5
3
,
0
0
0

5
5
,
5
0
0

5
9
,
5
0
0

1
9
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

基
本

方
向

合
計

5
2
1
5
,
9
0
0

5
5
,
5
0
0

1
2
2
,
4
0
0

1
9
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0
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7
頁

7
頁

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
基

本
方

向
】

産
業

を
活

性
化

し
、

地
域

資
源

を
生

か
す

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅰ
）

【
項

目
】

　
　

就
労

・
創

業
支

援
の

充
実

【
項

目
】

　
　

就
労

・
創

業
支

援
の

充
実

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

1
8
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0

8
,
4
0
0

6
,
0
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

9
,
8
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

8
頁

8
頁

【
基

本
方

向
】

次
世

代
を

育
成

し
、

つ
な

が
り

、
学

び
合

う
ま

ち
づ

く
り

（
基

本
方

針
Ⅱ

）
【

基
本

方
向

】
次

世
代

を
育

成
し

、
つ

な
が

り
、

学
び

合
う

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅱ
）

【
項

目
】

　
　

子
育

て
支

援
の

充
実

【
項

目
】

　
　

子
育

て
支

援
の

充
実

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

8
,
1
0
0

7
,
5
0
0

1
0
,
5
0
0

1
0
,
5
0
0

8
,
1
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

項
目

合
計

5
1
2
8
,
9
0
0

4
0
,
4
0
0

2
9
,
5
0
0

2
9
,
5
0
0

2
9
,
5
0
0

3
6
1
,
2
0
0

項
目

合
計

5
1
2
7
,
6
0
0

4
0
,
4
0
0

3
4
,
2
0
0

2
9
,
5
0
0

2
3
,
5
0
0

3

基
本

方
向

合
計

4
2

1
,
3
8
8
,
7
0
0

3
6
9
,
9
0
0

4
1
5
,
8
0
0

2
7
2
,
5
0
0

3
3
0
,
5
0
0

1
3

1
,
5
0
0
,
7
0
0

基
本

方
向

合
計

4
3

1
,
4
0
6
,
3
0
0

3
6
9
,
9
0
0

4
8
5
,
9
0
0

3
0
6
,
0
0
0

2
4
4
,
5
0
0

1
3

チ
ャ

レ
ン

ジ
ス

ピ
リ

ッ
ト

応
援

事
業

町
3
2
,
4
0
0

施
設

投
資

助
成

金
施

設
投

資
助

成
金

施
設

投
資

助
成

金

3
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

雇
用

奨
励

等
支

援
事

業
町

3
0
,
0
0
0

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

町

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

チ
ャ

レ
ン

ジ
ス

ピ
リ

ッ
ト

応
援

事
業

町
3
6
,
0
0
0

施
設

投
資

助
成

金
施

設
投

資
助

成
金

施
設

投
資

助
成

金
施

設
投

資
助

成
金

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

雇
用

奨
励

等
支

援
事

業
町

3
2
,
3
0
0

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

町

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
採

用
、

外
国

人
技

能
実

習
生

受
入

助
成

金

6
1
,
2
0
0

1
,
5
7
2
,
7
0
0

子
ど

も
医

療
費

助
成

事
業

町
3
6
,
6
0
0

子
ど

も
医

療
費

の
助

成
子

ど
も

医
療

費
の

助
成

子
ど

も
医

療
費

の
助

成
子

ど
も

医
療

費
の

助
成

町
子

ど
も

医
療

費
の

助
成

子
ど

も
医

療
費

助
成

事
業

町
3
0
,
6
0
0

子
ど

も
医

療
費

の
助

成
子

ど
も

医
療

費
の

助
成

子
ど

も
医

療
費

の
助

成
子

ど
も

医
療

費
の

助
成

町
子

ど
も

医
療

費
の

助
成

4
2
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

（
略

）
（

略
）

項
目

合
計

4
2
1
9
,
8
0
0

2
0
,
4
0
0

1
7
1
,
4
0
0

1
4
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

2
5
6
,
0
0
0

項
目

合
計

4
2
1
3
,
8
0
0

2
0
,
4
0
0

1
7
1
,
4
0
0

1
1
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

2

（
略

）
（

略
）

4
4
,
0
0
0
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9
頁

9
頁

【
基

本
方

向
】

次
世

代
を

育
成

し
、

つ
な

が
り

、
学

び
合

う
ま

ち
づ

く
り

（
基

本
方

針
Ⅱ

）
【

基
本

方
向

】
次

世
代

を
育

成
し

、
つ

な
が

り
、

学
び

合
う

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅱ
）

【
項

目
】

　
　

教
育

環
境

の
充

実
【

項
目

】
　

　
教

育
環

境
の

充
実

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

3
0
,
0
0
0

3
6
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
0
,
1
0
0

2
,
1
0
0

3
0
,
1
0
0

1
1
頁

1
1
頁

【
基

本
方

向
】

次
世

代
を

育
成

し
、

つ
な

が
り

、
学

び
合

う
ま

ち
づ

く
り

（
基

本
方

針
Ⅱ

）
【

基
本

方
向

】
次

世
代

を
育

成
し

、
つ

な
が

り
、

学
び

合
う

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅱ
）

【
項

目
】

　
　

ス
ポ

ー
ツ

の
振

興
【

項
目

】
　

　
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

5
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

3
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

ボ
イ

ラ
ー

改
修 配

送
車

更
新

備
荒

資
金

年
賦

金
（

車
）

町

8
7
,
1
0
0

1
4
7
,
2
0
0

9
1
,
0
6
3
,
2
0
0

項
目

合
計

1
2

8
6
5
,
5
0
0

4
8
7
,
4
0
0

1
0
5
,
7
0
0

1
4
7
,
2
0
0

1
2
5
,
2
0
0

9
1
,
0
6
1
,
1
0
0

項
目

合
計

1
2

8
2
7
,
4
0
0

4
8
7
,
4
0
0

1
0
5
,
7
0
0

備
荒

資
金

年
賦

金
（

車
）

6
,
3
0
0

8
,
4
0
0

給
食

セ
ン

タ
ー

施
設

整
備

事
業

町
3
2
,
2
0
0

ボ
イ

ラ
ー

改
修 配

送
車

更
新

備
荒

資
金

年
賦

金
（

車
）

備
荒

資
金

年
賦

金
（

車
）

町

備
荒

資
金

年
賦

金
（

車
）

給
食

セ
ン

タ
ー

施
設

整
備

事
業

町
3
0
,
1
0
0

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

町
立

小
中

学
校

校
舎

改
修

事
業

町

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

1
1
5
,
2
0
0

1
6
3
,
8
0
0

1
3

1
,
1
1
7
,
3
0
0

（
略

）

基
本

方
向

合
計

2
1

1
,
1
7
2
,
1
0
0

5
3
9
,
8
0
0

2
8
3
,
2
0
0

2
0
4
,
3
0
0

1
4
4
,
8
0
0

1
3

1
,
1
2
7
,
2
0
0

基
本

方
向

合
計

2
1

1
,
1
0
2
,
0
0
0

5
3
9
,
8
0
0

2
8
3
,
2
0
0

（
略

）

採
暖

室
（

女
子

）
改

修
照

明
設

備
の

L
E
D
化

項
目

合
計

3
5
4
,
8
0
0

6
,
1
0
0

4
3
,
1
0
0

5
,
6
0
0

2
1
0
,
1
0
0

項
目

合
計

3
2
8
,
8
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

6
,
1
0
0

1
7
,
1
0
0

5
,
6
0
0

2
1
0
,
1
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

福
島

小
学

校
外

壁
修

繕
、

屋
上

防
水

塗
装

町

改
修

基
本

設
計

、
実

施
設

計
、

新
校

舎
改

築
、

旧
校

舎
除

却

町
立

小
中

学
校

校
舎

改
修

事
業

町
3
0
,
0
0
0

福
島

中
学

校
外

壁
修

繕
、

屋
上

防
水

塗
装

町

7
3
0
,
0
0
0

7
3
0
,
0
0
0

町

採
暖

室
（

男
子

）
改

修
町

民
プ

ー
ル

改
修

事
業

町
2
,
5
0
0

照
明

設
備

の
L
E
D
化

町

改
修

基
本

設
計

、
実

施
設

計
、

新
校

舎
改

築
、

旧
校

舎
除

却

6
6
,
0
0
0

福
島

中
学

校
外

壁
修

繕
、

屋
上

防
水

塗
装

採
暖

室
（

男
子

）
改

修

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

総
合

体
育

館
屋

内
消

火
栓

設
備

改
良

事
業

町
3
8
,
0
0
0

工
事

実
施

設
計

改
良

工
事

総
合

体
育

館
屋

内
消

火
栓

設
備

改
良

事
業

町
1
7
,
0
0
0

工
事

実
施

設
計

改
良

工
事

町
民

プ
ー

ル
改

修
事

業
町

7
,
5
0
0
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1
2
頁

1
2
頁

【
基

本
方

向
】

福
祉

・
医

療
が

充
実

し
、

互
い

に
認

め
合

え
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅲ
）

【
基

本
方

向
】

福
祉

・
医

療
が

充
実

し
、

互
い

に
認

め
合

え
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅲ
）

【
項

目
】

　
　

高
齢

者
福

祉
の

充
実

【
項

目
】

　
　

高
齢

者
福

祉
の

充
実

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

町

改
修

調
査

業
務

1
,
8
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

生
活

支
援

ハ
ウ

ス
改

修
事

業
町

1
,
8
0
0

改
修

調
査

業
務

生
活

支
援

ハ
ウ

ス
改

修
事

業
町

0

項
目

合
計

7
2
2
2
,
7
0
0

5
6
,
2
0
0

2
6
,
3
0
0

1
4
,
7
0
0

1
2
5
,
5
0
0

1
2
2
,
0
0
0

項
目

合
計

6
2
2
0
,
9
0
0

5
6
,
2
0
0

1
9
,
9
0
0

1
9
,
3
0
0

1
2
5
,
5
0
0

2
2
3
,
8
0
0

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

老
人

福
祉

施
設

（
特

養
）

整
備

事
業

町
6
,
4
0
0

電
動

ベ
ッ

ド
等

更
新

　
2
0

台
老

人
福

祉
施

設
（

特
養

）
整

備
事

業
町

6
,
4
0
0

電
動

ベ
ッ

ド
等

更
新

　
2
0

台
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1
3
頁

1
3
頁

【
基

本
方

向
】

福
祉

・
医

療
が

充
実

し
、

互
い

に
認

め
合

え
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅲ
）

【
基

本
方

向
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福
祉

・
医

療
が

充
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、

互
い

に
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め
合

え
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅲ
）

【
項

目
】
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増
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と
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健
・
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療

の
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【

項
目
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康
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と

保
健
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療
の

充
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位
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）

（
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位
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）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

2
6
,
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0
0

1
6
,
3
0
0

2
6
,
0
0
0

1
6
,
3
0
0

5
,
4
0
0

4
,
6
0
0

3
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

旧
吉

岡
温

泉
解

体
事

業
町

0

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

旧
吉

岡
温

泉
解

体
事

業
町

5
3
,
0
0
0

解
体

調
査

業
務

委
託

解
体

工
事

（
略

）
（

略
）

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計
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R
1
0
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1
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事
業

名
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1
3
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1
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4
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合
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4
1
3
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7
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0

3
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,
8
0
0

2
5
,
9
0
0

1
2
,
0
0
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5
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0
0
0

2
5
4
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0
0
0
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目

合
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3
9
1
,
7
0
0

3
7
,
8
0
0

2
5
,
9
0
0

1
4
,
4
0
0

1
3
,
6
0
0

2
5
4
,
0
0
0

7
7
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8
0
0

基
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方
向

合
計

1
1

3
5
7
,
4
0
0

9
4
,
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0
0

5
2
,
2
0
0

2
6
,
7
0
0

1
8
4
,
5
0
0

3
7
6
,
0
0
0

基
本

方
向

合
計

9
3
1
2
,
6
0
0

9
4
,
0
0
0

4
5
,
8
0
0

（
略

）

吉
岡

温
泉

改
修

事
業

町
4
2
,
3
0
0

防
音

壁
設

置
工

事
煙

・
臭

気
対

策
工

事

深
井

戸
水

中
モ

ー
タ

ー
ポ

ン
プ

入
替

工
事
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深
井

戸
水

中
モ

ー
タ
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工
事
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岡
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改
修

事
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町
5
2
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3
0
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防
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壁
設

置
工

事
煙

・
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気
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策
工
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深
井

戸
水

中
モ

ー
タ

ー
ポ

ン
プ

入
替

工
事

サ
イ

ロ
室

外
改

修
工

事
、

サ
イ

ロ
室

内
部

改
修

、
手

す
り

の
設

置

サ
イ

ロ
室

外
改

修
工

事
、

換
気

扇
の

設
置

、
洗

浄
用

シ
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の

設
置
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深
井

戸
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中
モ

ー
タ

ー
ポ

ン
プ

入
替

工
事

1
8
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0
0
0

1
8
,
0
0
0

（
略

）
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4
頁

1
4
頁

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
基

本
方

向
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生
活

基
盤
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安
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全
安
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暮
ら

せ
る

ま
ち
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く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
項

目
】

　
　

町
の

基
盤

整
備

の
推

進
【

項
目

】
　

　
町

の
基

盤
整

備
の

推
進
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位
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千

円
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位
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円
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R
6

R
7
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8

R
9
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6

R
7

R
8

R
9

8
,
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0
0

8
,
0
0
0

2
2
,
3
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
9
0
0

3
,
6
0
0

5
0
,
0
0
0

2
8
,
0
0
0

6
9
,
0
0
0

7
3
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

2
8
,
0
0
0

7
4
,
2
0
0

1
6
,
0
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

年
　

度
　

別
　

計
　

画

川
原

町
汐

見
町

線
L
=
2
2
0
m

W
=
4
.
3
～

4
.
7
m

汐
見

町
2
号

線
L
=
8
8
m

W
=
4
.
5
m

赤
川

2
号

線
外

3
路

線
L
=
2
3
5
m

W
=
4
m
～

1
0
.
5
m

汐
見

町
3
号

線
L
=
7
0
m

W
=
4
ｍ

町

福
島

漁
港

線
外

2
3
7
,
0
0
0

2
3
7
,
0
0
0

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

展
望

計
画

（
R
1
0
～

R
1
3
）

町
道

整
備

事
業

町
2
2
0
,
0
0
0

川
原

町
汐

見
町

線
L
=
2
2
0
m

W
=
4
.
3
～

4
.
7
m

汐
見

町
2
号

線
L
=
8
8
m

W
=
4
.
5
m

赤
川

2
号

線
外

3
路

線
L
=
2
3
5
m

W
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4
m
～

1
0
.
5
m

汐
見

町
3
号

線
外

1
路

線
L
=
3
4
3
m

W
=
5
.
5
m
～

6
.
0

ｍ

町

福
島

漁
港

線
外

町
道

整
備

事
業

町
1
6
8
,
2
0
0

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

町
営

住
宅

管
理

設
備

等
更

新
事

業
町

1
8
,
5
0
0

プ
ロ

パ
ン

庫
、

灯
油

庫
、

ド
ア

取
替

4
棟

1
0
ヵ

所
、

外
灯

取
替

3
基

プ
ロ

パ
ン

庫
、

灯
油

庫
、

ド
ア

取
替

2
棟

4
ヵ

所
、

外
灯

取
替

3
基

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

取
替

玄
関

ド
ア

取
替

　
外

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

取
替

3
棟

3
6

戸
町

イ
ン

タ
ー

ホ
ン

取
替

2
棟

1
2

戸

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

町
営

住
宅

長
寿

命
化

等
事

業
町

8
,
0
0
0

長
寿

命
化

計
画 内

装
改

修
実

施
計

画
丸

山
団

地
S
6
0

棟

町
営

住
宅

長
寿

命
化

等
事

業
町

3
0
,
3
0
0

長
寿

命
化

計
画 内

装
改

修
実

施
計

画
丸

山
団

地
S
6
0

棟

丸
山

S
6
0
内

装
改

修
内

装
改

修
実

施
設

計
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町
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宅
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設
備
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更

新
事
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1
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2
0
0
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庫
、
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庫
、
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ア
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4
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0
ヵ
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、

外
灯

取
替

3
基
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ロ
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庫
、

灯
油

庫
、
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ア

取
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2
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4
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3
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イ
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ー
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取
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6
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イ
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ー
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ン

取
替

3
棟

3
6

戸
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イ
ン
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ー

ホ
ン

取
替

2
棟

1
2

戸
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【
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】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
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り
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基
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方
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り
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目
】
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の

基
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【
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進
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,
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0
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0
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3
,
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0
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,
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0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
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算
事

業
費
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度
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計
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展

望
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～
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3
）

事
業
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業
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町
道

舗
装

補
修

事
業

町
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0
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岡

漁
港
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W
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.
5
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本
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線
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3
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線
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4
3
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～

6
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岳
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L
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5
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吉
野
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町
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舗
装

補
修

事
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0
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,
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岡
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9
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3
2
m

W
=
3
.
5
～

4
.
4
m

三
岳

6
号

線
L
=
4
5
0
m

W
=
5
m

町
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3
6
,
2
0
0

4
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,
4
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0
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路

台
帳

デ
ジ

タ
ル
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,
8
0
0

（
略

）
（

略
）
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路

台
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デ
ジ

タ
ル

化
事

業
町

1
2
,
8
0
0

道
路

台
帳

デ
ジ

タ
ル

化
道

路
台

帳
デ

ジ
タ

ル
化

事
業

町
0

町

橋
梁

長
寿

命
化

事
業

町
1
5
6
,
1
0
0

桧
倉

橋
熊

野
橋

、
月

崎
2
号

団
地

1
号

橋
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修
設

計

折
加

内
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点

検
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4

橋

折
加
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梁
点
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0
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、

計
画
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4

橋

町

補
修

工
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、
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修
設

計
橋

梁
点
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画
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橋
梁
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化
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1
6
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,
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点

検
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4
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画
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4
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工
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修
設
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橋
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画
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1
0
0
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0
0
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基
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生
活

基
盤

が
安

定
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、
安

全
安

心
に
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ら

せ
る

ま
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づ
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り
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目
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目
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変
　

更
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更

　
後
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8
0
0

4
2
9
,
3
0
0

2
4
3
,
1
0
0

8
6
7
5
,
8
0
0

項
目

合
計

1
9

1
,
0
9
2
,
2
0
0

2
1
1
,
0
0
0

2
0
8
,
8
0
0

4
2
9
,
3
0
0

2
4
3
,
1
0
0

8
6
7
5
,
8
0
0

1
3
9
,
0
0
0

実
施

設
計

既
設

管
撤

去
、

仮
設

配
管

布
設

実
施

設
計

町

配
水

管
添

架
、

仮
設

配
管

撤
去

中
塚

橋
配

水
管

移
設

事
業

町
0

町

配
水

管
添

架
、

仮
設

配
管

布
設

・
撤

去
、

既
設

管
撤

去

1
6
1
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

（
略

）
（

略
）

老
朽

配
水

管
更

新
事

業
町

5
0
,
8
0
0

三
岳

地
区

国
道

横
断

配
水

管
L
=
3
6
.
0
m
、

実
施

設
計

白
符

地
区

国
道

横
断

管
L
=
4
5
.
0
m
、

実
施

設
計

町
道

汐
見

町
4

号
線

、
実

施
設

計

福
島

地
区

配
水

管
L
=
1
0
0
.
0
m
、

実
施

設
計

老
朽

配
水

管
更

新
事

業
町

5
8
,
6
0
0

三
岳

地
区

国
道

横
断

配
水

管
L
=
3
6
.
0
m
、

実
施

設
計

白
符

地
区

国
道

横
断

管
L
=
4
5
.
0
m
、

実
施

設
計

町
道

汐
見

町
4

号
線

、
千

軒
地

区
減

圧
弁

、
実

施
設

計

福
島

地
区

配
水

管
L
=
1
0
0
.
0
m
、

実
施

設
計

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

項
目

合
計

1
9

1
,
0
9
2
,
2
0
0

2
1
1
,
0
0
0

2
0
8
,
8
0
0

4
2
9
,
3
0
0

2
4
3
,
1
0
0

8
6
7
5
,
8
0
0

項
目

合
計

1
6

8
4
0
,
5
0
0

2
1
1
,
0
0
0

1
9
8
,
3
0
0

2
2
1
,
4
0
0

2
0
9
,
8
0
0

1
0

9
4
4
,
5
0
0

（
略

）
（

略
）

新
緑

公
園

整
備

事
業

町
9
5
,
0
0
0

夜
間

照
明

L
E
D

化
野

球
場

フ
ェ

ン
ス

設
置

新
緑

公
園

整
備

事
業

町
0

町

間
照

明
L
E
D

化
、

野
球

場
フ

ェ
ン

ス
設

置

1
0
0
,
0
0
0
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1
6
頁

1
6
頁

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
項

目
】

　
　

防
災

・
消

防
体

制
の

充
実

【
項

目
】

　
　

防
災

・
消

防
体

制
の

充
実

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

8
3
,
4
0
0

2
0
,
0
0
0

8
3
,
4
0
0

3
5
,
6
0
0

2
0
,
0
0
0

3
,
9
0
0

7
,
2
0
0

5
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

3
,
9
0
0

7
,
2
0
0

5
0
,
0
0
0

4
,
5
0
0

1
5
0
,
0
0
0

4
8
,
0
0
0

9
3
,
8
0
0

4
8
,
0
0
0

9
3
,
8
0
0

3
4
,
2
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

避
難

路
整

備
、

コ
ン

テ
ナ

整
備

普
通

河
川

整
備

事
業

町
1
7
6
,
0
0
0

潤
内

川
L
=
1
0
0
m
、

板
橋

川
L
=
4
6

ｍ
、

測
量

調
査

設
計

、
浜

沢
川

外
護

岸
補

修
　

擁
壁

工
　

L
=
1
0
m

外

福
島

川
　

外
3

河
川

積
ブ

ロ
ッ

ク
工

 
外

L
=
8
8
m
　

外

観
音

橋
川

、
澗

内
川

浚
渫

町

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

（
略

）
（

略
）

滝
の

下
川

外

2
0
,
0
0
0

（
略

）
（

略
）

普
通

河
川

整
備

事
業

町
1
4
1
,
8
0
0

潤
内

川
L
=
1
0
0
m
、

板
橋

川
L
=
4
6

ｍ
、

測
量

調
査

設
計

、
浜

沢
川

外
護

岸
補

修
　

擁
壁

工
　

L
=
1
0
m

外

福
島

川
　

外
3

河
川

積
ブ

ロ
ッ

ク
工

 
外

L
=
8
8
m
　

外

吉
岡

地
区

防
災

広
場

整
備

事
業

町
1
5
4
,
5
0
0

旧
吉

岡
温

泉
解

体
実

施
設

計
委

託

旧
吉

岡
温

泉
解

体
工

事
、

防
災

広
場

整
備

2
0
0
,
0
0
0

防
災

・
減

災
対

策
事

業
町

1
0
3
,
4
0
0

大
型

ト
イ

レ
カ

ー
テ

ン
ト

式
パ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

J
ア

ラ
ー

ト
受

信
機

更
新

非
常

用
電

源
設

備
更

新

防
災

・
減

災
対

策
事

業
町

1
3
9
,
0
0
0

大
型

ト
イ

レ
カ

ー
、

テ
ン

ト
式

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
、

J
ア

ラ
ー

ト
受

信
機

更
新

移
動

式
エ

ア
コ

ン
、

防
災

備
蓄

コ
ン

テ
ナ

、
冷

暖
毛

布
、

J
ア

ラ
ー

ト
ア

ン
テ

ナ

非
常

用
電

源
設

備
更

新

8
1
,
3
0
0

2
5
8
,
6
0
0

8
0
,
4
0
0

5
9
,
2
0
0

4
2
6
8
,
0
0
0

項
目

合
計

1
4

6
5
3
,
8
0
0

8
1
,
3
0
0

2
5
8
,
6
0
0

5
0
,
5
0
0

2
6
3
,
4
0
0

5

日
本

海
溝

・
千

島
海

溝
周

辺
海

溝
型

地
震

に
お

け
る

津
波

避
難

緊
急

事
業

町
1
1
1
,
1
0
0

津
波

避
難

対
策

計
画

策
定

津
波

避
難

対
策

計
画

策
定

避
難

路
整

備
、

コ
ン

テ
ナ

整
備

避
難

路
整

備
、

コ
ン

テ
ナ

整
備

町

避
難

路
整

備
、

コ
ン

テ
ナ

整
備

日
本

海
溝

・
千

島
海

溝
周

辺
海

溝
型

地
震

に
お

け
る

津
波

避
難

緊
急

事
業

町
6
1
,
1
0
0

津
波

避
難

対
策

計
画

策
定

津
波

避
難

対
策

計
画

策
定

避
難

路
整

備
、

コ
ン

テ
ナ

整
備

町

2
0
0
,
0
0
0

2
8
8
,
0
0
0

項
目

合
計

1
3

4
7
9
,
5
0
0

51



1
8
頁

1
8
頁

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
項

目
】

　
　

生
活

基
盤

の
確

保
【

項
目

】
　

　
生

活
基

盤
の

確
保

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

5
,
1
0
0

1
0
,
2
0
0

5
,
1
0
0

7
2
,
6
0
0

8
5
,
0
0
0

7
2
,
6
0
0

1
0
2
,
3
0
0

7
,
6
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
9
頁

1
9
頁

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
基

本
方

向
】

生
活

基
盤

が
安

定
し

、
安

全
安

心
に

暮
ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
（

基
本

方
針

Ⅳ
）

【
項

目
】

　
　

生
活

安
全

の
確

保
【

項
目

】
　

　
生

活
安

全
の

確
保

（
単

位
:
千

円
）

（
単

位
:
千

円
）

R
6

R
7

R
8

R
9

R
6

R
7

R
8

R
9

1
6
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

1
4
,
0
0
0

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

町
2
0
,
4
0
0

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

町

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

町
2
5
,
5
0
0

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

町

項
目

合
計

3
1
9
0
,
4
0
0

6
,
1
0
0

8
1
,
5
0
0

8
,
9
0
0

9
3
,
9
0
0

2
3
5
,
6
0
0

項
目

合
計

4

ﾃ
ﾞ
ﾏ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｽ
運

行
補

助
、

改
善

計
画

策
定

業
務

委
託

、
協

議
会

負
担

金

2
0
,
4
0
0

2
0
,
4
0
0

（
略

）
（

略
）

地
域

間
幹

線
系

統
木

古
内

松
前

線
支

援
事

業
町

2
3
,
6
0
0

渡
島

西
部

四
町

負
担

金
渡

島
西

部
四

町
負

担
金

渡
島

西
部

四
町

負
担

金

2
3
6
,
4
0
0

6
,
1
0
0

8
9
,
1
0
0

1
2
4
,
3
0
0

1
6
,
9
0
0

2
3
5
,
6
0
0

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

中
継

局
地

上
デ

ジ
タ

ル
送

信
機

等
更

新
事

業

町
1
5
7
,
6
0
0

白
符

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

中
継

局
　

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
等

更
新

福
島

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

中
継

局
　

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
等

更
新

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

中
継

局
地

上
デ

ジ
タ

ル
送

信
機

等
更

新
事

業

町
1
7
4
,
9
0
0

白
符

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

中
継

局
　

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
等

更
新

福
島

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

中
継

局
　

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
等

更
新

変
　

更
　

前
変

　
更

　
後

5
6
,
0
0
0

空
家

対
策

支
援

事
業

町

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

事
業

名
事

業
主

体
概

算
事

業
費

年
　

度
　

別
　

計
　

画
展

望
計

画
（

R
1
0
～

R
1
3
）

空
家

対
策

支
援

事
業

町
4
9
,
0
0
0

解
体

費
補

助
（

2
0
戸

）
、

特
定

空
家

解
体

解
体

費
補

助
（

1
5
戸

）
、

特
定

空
家

解
体

解
体

費
補

助
（

1
0
戸

）
、

特
定

空
家

解
体
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と
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議案第６５号 

 

 

福島町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 

 

 

福島町過疎地域持続的発展市町村計画を変更したいので、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に基づき議会の議決を求め

る。 

 

 

 

令和８年３月１０日提出 

 

 

 

福島町長 鳴海 清春 

 

 

 

１．福島町過疎地域持続的発展市町村計画（令和８年３月改定版） 

（令和８年度～令和１２年度） 
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福
島
町
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続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

1
5 ～ 2
4

3
2 ～ 3
4

表
紙

2
0

～1
9

2
1
 
基

本
的

な
事

項

(
1
)
 
福

島
町

の
概

　
況

イ
　

過
疎

の
状

況
　

　
当

町
の

人
口

は
、

昭
和

3
0
年

国
勢

調
査

人
口

1
3
,
4
2
8
人

を
ピ

ー
ク

に
減

少
し

は
じ

め
ま

し
た

が
、

そ
の

後
　

は
、

青
函

ト
ン

ネ
ル

工
事

の
影

響
を

受
け

昭
和

4
5
年

か
ら

昭
和

5
0
年

に
か

け
て

一
時

的
に

増
加

し
た

も
の

の
、

　
ト

ン
ネ

ル
工

事
の

完
成

が
近

づ
く

に
従

っ
て

人
口

の
流

出
が

始
ま

り
、

工
事

完
了

後
に

は
ト

ン
ネ

ル
工

事
関

係
　

者
の

転
出

が
進

ん
だ

こ
と

に
加

え
、

出
生

者
数

の
減

少
等

に
よ

る
自

然
減

、
就

労
を

求
め

て
町

外
就

労
先

へ
の

　
転

出
な

ど
の

要
因

に
よ

る
社

会
減

少
が

続
き

、
こ

う
し

た
こ

と
に

よ
る

年
少

人
口

及
び

生
産

人
口

の
減

少
と

相
　

ま
っ

て
、

高
齢

者
人

口
の

増
加

が
顕

著
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

そ
の

後
も

人
口

減
少

傾
向

は
続

い
て

お
り

、
平

成
2
7
年

国
勢

調
査

人
口

は
4
,
4
2
2
人

と
、

ピ
ー

ク
時

の
6
割

　
以

下
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

こ
の

よ
う

な
状

況
に

お
い

て
、

当
町

で
は

、
ト

ン
ネ

ル
工

事
終

了
後

、
基

幹
産

業
の

振
興

を
積

極
的

に
展

開
　

す
る

こ
と

と
し

、
「

総
合

計
画

」
に

基
づ

き
就

業
の

場
の

確
保

、
生

産
基

盤
や

生
活

基
盤

等
の

整
備

を
実

施
し

て
　

ま
い

り
ま

し
た

。
　

　
平

成
3
年

の
過

疎
地

域
の

指
定

以
降

は
、

「
過

疎
計

画
」

を
策

定
す

る
と

と
も

に
、

道
路

、
公

営
住

宅
、

浄
化

　
槽

整
備

、
消

防
・

防
災

設
備

及
び

地
場

産
業

の
振

興
、

子
ど

も
医

療
費

の
無

料
化

、
出

産
祝

い
金

、
定

住
促

進
　

住
宅

奨
励

事
業

な
ど

、
社

会
基

盤
整

備
や

子
育

て
支

援
、

定
住

環
境

の
整

備
に

努
め

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

　
す

。
　

　
ま

た
、

「
人

口
ビ

ジ
ョ

ン
・

総
合

戦
略

」
の

各
対

策
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
口

の
流

出
に

歯
止

め
を

か
　

け
る

努
力

を
し

て
ま

い
り

ま
し

た
。

　
　

し
か

し
、

長
引

く
経

済
不

況
の

影
響

や
、

少
子

・
高

齢
化

等
社

会
環

境
が

著
し

く
変

化
す

る
な

ど
当

町
を

取
　

り
巻

く
環

境
は

依
然

と
し

て
厳

し
い

状
況

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

豊
か

な
自

然
環

境
や

歴
史

的
資

源
、

特
産

品
な

　
ど

の
地

域
資

源
を

活
用

し
な

が
ら

、
魅

力
あ

る
ま

ち
づ

く
り

と
地

域
が

輝
き

な
が

ら
発

展
す

る
た

め
の

諸
施

策
　

の
展

開
が

必
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。

イ
　

過
疎

の
状

況
　

　
当

町
の

人
口

は
、

昭
和

3
0
年

国
勢

調
査

人
口

1
3
,
4
2
8
人

を
ピ

ー
ク

に
減

少
し

は
じ

め
ま

し
た

が
、

そ
の

後
　

は
、

青
函

ト
ン

ネ
ル

工
事

の
影

響
を

受
け

昭
和

4
5
年

か
ら

昭
和

5
0
年

に
か

け
て

一
時

的
に

増
加

し
た

も
の

の
、

　
ト

ン
ネ

ル
工

事
の

完
成

が
近

づ
く

に
従

っ
て

人
口

の
流

出
が

始
ま

り
、

工
事

完
了

後
に

は
ト

ン
ネ

ル
工

事
関

係
　

者
の

転
出

が
進

ん
だ

こ
と

に
加

え
、

出
生

者
数

の
減

少
等

に
よ

る
自

然
減

、
就

労
を

求
め

て
町

外
就

労
先

へ
の

　
転

出
な

ど
の

要
因

に
よ

る
社

会
減

少
が

続
き

、
こ

う
し

た
こ

と
に

よ
る

年
少

人
口

及
び

生
産

人
口

の
減

少
と

相
　

ま
っ

て
、

高
齢

者
人

口
の

増
加

が
顕

著
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

そ
の

後
も

人
口

減
少

傾
向

は
続

い
て

お
り

、
令

和
2
年

国
勢

調
査

人
口

は
3
,
7
9
4
人

と
、

ピ
ー

ク
時

の
3
割

　
以

下
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

こ
の

よ
う

な
状

況
に

お
い

て
、

当
町

で
は

、
ト

ン
ネ

ル
工

事
終

了
後

、
基

幹
産

業
の

振
興

を
積

極
的

に
展

開
　

す
る

こ
と

と
し

、
「

総
合

計
画

」
に

基
づ

き
就

業
の

場
の

確
保

、
生

産
基

盤
や

生
活

基
盤

等
の

整
備

を
実

施
し

て
　

ま
い

り
ま

し
た

。
　

　
平

成
3
年

の
過

疎
地

域
の

指
定

以
降

は
、

「
過

疎
計

画
」

を
策

定
す

る
と

と
も

に
、

道
路

、
公

営
住

宅
、

浄
化

　
槽

整
備

、
消

防
・

防
災

設
備

及
び

地
場

産
業

の
振

興
、

子
ど

も
医

療
費

の
無

料
化

、
出

産
祝

い
金

、
定

住
促

進
　

住
宅

奨
励

事
業

な
ど

、
社

会
基

盤
整

備
や

子
育

て
支

援
、

定
住

環
境

の
整

備
に

努
め

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

　
す

。
　

　
ま

た
、

「
人

口
ビ

ジ
ョ

ン
・

総
合

戦
略

」
の

各
対

策
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

人
口

の
流

出
に

歯
止

め
を

か
　

け
る

努
力

を
し

て
ま

い
り

ま
し

た
。

　
　

し
か

し
、

長
引

く
経

済
不

況
の

影
響

や
、

少
子

・
高

齢
化

等
社

会
環

境
が

著
し

く
変

化
す

る
な

ど
当

町
を

取
　

り
巻

く
環

境
は

依
然

と
し

て
厳

し
い

状
況

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

豊
か

な
自

然
環

境
や

歴
史

的
資

源
、

特
産

品
な

　
ど

の
地

域
資

源
を

活
用

し
な

が
ら

、
魅

力
あ

る
ま

ち
づ

く
り

と
地

域
が

輝
き

な
が

ら
発

展
す

る
た

め
の

諸
施

策
　

の
展

開
が

必
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。

令
和

８
年

度
～

令
和

1
2
年

度

北
海

道
福

島
町

北
海

道
福

島
町

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

ア
　

人
口

の
推

移
と

動
向

　
　

当
町

に
お

け
る

国
勢

調
査

に
よ

る
人

口
は

、
昭

和
3
0
年

1
3
,
4
2
8
人

を
ピ

ー
ク

と
し

て
、

青
函

ト
ン

ネ
ル

工
　

事
期

に
お

け
る

人
口

の
増

は
あ

っ
た

も
の

の
工

事
終

了
後

は
減

少
に

転
じ

、
平

成
2
7
年

で
は

4
,
4
2
2
人

で
、

　
昭

和
6
0
年

国
勢

調
査

人
口

1
0
,
1
5
9
人

と
比

較
す

る
と

5
,
7
3
7
人

減
少

し
、

実
に

5
6
.
5
％

と
大

き
な

減
少

率
と

　
な

っ
て

お
り

、
今

後
も

こ
の

傾
向

は
続

く
も

の
と

見
込

ま
れ

ま
す

。
　

　
年

齢
構

成
別

人
口

の
推

移
は

、
年

少
人

口
（

0
～

1
4
歳

）
は

昭
和

6
0
年

か
ら

平
成

2
7
年

ま
で

の
3
0
年

間
で

　
2
,
0
0
7
人

（
8
5
.
8
％

）
が

減
少

し
て

お
り

、
生

産
年

齢
人

口
（

1
5
～

6
4
歳

）
に

つ
い

て
も

、
昭

和
6
0
年

か
ら

平
　

成
2
7
年

ま
で

の
3
0
年

間
で

4
,
2
9
2
人

（
6
5
.
7
％

）
と

い
ず

れ
も

大
幅

な
減

少
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
反

面
、

6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

人
口

は
、

昭
和

6
0
年

の
1
,
2
9
1
人

か
ら

平
成

2
7
年

に
は

1
,
8
5
3
人

と
増

加
し

　
て

お
り

、
人

口
比

率
も

昭
和

6
0
年

の
1
2
.
7
％

か
ら

年
々

上
昇

し
、

平
成

7
年

で
は

老
年

人
口

が
年

少
人

口
を

　
上

回
る

状
況

と
な

り
ま

し
た

。
そ

の
後

、
平

成
2
7
年

で
は

4
1
.
9
％

で
全

道
平

均
2
9
.
1
％

、
全

国
平

均
の

2
6
.
6
％

　
を

大
き

く
上

回
っ

て
お

り
、

高
齢

化
が

顕
著

な
状

況
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

こ
の

状
況

が
今

後
も

続
く

と
、

人
口

減
少

、
少

子
化

、
高

齢
化

は
さ

ら
に

進
展

し
、

町
民

の
生

活
や

産
業

振
　

興
、

財
政

運
営

な
ど

に
悪

い
影

響
を

与
え

、
当

町
の

存
続

が
懸

念
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
こ

と
か

ら
、

人
口

減
少

　
を

抑
制

す
る

た
め

の
、

対
策

を
引

き
続

き
実

施
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

　
特

に
当

町
は

、
生

産
年

齢
人

口
の

転
出

が
多

く
、

ま
た

、
社

会
減

少
が

人
口

減
に

大
き

な
影

響
を

与
え

て
い

　
る

状
況

に
あ

り
ま

す
。

　
　

人
口

減
少

を
抑

制
す

る
効

果
を

考
え

る
と

、
自

然
減

少
の

抑
制

に
向

け
た

取
り

組
み

を
進

め
つ

つ
も

、
特

に
　

社
会

減
少

の
抑

制
に

向
け

た
取

り
組

み
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
す

。
　

　
「

第
2
期

福
島

町
人

口
ビ

ジ
ョ

ン
・

総
合

戦
略

」
に

お
け

る
将

来
の

人
口

見
通

し
に

つ
い

て
は

、
2
0
4
0
年

（
令

　
和

2
2
年

）
の

時
点

で
総

人
口

は
1
,
7
4
1
人

と
推

計
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
「

総
合

計
画

」
や

「
総

合
戦

略
」

、
ま

　
た

、
本

計
画

の
政

策
誘

導
に

よ
り

最
低

限
1
,
7
0
0
人

台
を

維
持

す
る

こ
と

が
重

要
と

な
り

ま
す

。

ア
　

人
口

の
推

移
と

動
向

　
　

当
町

に
お

け
る

国
勢

調
査

に
よ

る
人

口
は

、
昭

和
3
0
年

1
3
,
4
2
8
人

を
ピ

ー
ク

と
し

て
、

青
函

ト
ン

ネ
ル

工
　

事
期

に
お

け
る

人
口

の
増

は
あ

っ
た

も
の

の
工

事
終

了
後

は
減

少
に

転
じ

、
令

和
2
年

で
は

3
,
7
9
4
人

で
、

昭
　

和
5
5
年

国
勢

調
査

人
口

1
1
,
6
1
3
人

と
比

較
す

る
と

7
,
8
1
9
人

減
少

し
、

実
に

6
7
.
3
％

と
大

き
な

減
少

率
と

な
　

っ
て

お
り

、
今

後
も

こ
の

傾
向

は
続

く
も

の
と

見
込

ま
れ

ま
す

。
　

　
年

齢
構

成
別

人
口

の
推

移
は

、
年

少
人

口
（

0
～

1
4
歳

）
は

平
成

2
年

か
ら

令
和

2
年

ま
で

の
3
0
年

間
で

　
1
,
3
5
7
人

（
8
5
.
6
％

）
が

減
少

し
て

お
り

、
生

産
年

齢
人

口
（

1
5
～

6
4
歳

）
に

つ
い

て
も

、
平

成
2
年

か
ら

令
　

和
2
年

ま
で

の
3
0
年

間
で

3
,
4
5
0
人

（
6
6
.
8
％

）
と

い
ず

れ
も

大
幅

な
減

少
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
反

面
、

6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

人
口

は
、

平
成

2
年

の
1
,
3
6
2
人

か
ら

令
和

2
年

に
は

1
,
8
5
2
人

と
増

加
し

て
　

お
り

、
人

口
比

率
も

昭
和

5
5
年

の
1
6
.
8
％

か
ら

年
々

上
昇

し
、

令
和

2
年

で
は

4
8
.
8
％

と
全

道
平

均
の

3
2
.
2
％

、
　

全
国

平
均

の
2
8
.
6
％

を
大

き
く

上
回

っ
て

お
り

、
高

齢
化

が
顕

著
な

状
況

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。
　

　
こ

の
状

況
が

今
後

も
続

く
と

、
人

口
減

少
、

少
子

化
、

高
齢

化
は

さ
ら

に
進

展
し

、
町

民
の

生
活

や
産

業
振

　
興

、
財

政
運

営
な

ど
に

悪
い

影
響

を
与

え
、

当
町

の
存

続
が

懸
念

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

こ
と

か
ら

、
人

口
減

少
　

を
抑

制
す

る
た

め
の

、
対

策
を

引
き

続
き

実
施

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
　

特
に

当
町

は
、

生
産

年
齢

人
口

の
転

出
が

多
く

、
ま

た
、

社
会

減
少

が
人

口
減

に
大

き
な

影
響

を
与

え
て

い
　

る
状

況
に

あ
り

ま
す

。
　

　
人

口
減

少
を

抑
制

す
る

効
果

を
考

え
る

と
、

自
然

減
少

の
抑

制
に

向
け

た
取

り
組

み
を

進
め

つ
つ

も
、

特
に

　
社

会
減

少
の

抑
制

に
向

け
た

取
り

組
み

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

す
。

　
　

「
第

3
期

福
島

町
人

口
ビ

ジ
ョ

ン
・

総
合

戦
略

」
に

お
け

る
将

来
の

人
口

見
通

し
に

つ
い

て
は

、
2
0
4
5
年

（
令

　
和

2
7
年

）
の

時
点

で
総

人
口

は
1
,
6
0
9
人

と
推

計
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
「

総
合

計
画

」
や

「
総

合
戦

略
」

、
ま

　
た

、
本

計
画

の
政

策
誘

導
に

よ
り

最
低

限
1
,
6
0
0
人

台
を

維
持

す
る

こ
と

が
重

要
と

な
り

ま
す

。

福
島

町
過

疎
地

域
持

続
的

発
展

市
町

村
計

画
福

島
町

過
疎

地
域

持
続

的
発

展
市

町
村

計
画

令
和

３
年

度
～

令
和

７
年

度

1
 
基

本
的

な
事

項
(
2
)
 
人

口
及

び
産

　
業

の
推

移
と

動

　
向

3
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新
旧
対
照
表

4

　
向

1
 
基

本
的

な
事

項
(
2
)
 
人

口
及

び
産

　
業

の
推

移
と

動

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

  

                

表
1
-
1
(
1
)人

口
の
推
移
（
国
勢
調
査
）
 

表
1
-
1
(
2
)人

口
の
推
移
（
住
民
基
本
台
帳
）
 

人
人

％
人

％

人
％

人
％

％
人

％
％

人
％

人
％

％
人

％
％

人
人

％

人
人

％

4
,
5
8
0

人

2
,
1
5
0

人

2
,
4
3
0

人

2
,
4
9
1

－

4
6
.
9

％

5
3
.
1

％

-
2
.
9

％

-
2
.
5

％

-
3
.
3

％

3
3
.
3

3
.
3

－

男
（

外
国

人
住

民
）

女
（

外
国

人
住

民
）

参 考

3

3
0

3
14

総
　

数
（

外
国

人
住

民
除

く
）

男
（

外
国

人
住

民
除

く
）

女
（

外
国

人
住

民
除

く
）

－

人
4
,
7
1
6

2
,
2
0
4

人

－

2
,
5
1
2

人

％ ％

4
6
.
7

5
3
.
3

％ ％ ％

-
1
1
.
1

-
1
1
.
5

-
1
0
.
7

構
成

比
増

減
率

区
　

分
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

実
数

構
成

比
増

減
率

実
数

構
成

比
増

減
率

4
7
.
0

2
,
8
1
2

5
3
.
0

-
1
4
.
6

-
1
5
.
6

-
1
3
.
7

5
2
.
1

6
,
2
0
7

2
,
9
5
0

4
7
.
5

3
,
2
5
7

5
2
.
5

5
,
3
0
3

区
　

分

3
,
6
0
0

－

平
成

1
2
年

3
月

3
1
日

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

総
　

数

男 女

－
－

実
数

構
成

比
実

数
構

成
比

増
減

率

-
9
.
5

-
1
1
.
0

-
1
0
.
2

3
,
3
1
3

6
,
9
1
3

4
7
.
9

実
数

1
,
7
4
6

-
3
7
.
8

1
,
2
9
1

2
1
.
2

％
－

昭
和

6
0
年

実
数

増
減

率

人
％

1
0
,
1
5
9

-
1
9
.
1

平
成

2
7
年

人

1
2
,
0
3
8

総
　

数

０
歳

～
1
4
歳

人
％

実
数

増
減

率
区

　
分

昭
和

3
5
年

実
数

昭
和

5
0
年

平
成

2
年

平
成

1
7
年

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

-
3
5
.
4

5
,
8
9
7

-
2
7
.
3

4
,
4
2
2

-
2
5
.
0

1
5
歳

～
6
4
歳

う
ち

1
5
歳

～
 
2
9
歳

(
a
)

1
2
,
5
6
2

4
.
4

8
,
1
1
1

実
数

増
減

率

人
％

人
％

人
％

4
,
9
1
9

3
,
4
2
5

-
3
0
.
4

1
,
5
8
5

-
5
3
.
7

6
0
7

-
6
1
.
7

3
3
1

-
4
5
.
5

2
,
3
3
8

-
3
1
.
7

6
,
4
3
2

8
,
0
7
2

2
5
.
5

5
,
1
6
4

-
3
6
.
0

3
,
4
5
6

-
3
3
.
1

2
,
2
3
8

-
3
5
.
2

6
,
5
3
0

-
1
9
.
1

2
,
4
3
9

2
,
8
0
6

1
5
.
0

1
,
1
0
6

-
6
0
.
6

7
1
4

-
3
5
.
4

3
6
5

-
4
8
.
9

6
8
7

1
,
0
6
5

5
5
.
0

1
,
3
6
2

2
7
.
9

1
,
8
3
4

3
4
.
7

1
,
8
5
3

1
.
0

(
a
)
/
総

数
若

年
者

比
率

％
％

－
％

－
％

6
5
歳

以
上

(
b
)

(
b
)
/
総

数
高

齢
者

比
率

％
％

－
％

－
％

1
7
.
2 ％

－

1
2
.
7

－－

2
0
.
3

2
2
.
3

1
3
.
6

1
2
.
1

％
－

5
.
7

8
.
5

1
6
.
8

3
1
.
1

4
1
.
9

8
.
3％

－

1
0
.
1

1
6
.
8

3
6
.
6

4
8
.
8

－－

1
9
.
7

1
3
.
6

8
.
9

7
.
6

％
－

2
5
.
8

(
a
)
/
総

数
若

年
者

比
率

％
％

－
％

－
％

6
5
歳

以
上

(
b
)

1
4
.
5

-
1
.
1

2
,
2
9
1

1
,
1
0
6

-
5
1
.
7

4
5
5

-
5
3
.
8

2
8
9

-
3
6
.
5

1
6
.
5

1
,
8
7
2

7
.
0

1
,
8
5
2

％
－

1
,
1
6
9

1
,
3
6
2

7
,
4
4
5

5
,
1
6
4

-
3
0
.
6

2
,
7
9
6

-
3
3
.
5

1
,
7
1
4

-
3
8
.
7

4
,
2
0
5

-
1
8
.
6

2
,
9
9
9

1
,
5
8
5

-
4
7
.
1

4
4
6

-
4
6
.
9

2
2
8

-
4
8
.
9

8
4
0

-
4
7
.
0

1
5
歳

～
6
4
歳

う
ち

1
5
歳

～
 
2
9
歳

(
a
)

8
,
1
1
1

-
3
0
.
2

5
,
1
1
4人

％
人

％
人

1
1
,
6
1
3

総
　

数

0
歳

～
1
4
歳

人
％

実
数

増
減

率
区

　
分

昭
和

5
5
年

実
数

平
成

2
年

平
成

2
2
年

令
和

2
年

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

-
2
4
.
7

3
,
7
9
4

-
2
5
.
8

平
成

1
2
年

実
数

増
減

率

人
％

6
,
7
9
5

-
1
6
.
2

9
8
5

-
1
0
.
9

1
,
7
5
0

2
8
.
5

％
(
b
)
/
総

数
高

齢
者

比
率

％
％

－
％

－

表
1
-
1
(
1
)
 人

口
の
推
移
（
国
勢
調
査
）
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区
分

頁

1
 
基

本
的

な
事

項
(
2
)
 
人

口
及

び
産

　
業

の
推

移
と

動

　
向

行
数

変
更

前
変

更
後

5
表

1-
1（

3）
人
口
の
見
通
し
 

     

表
1
-
1
(
2
)
 人

口
の
見
通
し
 

 

福
島
町
が
め
ざ
す
推
計
と
社
人
研
推
計
と
の
比
較
（
総
人
口
）
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福
島
町
過
疎
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域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

1
 
基

本
的

な
事

項

1
 
基

本
的

な
事

項
(
2
)
 
人

口
及

び
産

　
業

の
推

移
と

動

　
向

変
更

後

イ
　

産
業

の
推

移
と

動
向

　
　

産
業

別
人

口
の

動
向

を
見

る
と

、
就

業
者

数
は

こ
こ

2
0
年

以
上

男
女

と
も

減
少

傾
向

が
続

い
て

お
り

、
総

数
　

の
平

成
7
年

と
平

成
2
7
年

と
の

比
較

で
は

1
,
6
5
0
人

（
4
6
.
7
％

）
と

大
幅

な
減

少
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
平

成
2
7
年

の
就

業
構

造
は

、
第

1
次

産
業

1
4
.
4
％

、
第

2
次

産
業

3
8
.
7
％

、
第

3
次

産
業

4
6
.
9
％

と
な

っ
　

て
お

り
、

産
業

3
部

門
別

の
就

業
者

数
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
減

少
傾

向
が

続
い

て
い

ま
す

が
、

特
に

第
2

　
次

産
業

の
減

少
が

進
ん

で
お

り
、

平
成

7
年

と
平

成
2
7
年

を
比

較
す

る
と

、
第

2
次

産
業

の
減

少
が

6
0
.
1
％

　
と

大
き

く
、

水
産

加
工

業
及

び
建

設
業

従
事

者
の

減
少

が
主

な
要

因
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
水

産
加

工
業

に
つ

い
て

は
、

雇
用

の
場

の
確

保
に

も
つ

な
が

り
、

町
内

経
済

に
も

大
き

く
影

響
を

及
ぼ

す
こ

　
と

か
ら

、
今

後
も

就
業

者
の

高
齢

化
に

対
応

し
た

就
労

環
境

の
整

備
と

安
定

的
な

就
業

者
の

確
保

対
策

を
進

め
　

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

　
産

業
3
部

門
の

構
成

比
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
2
年

に
第

2
次

産
業

と
第

3
次

産
業

の
割

合
が

逆
転

し
、

第
2

　
次

産
業

の
縮

小
、

第
3
次

産
業

の
拡

大
が

続
い

て
い

ま
す

が
、

第
1
次

産
業

は
横

ば
い

の
状

況
が

続
い

て
い

ま
　

す
。

イ
　

産
業

の
推

移
と

動
向

　
　

産
業

別
人

口
の

動
向

を
見

る
と

、
就

業
者

数
は

こ
こ

2
0
年

以
上

減
少

傾
向

が
続

い
て

お
り

、
平

成
7
年

と
　

令
和

2
年

と
の

就
業

者
総

数
の

比
較

で
は

1
,
9
1
6
人

（
5
4
.
2
％

）
と

大
幅

な
減

少
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
令

和
2
年

の
就

業
構

造
は

、
第

1
次

産
業

1
4
.
9
％

、
第

2
次

産
業

3
6
.
5
％

、
第

3
次

産
業

4
8
.
6
％

と
な

っ
　

て
お

り
、

産
業

3
部

門
別

の
就

業
者

数
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
減

少
傾

向
が

続
い

て
い

ま
す

が
、

特
に

第
2

　
次

産
業

の
減

少
が

進
ん

で
お

り
、

平
成

7
年

と
令

和
2
年

を
比

較
す

る
と

、
第

2
次

産
業

の
減

少
が

6
7
.
7
％

と
　

大
き

く
、

水
産

加
工

業
及

び
建

設
業

従
事

者
の

減
少

が
主

な
要

因
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
水

産
加

工
業

に
つ

い
て

は
、

雇
用

の
場

の
確

保
に

も
つ

な
が

り
、

町
内

経
済

に
も

大
き

く
影

響
を

及
ぼ

す
こ

　
と

か
ら

、
今

後
も

就
業

者
の

高
齢

化
に

対
応

し
た

就
労

環
境

の
整

備
と

安
定

的
な

就
業

者
の

確
保

対
策

を
進

め
　

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

　
産

業
3
部

門
の

構
成

比
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
2
年

に
第

2
次

産
業

と
第

3
次

産
業

の
割

合
が

逆
転

し
、

第
2

　
次

産
業

の
縮

小
、

第
3
次

産
業

の
拡

大
が

続
い

て
い

ま
す

が
、

第
1
次

産
業

は
横

ば
い

の
状

況
が

続
い

て
い

ま
　

す
。

区
分

(
2
)
 
人

口
及

び
産

　
業

の
推

移
と

動

　
向

頁
行

数
変

更
前

6
2 ～ 7

7
表

1
-
1（

4）
産
業
別
人
口
の
動
向
（
国
勢
調
査
）
 

    

4
6
.
9％

－

3
8
.
7 人

％

8
8
2

-
1
3
.
1

％
－

2
7
1

-
1
8
.
4

％
－

1
4
.
4 人

％

7
2
9

-
1
7
.
6

平
成

2
7
年

実
数

増
減

率
人

％

1
,
8
8
2

-
1
5
.
7

人
％

第
一

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
％

2
,
2
3
2

-
1
1
.
0

総
　

数
人

％

4
5
.
5

第
三

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
％

3
9
.
7

第
二

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
％

1
,
0
1
5

-
4
.
2

％
－

人
％

4
2
.
3

区
　

分
平

成
2
2
年

1
4
.
7 人

％

4
3
.
0

3
7
.
8

5
3
.
3

4
9
.
1

5
1
.
7

1
4
.
5

1
,
8
0
2

-
2
5
.
5

平
成

1
7
年

実
数

増
減

率
人

％

2
,
5
0
7

-
1
9
.
3

人

2
9
.
8

3
2
.
7

3
3
.
7

4
7
.
7

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

1
7
.
0

1
8
.
2

1
4
.
6

6
6
8

-
1
3
.
2％

人
％

人
％

4
,
5
4
1

-
1
1
.
6

3
,
6
7
0

-
1
9
.
2

3
,
5
3
2

-
3
.
8

3
,
1
0
5

-
1
2
.
1

平
成

２
年

平
成

７
年

平
成

1
2
年

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

実
数

増
減

率
実

数
区

　
分

総
　

数

第
一

次
産

業
就

業
人

口
比

率

第
二

次
産

業
就

業
人

口
比

率

第
三

次
産

業
就

業
人

口
比

率

昭
和

6
0
年

2
6
.
8

％
人

％

2
1
.
3

2
0
.
5

2
6
.
7

2
3
.
9

第
三

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
人

％
人

％

2
,
7
4
4

-
1
2
.
9

％
％

－
％

－

人

％

9
.
8

1
6
.
2

3
4
.
1

5
6
.
3

5
3
.
4

％
－

％
－

第
二

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
人

％
人

％
人

％

5
0
2

8
1
2

6
1
.
8

1
,
5
1
1

8
6
.
1

3
,
1
5
0

1
0
8
.
5

第
一

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
人

％
人

％
人

％
－

％
人

％

6
8
.
9

6
3
.
3

3
9
.
2

1
9
.
8

1
9
.
8

％

5
,
1
2
9

5
,
0
2
3

-
2
.
1

4
,
4
3
7

-
1
1
.
7

5
,
6
0
0

2
6
.
2

5
,
1
3
4

-
8
.
3

総
　

数
人

人
％

人
％

人
％

人

昭
和

3
5
年

昭
和

4
0
年

昭
和

4
5
年

昭
和

5
0
年

昭
和

5
5
年

実
数

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

％

増
減

率
人

％
人

人

区
　

分

3
,
5
3
6

3
,
1
8
1

-
1
0
.
0

1
,
7
4
1

-
4
5
.
3

1
,
1
1
0

-
3
6
.
2

1
,
0
1
5

-
8
.
6

％
％

－
％

－
％

－

1
,
0
9
1

1
,
0
3
0

-
5
.
6

1
,
1
8
5

1
5
.
0

1
,
3
4
0

1
3
.
1

1
,
3
7
5

2
.
6

％
％

－
％

－
％

－
％

－

5
1
6

-
2
2
.
8

4
5
1
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1
2
.
6

3
6
8

-
1
8
.
4

％
－

％
－

％
－

％
－

1
,
8
2
7

1
.
4

1
,
4
8
1

-
1
8
.
9

1
,
0
7
9

-
2
7
.
1

％
－

％
－

％
－

％
－

1
,
2
0
0

-
1
1
.
2

1
,
1
8
9

-
0
.
9

1
,
1
7
3

-
1
.
3

1
,
0
6
0

-
9
.
6

％
－

％
－

％
－

％
－

7
7
0

-
2
4
.
1

％
－

2
,
4
2
0

-
1
1
.
8

％
－

1
,
3
5
1

-
1
.
7

％
－

3
3
2

-
9
.
8

％
－

8
8
5

-
1
8
.
0

％
－

実
数

増
減

率

1
4
.
9

％
－

3
3
2

-
9
.
8

％
－

8
8
5

-
1
8
.
0

％
－
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数
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減

率

1
4
.
9

7
7
0

-
2
4
.
1

％
－

2
,
4
2
0

-
1
1
.
8

％
－

1
,
3
5
1

-
1
.
7

1
,
2
0
0

-
1
1
.
2

1
,
1
8
9

-
0
.
9

1
,
1
7
3

-
1
.
3

1
,
0
6
0

-
9
.
6

％
－

％
－

％
－

％
－

1
,
8
2
7

1
.
4

1
,
4
8
1

-
1
8
.
9

1
,
0
7
9

-
2
7
.
1

％
－

％
－

％
－

％
－

5
1
6

-
2
2
.
8

4
5
1

-
1
2
.
6

3
6
8

-
1
8
.
4

％
－

％
－

％
－

％
－

％
％

－
％

－
％

－
％

－

1
,
0
9
1

1
,
0
3
0

-
5
.
6

1
,
1
8
5

1
5
.
0

1
,
3
4
0

1
3
.
1

1
,
3
7
5

2
.
6 ％

増
減

率
人

％
人

人

区
　

分

3
,
5
3
6

3
,
1
8
1

-
1
0
.
0

1
,
7
4
1

-
4
5
.
3

1
,
1
1
0

-
3
6
.
2

1
,
0
1
5

-
8
.
6

％
％

－
％

－
％

－

昭
和

3
5
年

昭
和

4
0
年

昭
和

4
5
年

昭
和

5
0
年

昭
和

5
5
年

実
数

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

総
　

数
人

人
％

人
％

人
％

人
％

5
,
1
2
9

5
,
0
2
3

-
2
.
1

4
,
4
3
7

-
1
1
.
7

5
,
6
0
0

2
6
.
2

5
,
1
3
4

-
8
.
3

第
一

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
人

％
人

％
人

％
－

％
人

％

6
8
.
9

6
3
.
3

3
9
.
2

1
9
.
8

1
9
.
8

第
二

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
人

％
人

％
人

％

5
0
2

8
1
2

6
1
.
8

1
,
5
1
1

8
6
.
1

3
,
1
5
0

1
0
8
.
5

2
,
7
4
4

-
1
2
.
9

％
％

－
％

－

人

％

9
.
8

1
6
.
2

3
4
.
1

5
6
.
3

5
3
.
4

％
－

％
－

区
　

分

総
　

数

第
一

次
産

業
就

業
人

口
比

率

第
二

次
産

業
就

業
人

口
比

率

第
三

次
産

業
就

業
人

口
比

率

昭
和

6
0
年

2
6
.
8

％
人

％

2
1
.
3

2
0
.
5

2
6
.
7

2
3
.
9

第
三

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
人

％
人

％

平
成

２
年

平
成

７
年

平
成

1
2
年

実
数

増
減

率
実

数
増

減
率

実
数

増
減

率
実

数
％

人
％

人
％

4
,
5
4
1

-
1
1
.
6

3
,
6
7
0

-
1
9
.
2

3
,
5
3
2

-
3
.
8

3
,
1
0
5

-
1
2
.
1

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

1
7
.
0

1
8
.
2

1
4
.
6

6
6
8

-
1
3
.
2

平
成

1
7
年

実
数

増
減

率
人

％

2
,
5
0
7

-
1
9
.
3

人

2
9
.
8

3
2
.
7

3
3
.
7

4
7
.
7

人
％

人
％

人
％

人
％

人
％

4
2
.
3

区
　

分
平

成
2
2
年

1
4
.
7 人

％

4
3
.
0

3
7
.
8

5
3
.
3

4
9
.
1

5
1
.
7

1
4
.
5

1
,
8
0
2

-
2
5
.
5

第
一

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
％

2
,
2
3
2

-
1
1
.
0

総
　

数
人

％

4
5
.
5

第
三

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
％

3
9
.
7

第
二

次
産

業
就

業
人

口
比

率

人
％

1
,
0
1
5

-
4
.
2

％
－

平
成

2
7
年

実
数

増
減

率
人

％

1
,
8
8
2

-
1
5
.
7

人
％

2
7
1

-
1
8
.
4

％
－

1
4
.
4 人

％

7
2
9

-
1
7
.
6

4
6
.
9％

－

3
8
.
7 人

％

8
8
2

-
1
3
.
1

％
－

令
和

２
年

実
数

増
減

率
人

％

1
,
6
1
6

-
1
4
.
1

人
％

2
4
1

-
1
1
.
1

％
－

1
4
.
9 人

％

5
9
0

-
1
9
.
1

4
8
.
6％

－

3
6
.
5 人

％

7
8
5

-
1
1
.
0

％
－

表
1-
1（

3）
産
業
別
人
口
の
動
向
（
国
勢
調
査
）
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表

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

1
 
基

本
的

な
事

項
9

(
3
)
 
行

財
政

の
状

　
況

（
単

位
：

千
円

）

地
方

債
現

在
高

　
一

　
般

　
財

　
源

歳
入

総
額

Ａ

区
　

分

2
,
5
4
7
,
9
0
8

2
,
5
2
9
,
7
0
8

2
,
6
3
1
,
2
0
9

財
政

力
指

数

起
債

制
限

比
率

将
来

負
担

比
率

4
,
5
1
5
,
3
2
6

4
,
7
7
3
,
5
2
8

4
,
6
4
9
,
1
3
8

2
4
.
1

-
2
4
.
8

0
.
2
0
0

0
.
1
8
0

0
.
2
3
0

平
成

2
2
年

度
平

成
2
7
年

度
令

和
２

年
度

　
国

　
庫

　
支

　
出

　
金

　
都

道
府

県
支

出
金

　
実

質
収

支
　

Ｃ
－

Ｄ

3
,
6
9
0
,
4
2
5

4
,
1
9
8
,
9
0
0

4
,
5
6
8
,
1
7
0

2
6
1
,
9
8
5

2
2
6
,
3
4
4

9
3
1
,
4
6
4

3
1
8
,
3
9
8

2
8
4
,
0
0
4

1
4
8
,
6
4
9

7
9
,
9
6
6

9
7
,
9
2
0

1
0
2
,
0
6
5

　
地

　
　

方
　

　
債

2
9
7
,
3
5
7

8
2
5
,
2
4
9

4
1
6
,
6
3
7

　
　

う
ち

　
過

疎
対

策
事

業
債

5
9
,
2
0
0

4
4
9
,
1
0
0

2
4
1
,
9
0
0

　
そ

　
　

の
　

　
他

2
6
4
,
7
7
7

3
3
3
,
5
9
5

4
4
0
,
2
1
1

歳
　

出
　

総
　

額
　

Ｂ
3
,
5
9
3
,
7
0
8

4
,
1
0
0
,
9
3
0

4
,
4
6
1
,
2
2
3

　
義

　
務

　
的

　
経

　
費

1
,
5
8
4
,
9
4
2

1
,
4
3
7
,
7
2
7

1
,
4
8
7
,
4
6
6

　
投

　
資

　
的

　
経

　
費

3
3
6
,
3
6
1

8
8
3
,
3
3
7

5
2
0
,
8
9
4

　
過

疎
対

策
事

業
費

1
5
0
,
4
9
9

1
,
0
8
8
,
4
2
3

2
8
8
,
4
1
2

　
　

う
ち

普
通

建
設

事
業

3
1
7
,
6
1
5

8
8
3
,
3
3
7

5
2
0
,
8
9
4

　
そ

　
　

の
　

　
他

1
,
5
2
1
,
9
0
6

6
9
1
,
4
4
3

2
,
1
6
4
,
4
5
1

歳
入

歳
出

差
引

額
 
Ｃ

（
Ａ

－
Ｂ

)
9
6
,
7
1
7

9
7
,
9
7
0

1
0
6
,
9
4
7

翌
年

度
へ

繰
越

す
べ

き
財

源
 
Ｄ

1
6
,
7
5
1

5
0

4
,
8
8
2

公
債

費
負

担
比

率
1
8
.
0

1
8
.
0

1
8
.
0

経
常

収
支

比
率

8
8
.
3

8
3
.
2

8
4
.
7

実
質

公
債

費
比

率
1
2
.
3

9
.
0

1
1
.
1

－
7
.
9

9
.
8

表
1-
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市
町
村
財
政
の
状
況
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債
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在
高
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般

　
財
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歳
入

総
額

Ａ

区
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2
,
5
4
7
,
9
0
8

2
,
5
2
9
,
7
0
8

2
,
4
5
8
,
7
8
0

財
政

力
指

数

起
債

制
限

比
率

将
来

負
担

比
率

4
,
5
1
5
,
3
2
6

4
,
7
7
3
,
5
2
8

4
,
8
0
9
,
0
7
5

2
4
.
1

-
2
3
.
2

0
.
2
0
0

0
.
1
8
0

0
.
2
4
0

平
成

2
2
年

度
平

成
2
7
年

度
令

和
元

年
度
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庫
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金

　
都

道
府

県
支

出
金

　
実

質
収

支
　

Ｃ
－

Ｄ
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,
6
9
0
,
4
2
5

4
,
1
9
8
,
9
0
0

3
,
9
5
6
,
5
7
9

2
6
1
,
9
8
5

2
2
6
,
3
4
4

2
4
4
,
6
1
9

3
1
8
,
3
9
8

2
8
4
,
0
0
4

1
8
9
,
5
9
8

7
9
,
9
6
6

9
7
,
9
2
0

8
9
,
8
5
9

　
地

　
　

方
　

　
債

2
9
7
,
3
5
7

8
2
5
,
2
4
9

4
4
3
,
6
7
3

　
　

う
ち

　
過

疎
対

策
事

業
債

5
9
,
2
0
0

4
4
9
,
1
0
0

2
6
5
,
9
0
0

　
そ

　
　

の
　

　
他

2
6
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,
7
7
7

3
3
3
,
5
9
5

6
1
9
,
9
0
9

歳
　

出
　

総
　

額
　

Ｂ
3
,
5
9
3
,
7
0
8

4
,
1
0
0
,
9
3
0

3
,
8
6
6
,
7
2
0

　
義

　
務

　
的

　
経

　
費

1
,
5
8
4
,
9
4
2

1
,
4
3
7
,
7
2
7

1
,
4
1
7
,
4
0
0

　
投

　
資

　
的

　
経

　
費

3
3
6
,
3
6
1

8
8
3
,
3
3
7

5
3
1
,
1
5
7
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疎
対

策
事

業
費

1
5
0
,
4
9
9
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,
0
8
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,
4
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3

8
1
3
,
4
4
7

　
　

う
ち
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通

建
設

事
業

3
1
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,
6
1
5

8
8
3
,
3
3
7

5
3
1
,
1
5
7

　
そ

　
　

の
　

　
他

1
,
5
2
1
,
9
0
6

6
9
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,
4
4
3
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,
0
4
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,
9
5
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歳
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歳
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差
引

額
 
Ｃ
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－
Ｂ

)
9
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,
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1
7
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,
9
7
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,
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5
9
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度
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繰
越

す
べ

き
財

源
 
Ｄ

1
6
,
7
5
1

5
0

-

公
債

費
負
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比

率
1
8
.
0

1
8
.
0

2
0
.
3

経
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収
支

比
率

8
8
.
3

8
3
.
2

8
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.
1

実
質

公
債

費
比

率
1
2
.
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.
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1
1
.
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.
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9
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市
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2
9
億

2
,
5
2
0
万

円

過
疎

対
策

事
業

実
績

額
（

平
成

2
2
年

度
～

令
和

2
年

度
）

区
　

分
事

業
費

(
平

成
2
2
年

度
～

令
和

2
年

度
)

　
過

 
疎

 
対

 
策

 
事

 
業

 
費

8
9
億

6
,
7
0
1
万

円

～ 2
1

イ
　

施
設

整
備

水
準

等
の

現
況

　
①

道
路

　
　

道
路

は
、

あ
ら

ゆ
る

方
面

で
社

会
資

本
の

基
盤

と
な

る
も

の
で

、
安

全
・

安
心

な
暮

ら
し

に
大

き
く

寄
与

　
し

て
お

り
、

こ
れ

ま
で

も
計

画
的

に
整

備
を

進
め

て
き

て
い

ま
す

。
　

　
令

和
元

年
度

末
の

町
道

の
現

況
は

、
2
4
8
路

線
で

実
延

長
1
0
2
.
5
7
㎞

と
な

っ
て

お
り

、
舗

装
延

長
は

　
4
7
.
0
8
3
㎞

で
、

舗
装

率
は

4
5
.
9
％

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
②

水
道

・
下

水
道

（
浄

化
槽

）
　

　
当

町
の

水
道

・
下

水
道

（
浄

化
槽

）
の

整
備

状
況

は
、

令
和

元
年

度
末

で
水

道
普

及
率

が
9
6
.
1
％

、
水

洗
　

化
率

は
2
1
.
8
％

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

当
町

の
生

活
排

水
処

理
の

基
本

方
針

は
、

町
内

全
域

に
お

い
　

て
浄

化
槽

等
（

町
が

設
置

主
体

）
に

よ
り

公
共

水
域

の
汚

濁
防

止
並

び
に

水
洗

化
に

よ
る

生
活

環
境

の
改

善
を

　
図

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。

　
③

公
営

住
宅

　
　

当
町

の
令

和
元

年
度

末
に

お
け

る
公

営
住

宅
等

の
戸

数
は

、
町

営
住

宅
4
1
棟

2
3
0
戸

、
町

有
住

宅
1
棟

1
戸

　
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。
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）
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町
の

水
道

・
下

水
道

（
浄

化
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）
の

整
備

状
況

は
、

令
和

2
年

度
末

で
水

道
普

及
率

が
9
6
.
0
％

、
水

洗
　

化
率

は
2
3
.
2
3
％

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

当
町

の
生

活
排

水
処

理
の

基
本

方
針

は
、

町
内

全
域

に
お

い
　

て
浄

化
槽

等
（

町
が

設
置

主
体

）
に

よ
り

公
共

水
域

の
汚

濁
防

止
並

び
に

水
洗

化
に

よ
る

生
活

環
境

の
改

善
を

　
図

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。

　
③

公
営

住
宅

　
　

当
町

の
令

和
2
年

度
末

に
お

け
る

公
営

住
宅

等
の

戸
数

は
、

町
営

住
宅

4
1
棟

2
3
0
戸

、
町

有
住

宅
1
棟

1
戸

　
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
④

病
院

・
診

療
所

　
　

当
町

の
令

和
元

年
度

末
に

お
け

る
公

立
の

病
院

・
診

療
所

数
は

、
平

成
3
0
年

6
月

に
開

院
し

た
診

療
所

が
1

　
施

設
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
ま

た
、

民
間

の
一

般
診

療
所

が
1
施

設
、

歯
科

診
療

所
が

2
施

設
と

な
っ

て
お

り
、

い
ず

れ
も

病
床

を
有

し
　

て
お

り
ま

せ
ん

。

　
⑤

小
・

中
学

校
　

　
当

町
の

令
和

元
年

度
末

に
お

け
る

小
・

中
学

校
数

は
、

小
学

校
2
校

、
中

学
校

1
校

と
な

っ
て

お
り

、
い

ず
　

れ
も

町
立

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。

　
④

病
院

・
診
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所

　
　

当
町
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令
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年
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・
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3
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。
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た
、
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般
診

療
所

が
1
施

設
、

歯
科

診
療

所
が

2
施

設
と

な
っ
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。

　
⑤
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学
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令
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年
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・
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、

小
学

校
2
校

、
中

学
校

1
校

と
な

っ
て

お
り

、
い

ず
　

れ
も

町
立

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

1
 
基

本
的

な
事

項
(
3
)
 
行

財
政

の
状

　
況

事
業

費 8
9
億

6
,
7
0
1
万

円

う
ち

過
疎

対
策

事
業

債

　
過

 
疎

 
対

 
策

 
事

 
業

 
費

う
ち

過
疎

対
策

事
業

債
2
9
億

2
,
5
2
0
万

円

事
業

費
(
令

和
3
年

度
～

令
和

6
年

度
)

4
1
億

4
,
9
7
3
万

円

3
0
億

7
,
6
9
0
万

円

過
疎

対
策

事
業

実
績

額

区
　

分

4
2

9
3
2

3
6

～ 3
7

1
0

1
 
基

本
的

な
事

項
(
3
)
 
行

財
政

の
状

　
況

2 8

1
1

1
 
基

本
的

な
事

項
(
4
)
 
地

域
の

持
続

　
的

発
展

の
基

本

　
方

針

1
7

　
　

舗
　

装
　

率
　

（
％

）

4
2
.
4
0

4
7
.
0
9

区
　

分
昭

和
5
5

年
度

末
平

成
２

年
度

末
平

成
1
2

年
度

末 4
4
.
2
0

4
5
.
8
0

林
　

　
　

　
　

道

平
成

2
2

年
度

末 4
5
.
3
8

農
　

　
　

　
　

道

市
　

町
　

村
　

道

　
　

改
　

良
　

率
　

（
％

）
2
6
.
9
0

　
　

延
　

　
　

長
　

（
ｍ

）

　
　

延
　

　
　

長
　

（
ｍ

）

耕
地

１
h
a
当

た
り

農
道

延
長

（
ｍ

）
4
.
4
7

8
.
5
1

－

9
4
.
2
0

9
4
.
7
0

6
.
1
0

5
.
5
0

9
1
.
9
0

診
療

所
の

病
床

数
　

　
　

（
床

）

2
6
.
9
0

4
0
.
4
0

水
　

洗
　

化
　

率
　

（
％

）
1
.
1
0

人
口

千
人

当
た

り
病

院
、

林
野

１
h
a
当

た
り

林
道

延
長

（
ｍ

）
8
.
9
0

1
0
.
5
6

水
　

道
　

普
　

及
　

率
　

（
％

）
8
9
.
4
7

令
和

２
年

度
末 4
7
.
6
8

4
5
.
9
0

9
6
.
0
0

2
3
.
2
3

1
3
.
7
0

－

－ －

表
1-
2（

2）
主
要
公
共
施
設
等
の
整
備
状
況
 

    
　

　
舗

　
装

　
率

　
（

％
）

4
2
.
4
0

4
7
.
0
9

区
　

分
昭

和
5
5

年
度

末
平

成
２

年
度

末
平

成
1
2

年
度

末 4
4
.
2
0

4
5
.
8
0

林
　

　
　

　
　

道

平
成

2
2

年
度

末 4
5
.
3
8

農
　

　
　

　
　

道

市
　

町
　

村
　

道

　
　

改
　

良
　

率
　

（
％

）
2
6
.
9
0

　
　

延
　

　
　

長
　

（
ｍ

）

　
　

延
　

　
　

長
　

（
ｍ

）

耕
地

１
h
a
当

た
り

農
道

延
長

（
ｍ

）
4
.
4
7

8
.
5
1

－

9
4
.
2
0

9
4
.
7
0

6
.
1
0

5
.
5
0

9
1
.
9
0

診
療

所
の

病
床

数
　

　
　

（
床

）

2
6
.
9
0

4
0
.
4
0

水
　

洗
　

化
　

率
　

（
％

）
1
.
1
0

人
口

千
人

当
た

り
病

院
、

林
野

１
h
a
当

た
り

林
道

延
長

（
ｍ

）
8
.
9
0

1
0
.
5
6

水
　

道
　

普
　

及
　

率
　

（
％

）
8
9
.
4
7

令
和

元
年

度
末 4
7
.
6
1

4
5
.
9
0

9
6
.
1
0

2
1
.
8
1

1
3
.
7
0

－

－ －

表
1-
2（

2）
主
要
公
共
施
設
等
の
整
備
状
況
 

    

63



福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

●
基

本
目

標
1

●
基

本
目

標
1

●
基

本
目

標
2

●
基

本
目

標
2

●
基

本
目

標
3

●
基

本
目

標
3

2
　

移
住

・
定

住
、

地
域

間
交

流
の

促
進

、
人

材
育

成
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

ア
　

移
住

定
住

の
促

進
　

　
　

　
少

子
高

齢
化

が
加

速
度

的
に

進
む

当
町

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

ま
で

実
施

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
か

ら
、

特
に

　
　

　
女

性
や

若
い

世
代

に
お

い
て

比
較

的
定

住
意

識
が

低
く

、
町

外
に

移
り

た
い

と
考

え
て

い
る

人
が

多
い

状
況

か
　

　
　

ら
、

女
性

や
若

者
等

の
減

少
を

抑
制

し
町

外
か

ら
の

転
入

を
促

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
定

住
意

識
が

　
　

　
高

ま
る

よ
う

に
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

若
い

世
代

の
転

出
超

過
に

つ
い

て
は

、
就

労
先

を
求

め
て

町
外

に
転

出
し

て
い

る
も

の
と

考
え

ら
れ

、
こ

う
　

　
　

し
た

世
代

の
転

出
は

地
域

産
業

を
支

え
る

担
い

手
不

足
と

な
り

、
地

域
経

済
の

衰
退

に
つ

な
が

っ
て

お
り

ま
す

。
　

　
　

　
ま

た
、

6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

に
あ

っ
て

は
、

医
療

や
福

祉
面

に
お

け
る

不
安

な
ど

の
理

由
が

考
え

ら
れ

る
こ

　
　

　
と

か
ら

、
こ

う
し

た
こ

と
を

考
慮

し
た

定
住

対
策

を
考

え
て

い
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

全
国

的
に

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

テ
レ

ワ
ー

ク
な

ど
の

働
き

方
の

見
直

し
　

　
　

を
す

る
企

業
も

増
え

て
き

て
お

り
、

こ
れ

を
機

会
に

地
方

へ
の

移
住

機
運

が
高

ま
っ

て
き

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

当
町

で
は

、
地

域
活

性
化

を
図

る
べ

く
、

移
住

対
策

に
も

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
し

た
が

、
移

住
者

の
受

入
　

　
　

基
盤

が
不

十
分

な
面

が
あ

り
ま

す
の

で
、

こ
う

し
た

地
方

移
住

の
関

心
の

高
ま

り
を

的
確

に
と

ら
え

、
当

町
へ

　
　

　
の

人
の

流
れ

を
創

出
す

る
取

り
組

み
の

拡
大

と
受

入
基

盤
の

整
備

が
必

要
と

な
り
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す

。
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間
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人
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現
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問
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移
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定
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進
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的
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、
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に
つ

な
が
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て

お
り
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す

。
　

　
　

　
ま

た
、

6
5
歳

以
上

の
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者

に
あ

っ
て

は
、
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や
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祉
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に
お

け
る
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な
ど
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理

由
が
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え

ら
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と

か
ら

、
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を
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し
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定
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対
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を
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必
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が
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ま
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方
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見
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企

業
も
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て
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て
お
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、

こ
れ

を
機

会
に

地
方

へ
の

移
住

機
運

が
高

ま
っ

て
き

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

当
町

で
は

、
地

域
活

性
化

を
図

る
べ

く
、

移
住

対
策

に
も

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
し

た
が

、
移

住
者

の
受

入
　

　
　

基
盤

が
不

十
分

な
面

が
あ

り
ま

す
の

で
、

こ
う

し
た

地
方

移
住

の
関

心
の

高
ま

り
を

的
確

に
と

ら
え

、
当

町
へ

　
　

　
の

人
の

流
れ

を
創

出
す

る
取

り
組

み
の

拡
大

と
受

入
基

盤
の

整
備

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

　
　

オ
　

他
の

市
町

村
と

の
連

携
　

　
　

　
函

館
市

を
中

心
市

と
し

て
渡

島
・

檜
山

の
各

市
町

に
よ

り
形

成
す

る
「

南
北

海
道

定
住

自
立

圏
」

は
、

圏
域

　
　

　
の

急
激

な
高

齢
化

、
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

、
さ

ら
に

は
こ

れ
ら

に
伴

う
経

済
活

動
の

停
滞

化
な

ど
大

変
厳

し
　

　
　

い
状

況
に

置
か

れ
て

い
ま

す
。

こ
う

し
た

状
況

を
打

開
し

持
続

可
能

な
圏

域
を

形
成

す
る

た
め

、
①

医
療

・
福

　
　

　
祉

体
制

の
充

実
に

よ
る

「
安

全
・

安
心

」
な

定
住

環
境

の
整

備
、

②
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

に
よ

る
域

内
　

　
　

移
動

容
易

性
の

確
保

、
③

北
海

道
新

幹
線

開
業

に
よ

る
交

流
人

口
の

拡
大

、
の

3
つ

の
視

点
に

比
重

を
置

い
た

　
　

　
施

策
を

継
続

的
に

展
開

し
な

が
ら

、
「

安
心

と
交

流
で

つ
な

が
る

南
北

海
道

」
の

形
成

を
目

指
し

て
お

り
ま

す
。

　
　

オ
　

他
の

市
町

村
と

の
連

携
　

　
　

　
函

館
市

を
中

心
市

と
し

て
渡

島
・

檜
山

の
各

市
町

に
よ

り
形

成
す

る
「

南
北

海
道

定
住

自
立

圏
」

は
、

圏
域

　
　

　
の

急
激

な
高

齢
化

、
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

、
さ

ら
に

は
こ

れ
ら

に
伴

う
経

済
活

動
の

停
滞

化
な

ど
大

変
厳

し
　

　
　

い
状

況
に

置
か

れ
て

い
ま

す
。

こ
う

し
た

状
況

を
打

開
し

持
続

可
能

な
圏

域
を

形
成

す
る

た
め

、
①

医
療

・
福

　
　

　
祉

体
制

の
充

実
に

よ
る

「
安

全
・

安
心

」
な

定
住

環
境

の
整

備
、

②
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備

に
よ

る
域

内
　

　
　

移
動

容
易

性
の

確
保

、
③

北
海

道
新

幹
線

開
業

・
延

伸
に

よ
る

交
流

人
口

の
拡

大
、

の
3
つ

の
視

点
に

比
重

を
　

　
　

置
い

た
施

策
を

継
続

的
に

展
開

し
な

が
ら

、
「

安
心

と
交

流
で

つ
な

が
る

南
北

海
道

」
の

形
成

を
目

指
し

て
お

り
　

　
　

ま
す

。

　
　

オ
　

他
の

市
町

村
と

の
連

携
　

　
　

①
　

「
第

2
次

南
北

海
道

定
住

自
立

圏
共

生
ビ

ジ
ョ

ン
」

に
掲

げ
る

、
成

果
指

標
の

達
成

と
共

生
ビ

ジ
ョ

ン
事

　
　

　
　

業
の

着
実

な
推

進
に

向
け

て
取

り
組

み
を

進
め

ま
す

。

　
　

オ
　

他
の

市
町

村
と

の
連

携
　

　
　

①
　

「
第

3
次

南
北

海
道

定
住

自
立

圏
共

生
ビ

ジ
ョ

ン
」

に
掲

げ
る

、
成

果
指

標
の

達
成

と
共

生
ビ

ジ
ョ

ン
事

　
　

　
　

業
の

着
実

な
推

進
に

向
け

て
取

り
組

み
を

進
め

ま
す

。

（
7
）

計
画

期
間

　
　

本
計

画
期

間
は

、
令

和
3
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

8
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
5
か

年
間

と
し

ま
す

。
（

7
）

計
画

期
間

　
　

本
計

画
期

間
は

、
令

和
8
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

1
3
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
5
か

年
間

と
し

ま
す

。

令
和

1
3
年

3
月

末
住

民
基

本
台

帳
人

口
3
,
4
1
1
人

(
令

和
6
年

3
月

末
現

在
)

2
,
7
0
0
人

台
維

持

項
　

　
目

基
準

値
目

 
標

 
値

令
和

7
年

4
月

～
令

和
1
2
年

3
月

ま
で

の
社

会
増

減
数

1
0
8
人

減
(
令

和
3
年

～
令

和
5
年

)
1
8
0
人

減
(
平

均
3
6
人

)
令

和
3
年

4
月

～
令

和
8
年

3
月

ま
で

の
社

会
増

減
数

3
3
8
人

減
(
平

成
2
7
年

～
令

和
元

年
)

3
0
0
人

減
(
平

均
6
0
人

)

項
　

　
目

項
　

　
目

基
準

値
目

 
標

 
値

「
こ

れ
か

ら
も

福
島

町
に

住
み

続
け

た
い

」
と

考
え

る
人

の
割

合
を

維
持

す
る

3
0
.
2
％

(
令

和
4
年

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
時

)
3
0
％

台
維

持
4
2
％

(
令

和
元

年
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

時
)

4
0
％

台
維

持

3
,
1
0
0
人

台
維

持

項
　

　
目

基
準

値
目

 
標

 
値

目
 
標

 
値

項
　

　
目

基
準

値
目

 
標

 
値

項
　

　
目

基
準

値

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

令
和

8
年

3
月

末
住

民
基

本
台

帳
人

口
3
,
7
9
7
人

(
令

和
3
年

3
月

末
現

在
)

基
準

値
目

 
標

 
値

「
こ

れ
か

ら
も

福
島

町
に

住
み

続
け

た
い

」
と

考
え

る
人

の
割

合
を

維
持

す
る

2
7

1
 
基

本
的

な
事

項
(
5
)
 
地

域
の

持
続

　
的

発
展

の
基

本

　
目

標

1
3

8 ～ 1
9

1
5

1
2

1
6

1
4

1
7

8

2
 
移

住
・

定
住

、

地
域

間
交

流
の

促

進
、

人
財

育
成

(
1
)
 
現

況
と

問
題

　
点

2
 
移

住
・

定
住

、

地
域

間
交

流
の

促

進
、

人
財

育
成

(
1
)
 
現

況
と

問
題

　
点

2
 
移

住
・

定
住

、

地
域

間
交

流
の

促

進
、

人
財

育
成

(
2
)
 
そ

の
対

策
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福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

　
　

イ
　

起
業

の
促

進
　

　
　

　
当

町
で

は
、

海
に

面
し

て
い

る
と

い
う

地
理

的
特

性
を

活
か

し
、

漁
業

は
イ

カ
釣

り
な

ど
の

漁
船

漁
業

か
ら

　
　

　
増

養
殖

漁
業

へ
の

転
換

を
図

り
な

が
ら

進
ん

で
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

ま
た

、
水

産
加

工
業

は
、

「
生

産
量

日
本

最
大

級
の

ス
ル

メ
の

町
」

と
し

て
全

国
で

も
ト

ッ
プ

レ
ベ

ル
の

品
質

　
　

　
と

生
産

量
を

誇
っ

て
い

ま
す

。
　

　
　

　
農

業
に

お
い

て
は

、
主

要
作

物
で

あ
る

稲
作

の
ほ

か
、

黒
米

の
栽

培
、

休
耕

水
田

を
利

用
し

た
野

菜
、

そ
ば

　
　

　
及

び
ブ

ル
ー

ベ
リ

ー
栽

培
等

へ
の

取
り

組
み

が
な

さ
れ

、
複

合
経

営
に

よ
り

事
業

展
開

が
な

さ
れ

て
い

る
と

こ
　

　
　

ろ
で

す
。

　
　

　
　

こ
の

よ
う

な
中

で
、

農
業

及
び

水
産

業
に

お
い

て
、

新
規

農
水

産
物

の
導

入
を

き
っ

か
け

と
し

、
若

い
後

継
　

　
　

者
が

就
労

し
や

す
い

環
境

づ
く

り
と

生
産

力
の

向
上

に
つ

な
が

る
よ

う
な

新
た

な
芽

づ
く

り
を

促
進

す
る

必
要

　
　

　
が

あ
り

ま
す

。
　

　
　

　
若

者
の

定
住

促
進

や
雇

用
の

場
の

確
保

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
新

規
起

業
者

へ
の

支
援

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

　
　

　
が

重
要

で
す

。

　
　

イ
　

起
業

の
促

進
　

　
　

　
当

町
で

は
、

海
に

面
し

て
い

る
と

い
う

地
理

的
特

性
を

活
か

し
、

漁
業

は
イ

カ
釣

り
な

ど
の

漁
船

漁
業

か
ら

　
　

　
増

養
殖

漁
業

へ
の

転
換

を
図

り
な

が
ら

進
ん

で
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

ま
た

、
水

産
加

工
業

は
、

「
生

産
量

日
本

最
大

級
の

ス
ル

メ
の

町
」

と
し

て
全

国
で

も
ト

ッ
プ

レ
ベ

ル
の

品
質

　
　

　
と

生
産

量
を

誇
っ

て
い

ま
す

。
　

　
　

　
農

業
に

お
い

て
は

、
主

要
作

物
で

あ
る

稲
作

の
ほ

か
、

黒
米

の
栽

培
、

休
耕

水
田

を
利

用
し

た
野

菜
、

そ
ば

　
　

　
及

び
ブ

ル
ー

ベ
リ

ー
栽

培
等

へ
の

取
り

組
み

が
な

さ
れ

、
複

合
経

営
に

よ
り

事
業

展
開

が
な

さ
れ

て
い

る
と

こ
　

　
　

ろ
で

す
。

　
　

　
　

こ
の

よ
う

な
中

で
、

農
業

及
び

水
産

業
に

お
い

て
、

新
規

農
水

産
物

の
導

入
を

き
っ

か
け

と
し

、
若

い
後

継
　

　
　

者
が

就
労

し
や

す
い

環
境

づ
く

り
と

生
産

力
の

向
上

に
つ

な
が

る
よ

う
な

新
た

な
芽

づ
く

り
を

促
進

す
る

必
要

　
　

　
が

あ
り

ま
す

。

　
　

キ
　

他
の

市
町

村
と

の
連

携
　

　
　

　
産

業
分

野
に

お
い

て
は

、
観

光
分

野
に

お
い

て
北

海
道

新
幹

線
の

開
業

を
契

機
に

、
首

都
圏

や
東

北
地

方
　

　
　

か
ら

観
光

客
を

呼
び

込
め

る
よ

う
、

渡
島

西
部

4
町

・
檜

山
南

部
5
町

が
「

新
幹

線
木

古
内

駅
活

用
推

進
協

　
　

　
議

会
」

を
組

織
し

、
魅

力
的

な
広

域
観

光
交

流
を

図
る

た
め

連
携

し
て

取
り

組
み

を
進

め
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

さ
ら

に
は

、
「

南
北

海
道

定
住

自
立

圏
」

に
お

い
て

、
広

域
観

光
振

興
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

活
動

、
販

路
開

拓
　

　
　

支
援

等
に

取
り

組
ん

で
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

ま
た

、
有

害
鳥

獣
対

策
に

お
い

て
渡

島
西

部
4
町

の
課

題
で

あ
る

、
捕

獲
後

の
適

正
な

処
理

に
つ

い
て

駆
　

　
　

除
に

従
事

す
る

ハ
ン

タ
ー

等
の

身
体

的
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

の
有

害
鳥

獣
等

の
処

理
施

設
に

つ
い

て
、

連
　

　
　

携
し

て
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

こ
の

よ
う

に
、

産
業

分
野

に
お

い
て

町
単

独
で

は
解

決
困

難
な

課
題

等
に

つ
い

て
、

広
域

的
に

連
携

を
図

　
　

　
る

こ
と

に
よ

り
課

題
の

解
決

を
目

指
す

こ
と

と
し

、
各

産
業

分
野

の
振

興
に

努
め

て
い

ま
す

。

（
2
）

そ
の

対
策

　
　

ア
　

農
林

水
産

業
　

　
　

○
農

業
の

振
興

　
　

　
①

　
就

業
者

の
高

齢
化

及
び

担
い

手
不

足
に

よ
る

農
業

者
の

減
少

が
著

し
い

こ
と

か
ら

、
関

係
機

関
な

ど
と

　
　

　
　

連
携

し
、

後
継

者
育

成
及

び
新

規
就

農
者

の
た

め
の

支
援

策
を

継
続

し
就

農
者

の
確

保
に

努
め

る
と

と
も

　
　

　
　

に
、

農
業

の
将

来
の

あ
る

べ
き

姿
と

し
て

、
法

人
組

織
化

や
生

産
団

体
の

確
立

な
ど

を
推

進
し

、
農

地
の

　
　

　
　

有
効

利
用

と
生

産
性

向
上

及
び

効
率

化
を

図
り

ま
す

。
　

　
　

　
　

ま
た

、
稲

作
農

家
に

つ
い

て
は

、
高

齢
化

が
進

み
設

備
の

更
新

に
苦

慮
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

共
同

利
　

　
　

　
用

が
で

き
る

機
器

の
整

備
と

、
そ

の
管

理
用

倉
庫

の
整

備
を

支
援

し
て

ま
い

り
ま

す
。

　
　

　
②

　
農

業
経

営
の

安
定

化
を

図
り

、
農

業
者

の
所

得
向

上
を

目
指

す
「

福
島

版
営

農
モ

デ
ル

」
を

実
践

す
る

　
　

　
　

ほ
か

、
食

育
、

地
産

地
消

を
推

進
し

、
新

規
作

物
の

栽
培

試
験

や
特

産
作

物
に

対
す

る
支

援
策

を
強

化
し

、
　

　
　

　
産

学
官

連
携

に
よ

る
農

業
振

興
と

地
域

の
活

性
化

を
図

る
と

と
も

に
、

農
業

協
同

組
合

の
経

営
体

制
の

見
　

　
　

　
直

し
を

進
め

ま
す

。
　

　
　

③
　

鳥
獣

等
の

増
加

に
よ

り
農

作
物

等
の

食
害

被
害

が
多

発
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

生
産

物
の

安
定

的
生

産
　

　
　

　
量

を
確

保
す

る
た

め
、

被
害

防
止

策
を

総
合

的
か

つ
効

果
的

に
実

施
し

ま
す

。
ま

た
、

有
害

鳥
獣

駆
除

に
　

　
　

　
従

事
す

る
ハ

ン
タ

ー
の

育
成

に
努

め
ま

す
。

　
　

キ
　

他
の

市
町

村
と

の
連

携
　

　
　

　
産

業
分

野
に

お
い

て
は

、
観

光
分

野
に

お
い

て
北

海
道

新
幹

線
の

開
業

を
契

機
に

、
首

都
圏

や
東

北
地

方
　

　
　

か
ら

観
光

客
を

呼
び

込
め

る
よ

う
、

渡
島

西
部

4
町

・
檜

山
南

部
5
町

が
「

新
幹

線
木

古
内

駅
活

用
推

進
協

　
　

　
議

会
」

を
組

織
し

、
魅

力
的

な
広

域
観

光
交

流
を

図
る

た
め

連
携

し
て

取
り

組
み

を
進

め
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

さ
ら

に
は

、
「

南
北

海
道

定
住

自
立

圏
」

に
お

い
て

、
広

域
観

光
振

興
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

活
動

、
販

路
開

拓
　

　
　

支
援

等
に

取
り

組
ん

で
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

ま
た

、
有

害
鳥

獣
対

策
に

お
い

て
渡

島
西

部
4
町

の
課

題
で

あ
る

、
捕

獲
後

の
適

正
な

処
理

に
つ

い
て

駆
　

　
　

除
に

従
事

す
る

ハ
ン

タ
ー

等
の

身
体

的
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

の
有

害
鳥

獣
等

の
減

容
化

処
理

施
設

を
整

備
　

　
　

し
、

連
携

し
て

取
り

組
ん

で
い

ま
す

。
　

　
　

　
こ

の
よ

う
に

、
産

業
分

野
に

お
い

て
町

単
独

で
は

解
決

困
難

な
課

題
等

に
つ

い
て

、
広

域
的

に
連

携
を

図
　

　
　

る
こ

と
に

よ
り

課
題

の
解

決
を

目
指

す
こ

と
と

し
、

各
産

業
分

野
の

振
興

に
努

め
て

い
ま

す
。

（
2
）

そ
の

対
策

　
　

ア
　

農
林

水
産

業
　

　
　

○
農

業
の

振
興

　
　

　
①

　
就

業
者

の
高

齢
化

及
び

担
い

手
不

足
に

よ
る

農
業

者
の

減
少

が
著

し
い

こ
と

か
ら

、
関

係
機

関
な

ど
と

　
　

　
　

連
携

し
、

後
継

者
育

成
及

び
新

規
就

農
者

の
た

め
の

支
援

策
を

継
続

し
就

農
者

の
確

保
に

努
め

る
と

と
も

　
　

　
　

に
、

農
業

の
将

来
の

あ
る

べ
き

姿
と

し
て

、
法

人
組

織
化

や
生

産
団

体
の

確
立

な
ど

を
推

進
し

、
農

地
の

　
　

　
　

有
効

利
用

と
生

産
性

向
上

及
び

効
率

化
を

図
り

ま
す

。
　

　
　

　
　

ま
た

、
稲

作
農

家
に

つ
い

て
は

、
高

齢
化

が
進

み
設

備
の

更
新

に
苦

慮
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

共
同

利
　

　
　

　
用

が
で

き
る

機
器

の
整

備
と

、
そ

の
管

理
用

倉
庫

の
整

備
を

支
援

し
て

い
ま

す
。

　
　

　
②

　
農

業
経

営
の

安
定

化
を

図
り

、
農

業
者

の
所

得
向

上
を

目
指

す
「

福
島

版
営

農
モ

デ
ル

」
を

実
践

す
る

　
　

　
　

ほ
か

、
食

育
、

地
産

地
消

を
推

進
し

、
新

規
作

物
の

栽
培

試
験

や
特

産
作

物
に

対
す

る
支

援
策

を
強

化
し

、
　

　
　

　
産

学
官

連
携

に
よ

る
農

業
振

興
と

地
域

の
活

性
化

を
図

る
と

と
も

に
、

農
業

協
同

組
合

の
経

営
体

制
の

見
　

　
　

　
直

し
を

進
め

ま
す

。
　

　
　

③
　

鳥
獣

等
の

増
加

に
よ

り
農

作
物

等
の

食
害

被
害

が
多

発
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

生
産

物
の

安
定

的
生

産
　

　
　

　
量

を
確

保
す

る
た

め
、

被
害

防
止

策
を

総
合

的
か

つ
効

果
的

に
実

施
し

ま
す

。
ま

た
、

有
害

鳥
獣

駆
除

に
　

　
　

　
従

事
す

る
ハ

ン
タ

ー
の

育
成

に
努

め
ま

す
。

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後
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福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

　
　

オ
　

観
光

の
振

興
　

　
　

①
　

「
横

綱
千

代
の

山
・

千
代

の
富

士
記

念
館

」
と

「
青

函
ト

ン
ネ

ル
記

念
館

」
を

連
動

さ
せ

、
町

内
入

り
　

　
　

　
込

み
客

の
増

加
を

図
る

と
と

も
に

、
施

設
の

長
寿

命
化

に
努

め
ま

す
。

　
　

　
②

　
松

前
矢

越
道

立
自

然
公

園
に

代
表

さ
れ

る
海

岸
線

や
大

千
軒

岳
な

ど
の

豊
か

な
自

然
景

観
を

活
用

し
た

　
　

　
　

体
験

型
観

光
の

確
立

に
努

め
る

と
と

も
に

、
地

域
資

源
を

活
用

し
た

広
域

観
光

ル
ー

ト
の

確
立

を
図

る
た

　
　

　
　

め
、

近
隣

町
や

関
係

機
関

と
の

取
り

組
み

を
進

め
ま

す
。

　
　

　
③

　
観

光
協

会
や

産
業

団
体

と
連

携
し

な
が

ら
体

験
型

観
光

の
確

立
に

向
け

た
取

り
組

み
を

進
め

る
と

と
も

　
　

　
　

に
、

観
光

促
進

の
強

化
を

図
る

た
め

、
観

光
推

進
体

制
の

再
編

・
見

直
し

の
検

討
を

進
め

、
は

こ
だ

て
観

　
　

　
　

光
圏

を
は

じ
め

と
し

た
広

域
観

光
と

の
連

携
に

努
め

ま
す

。
　

　
　

④
　

青
の

洞
窟

な
ど

の
岩

部
ク

ル
ー

ズ
を

中
心

に
、

町
が

持
っ

て
い

る
潜

在
的

な
地

域
資

源
を

掘
り

起
こ

し
、

　
　

　
　

滞
在

型
の

交
流

人
口

の
推

進
に

努
め

ま
す

。

　
　

オ
　

観
光

の
振

興
　

　
　

①
　

「
横

綱
千

代
の

山
・

千
代

の
富

士
記

念
館

」
と

「
青

函
ト

ン
ネ

ル
記

念
館

」
を

連
動

さ
せ

、
町

内
入

り
　

　
　

　
込

み
客

の
増

加
を

図
る

と
と

も
に

、
施

設
の

長
寿

命
化

に
努

め
ま

す
。

　
　

　
②

　
松

前
矢

越
道

立
自

然
公

園
に

代
表

さ
れ

る
海

岸
線

な
ど

の
豊

か
な

自
然

景
観

を
活

用
し

た
体

験
型

観
光

　
　

　
　

の
確

立
に

努
め

る
と

と
も

に
、

地
域

資
源

を
活

用
し

た
広

域
観

光
ル

ー
ト

の
確

立
を

図
る

た
め

、
近

隣
町

　
　

　
　

や
関

係
機

関
と

の
取

り
組

み
を

進
め

ま
す

。
　

　
　

③
　

観
光

協
会

や
産

業
団

体
と

連
携

し
な

が
ら

体
験

型
観

光
の

確
立

に
向

け
た

取
り

組
み

を
進

め
る

と
と

も
　

　
　

　
に

、
は

こ
だ

て
観

光
圏

を
は

じ
め

と
し

た
広

域
観

光
と

の
連

携
に

努
め

ま
す

。
　

　
　

④
　

青
の

洞
窟

な
ど

の
岩

部
ク

ル
ー

ズ
を

中
心

に
、

町
が

持
っ

て
い

る
潜

在
的

な
地

域
資

源
を

掘
り

起
こ

し
、

　
　

　
　

滞
在

型
の

交
流

人
口

の
推

進
に

努
め

ま
す

。

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

　
　

　
○

水
産

業
の

振
興

　
　

　
①

　
基

幹
産

業
で

あ
る

漁
業

の
振

興
を

図
る

た
め

、
漁

業
協

同
組

合
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
計

画
的

・
継

　
　

　
　

続
的

な
産

業
振

興
策

を
展

開
し

ま
す

。
　

　
　

②
　

生
産

基
盤

で
あ

る
漁

港
の

計
画

的
整

備
と

高
齢

者
の

荷
揚

げ
作

業
の

軽
減

を
図

る
な

ど
利

用
し

や
す

い
　

　
　

　
漁

港
施

設
の

整
備

を
進

め
、

漁
業

就
労

環
境

の
改

善
に

努
め

る
ほ

か
、

食
育

や
地

産
地

消
を

推
進

し
、

コ
　

　
　

　
ン

ブ
養

殖
の

安
定

的
な

生
産

を
図

る
た

め
、

施
設

改
修

等
の

整
備

を
進

め
ま

す
。

　
　

　
③

　
漁

場
の

藻
場

造
成

を
行

い
環

境
保

全
に

努
め

る
と

と
も

に
、

ア
ワ

ビ
・

ウ
ニ

の
人

工
種

苗
や

ナ
マ

コ
稚

　
　

　
　

仔
等

を
放

流
す

る
な

ど
安

定
的

な
資

源
の

維
持

・
増

殖
を

図
る

た
め

、
種

苗
生

産
施

設
の

整
備

を
進

め
る

　
　

　
　

と
と

も
に

、
新

た
な

魚
種

の
試

験
養

殖
に

よ
る

事
業

化
の

検
討

、
未

活
用

資
源

等
の

調
査

・
利

活
用

に
つ

　
　

　
　

い
て

、
産

学
官

連
携

に
よ

る
水

産
業

振
興

と
地

域
の

活
性

化
を

図
り

ま
す

。
　

　
　

④
　

消
費

者
ニ

ー
ズ

を
的

確
に

把
握

し
、

ス
ル

メ
、

マ
グ

ロ
、

コ
ン

ブ
等

の
特

産
品

の
ブ

ラ
ン

ド
化

を
推

進
　

　
　

　
す

る
と

と
も

に
、

陸
上

養
殖

ア
ワ

ビ
も

含
め

た
特

産
品

の
消

費
拡

大
に

向
け

た
流

通
機

能
の

強
化

に
取

り
　

　
　

　
組

み
ま

す
。

　
　

　
⑤

　
漁

業
後

継
者

や
新

規
漁

業
者

の
確

保
対

策
に

つ
い

て
、

漁
業

協
同

組
合

と
連

携
を

進
め

る
と

と
も

に
、

　
　

　
　

引
き

続
き

支
援

に
努

め
ま

す
。

　
　

　
⑥

　
青

函
ト

ン
ネ

ル
湧

水
を

活
用

し
た

新
た

な
養

殖
試

験
の

推
進

を
図

り
ま

す
。

　
　

イ
　

起
業

の
促

進
　

　
　

①
　

地
域

資
源

の
有

効
活

用
と

新
規

農
水

産
物

を
開

拓
す

る
と

と
も

に
、

起
業

者
の

掘
り

起
こ

し
を

進
め

産
　

　
　

　
業

の
底

上
げ

を
図

り
ま

す
。

　
　

　
②

　
農

林
水

産
業

を
は

じ
め

町
内

商
工

業
の

創
業

の
促

進
は

、
地

域
経

済
の

活
性

化
や

雇
用

の
創

出
に

大
変

　
　

　
　

重
要

な
こ

と
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
今

後
創

業
の

担
い

手
と

し
て

期
待

さ
れ

る
若

者
な

ど
の

創
業

や
事

業
継

　
　

　
　

承
に

向
け

た
支

援
を

推
進

し
ま

す
。

　
　

　
○

水
産

業
の

振
興

　
　

　
①

　
基

幹
産

業
で

あ
る

漁
業

の
振

興
を

図
る

た
め

、
漁

業
協

同
組

合
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
計

画
的

・
継

　
　

　
　

続
的

な
産

業
振

興
策

を
展

開
し

ま
す

。
　

　
　

②
　

生
産

基
盤

で
あ

る
漁

港
の

計
画

的
整

備
と

高
齢

者
の

荷
揚

げ
作

業
の

軽
減

を
図

る
な

ど
利

用
し

や
す

い
　

　
　

　
漁

港
施

設
の

整
備

を
進

め
、

漁
業

就
労

環
境

の
改

善
に

努
め

る
ほ

か
、

食
育

や
地

産
地

消
を

推
進

し
、

コ
　

　
　

　
ン

ブ
養

殖
の

安
定

的
な

生
産

を
図

る
た

め
、

施
設

改
修

等
の

整
備

を
進

め
ま

す
。

　
　

　
③

　
漁

場
の

藻
場

造
成

を
行

い
環

境
保

全
に

努
め

る
と

と
も

に
、

ア
ワ

ビ
・

ウ
ニ

の
人

工
種

苗
や

ナ
マ

コ
稚

　
　

　
　

仔
等

を
放

流
す

る
な

ど
安

定
的

な
資

源
の

維
持

・
増

殖
、

産
学

官
連

携
に

よ
る

水
産

業
振

興
と

地
域

の
活

　
　

　
　

性
化

を
図

り
ま

す
。

　
　

　
④

　
消

費
者

ニ
ー

ズ
を

的
確

に
把

握
し

、
ス

ル
メ

、
マ

グ
ロ

、
コ

ン
ブ

等
の

特
産

品
の

販
売

を
促

進
す

る
と

　
　

　
　

と
も

に
、

陸
上

養
殖

ア
ワ

ビ
も

含
め

た
特

産
品

の
消

費
拡

大
に

向
け

た
流

通
機

能
の

強
化

に
取

り
組

み
ま

　
　

　
　

す
。

　
　

　
⑤

　
漁

業
後

継
者

や
新

規
漁

業
者

の
確

保
対

策
に

つ
い

て
、

漁
業

協
同

組
合

と
連

携
を

進
め

る
と

と
も

に
、

　
　

　
　

引
き

続
き

支
援

に
努

め
ま

す
。

　
　

イ
　

起
業

の
促

進
　

　
　

①
　

地
域

資
源

の
有

効
活

用
と

、
起

業
者

の
掘

り
起

こ
し

を
進

め
産

業
の

底
上

げ
を

図
り

ま
す

。

～ 1
2

1
6

1
9

2
3

8 2
1

～ 2
3

2
4

3
 
産

業
の

振
興

(
2
)
 
そ

の
対

策

8

3
 
産

業
の

振
興

(
2
)
 
そ

の
対

策

1
2
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対
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表

キ
タ

ム
ラ

サ
キ

深
浅

移
植

事
業

・
キ

タ
ム

ラ
サ

キ
ウ

ニ
の

深
浅

移
植

　
25

0t
【

必
要

性
】

キ
タ

ム
ラ

サ
キ

ウ
ニ

漁
は

、
多

く
の

漁
業

組
合

員
が

採
捕

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
水

深
15

m以
深

に
生

息
す

る
未

利
用

ウ
ニ

を
有

効
活

用
す

る
こ

と
で

所
得

向
上

が
見

込
め

る
。

【
効

果
】

採
捕

不
可

能
な

推
進

の
漁

場
か

ら
、

海
藻

繫
茂

の
多

い
水

域
に

放
流

し
生

産
の

増
大

を
図

る
事

業
に

助
成

を
行

い
漁

業
所

得
の

向
上

が
図

れ
る

。

そ
の

他
漁

組

　
　

発
展

特
別

事
業

　
第

1
次

産
業

　
加

工
施

設

 (
9)

観
光

又
は

レ
ク

リ

　
　

エ
ー

シ
ョ

ン

2
 産

業
の

振
興

そ
の

他
漁

組

種
苗

生
産

等
施

設
整

備
事

業
・

コ
ン

ブ
、

ウ
ニ

種
苗

生
産

統
合

施
設

整
備

、
設

計
、

整
備

工
事

町

水
産

物
集

出
荷

施
設

整
備

事
業

・
養

殖
昆

布
ほ

か
品

質
保

持
、

物
流

効
率

向
上

の
た

め
の

施
設

整
備

、
設

計
、

整
備

工
事

町

ウ
ニ

種
苗

育
成

セ
ン

タ
ー

改
修

事
業

・
コ

ン
ブ

加
工

製
造

施
設

と
し

て
活

用
す

る
た

め
の

改
修

町

横
綱

の
里

づ
く

り
事

業
・

千
代

の
富

士
杯

相
撲

大
会

・
九

重
部

屋
力

士
招

聘
町

道
の

駅
再

整
備

事
業

・
基

本
構

想
策

定
、

設
計

、
整

備
工

事
町

岩
部

海
岸

わ
く

わ
く

ク
ル

ー
ズ

事
業

・
ク

ル
ー

ズ
船

運
航

業
務

委
託

・
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

活
動

ほ
か

町

岩
部

地
区

活
性

化
基

本
計

画
策

定
事

業
・

地
域

活
性

化
策

定
業

務
委

託
町

 (
1)

基
盤

整
備

　
農

業

　
林

業

　
水

産
業

 (
3)

経
営

近
代

化
施

設

　
農

業

　
水

産
業

 (
4)

地
場

産
業

の
振

興

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

両
記

念
館

長
寿

命
化

事
業

・
横

綱
記

念
館

及
び

青
函

ト
ン

ネ
ル

記
念

館
長

寿
命

化
改

修

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
持

続
的

発
展

施
策

区
分

事
　

業
　

名
（

施
設

名
）

事
業

主
体

事
業

内
容

水
産

基
盤

(
漁

場
)
整

備
事

業
・

囲
い

礁
設

置
道

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

森
林

環
境

譲
与

税
活

用
事

業
・

森
林

整
備

事
業

、
意

向
調

査
ほ

か
町

農
業

用
機

械
整

備
事

業
・

色
彩

選
別

機
　

1
台

ほ
か

町

町
有

林
造

成
事

業
・

間
伐

等
町

林
業

専
用

道
整

備
事

業
・

測
量

設
計

、
整

備
工

事
町

農
業

用
施

設
整

備
事

業
・

農
産

物
保

管
倉

庫
　

1棟

水
産

物
供

給
基

盤
機

能
保

全
事

業
・

機
能

保
全

計
画

策
定

・
－

3
.
0
m岸

壁
、

－
4.

5
m
岸

壁
改

良
ほ

か
道

吉
岡

漁
港

岸
壁

改
良

整
備

事
業

・
－

3
.
0
m岸

壁
天

蓋
施

設
整

備
・

-
3.

0m
岸

壁
低

天
端

化
道 町

種
苗

生
産

事
業

・
施

設
管

理
費

両
記

念
館

長
寿

命
化

事
業

・
横

綱
記

念
館

及
び

青
函

ト
ン

ネ
ル

記
念

館
長

寿
命

化
改

修
町

観
光

協
会

支
援

事
業

・
イ

ベ
ン

ト
開

催
等

に
係

る
観

光
協

会
へ

の
補

助
金

水
産

基
盤

(
漁

場
)整

備
事

業
・

囲
い

礁
設

置
道 町

林
業

専
用

道
整

備
事

業
・

測
量

設
計

、
整

備
工

事
町

森
林

環
境

譲
与

税
活

用
事

業
・

森
林

整
備

事
業

、
意

向
調

査
ほ

か
町

水
産

物
集

出
荷

施
設

整
備

事
業

・
養

殖
昆

布
ほ

か
品

質
保

持
、

物
流

効
率

向
上

の
た

め
の

施
設

整
備

、
設

計
、

整
備

工
事

町

事
業

主
体

2 
産

業
の

振
興

 
(
1)

基
盤

整
備

町
有

林
造

成
事

業
・

間
伐

等
町

　
林

業

 
(
3)

経
営

近
代

化
施

設
種

苗
生

産
事

業
・

施
設

管
理

費
そ

の
他

漁
組

　
水

産
業

 
(
9)

観
光

又
は

レ
ク

リ
横

綱
の

里
づ

く
り

事
業

・
千

代
の

富
士

杯
相

撲
大

会
・

九
重

部
屋

力
士

招
聘

町
　

　
エ

ー
シ

ョ
ン

道
の

駅
再

整
備

事
業

・
基

本
構

想
策

定
、

設
計

、
整

備
工

事
町

岩
部

海
岸

わ
く

わ
く

ク
ル

ー
ズ

事
業

・
ク

ル
ー

ズ
船

運
航

業
務

委
託

・
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

活
動

ほ
か

町 町

(
1
0)

過
疎

地
域

持
続

的
キ

タ
ム

ラ
サ

キ
深

浅
移

植
事

業
・

キ
タ

ム
ラ

サ
キ

ウ
ニ

の
深

浅
移

植
　

25
0t

【
必

要
性

】
キ

タ
ム

ラ
サ

キ
ウ

ニ
漁

は
、

多
く

の
漁

業
組

合
員

が
採

捕
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

水
深

15
m
以

深
に

生
息

す
る

未
利

用
ウ

ニ
を

有
効

活
用

す
る

こ
と

で
所

得
向

上
が

見
込

め
る

。
【

効
果

】
採

捕
不

可
能

な
推

進
の

漁
場

か
ら

、
海

藻
繫

茂
の

多
い

水
域

に
放

流
し

生
産

の
増

大
を

図
る

事
業

に
助

成
を

行
い

漁
業

所
得

の
向

上
が

図
れ

る
。

そ
の

他
漁

組

　
　

発
展

特
別

事
業

　
第

1次
産

業

ナ
マ

コ
稚

仔
放

流
事

業
・

ナ
マ

コ
稚

仔
の

放
流

　
30

,
00

0尾
/
年

【
必

要
性

】
稚

仔
放

流
等

に
よ

る
資

源
増

大
策

の
効

果
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

ナ
マ

コ
資

源
の

維
持

と
増

大
に

よ
り

、
漁

家
経

営
の

安
定

化
が

図
ら

れ
る

。

町

観
光

協
会

支
援

事
業

・
イ

ベ
ン

ト
開

催
等

に
係

る
観

光
協

会
へ

の
補

助
金

町

(1
0)

過
疎

地
域

持
続

的

3
 
産

業
の

振
興

(
3
)
 
計

画
2
5

水
産

物
供

給
基

盤
機

能
保

全
事

業
・

機
能

保
全

計
画

策
定

・
－

3.
0m

岸
壁

、
－

4.
5m

岸
壁

改
良

ほ
か

道

　
水

産
業
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照
表

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

　
そ

の
他

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

そ
の

他

事
　

業
　

名
（

施
設

名
）

事
業

内
容

事
業

主
体

地
域

経
済

消
費

拡
大

活
性

化
事

業
・

プ
レ

ミ
ア

ム
付

商
品

券
発

行
補

助
金

【
必

要
性

】
地

元
商

工
業

者
の

経
営

状
況

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

普
及

に
伴

う
消

費
者

行
動

の
多

様
化

や
、

後
継

者
不

足
に

よ
る

事
業

継
続

の
課

題
等

も
抱

え
て

お
り

、
年

々
厳

し
さ

を
増

し
て

い
る

状
況

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
消

費
者

の
購

買
意

欲
を

喚
起

し
、

消
費

拡
大

及
び

地
域

経
済

の
活

性
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
【

効
果

】
プ

レ
ミ

ア
ム

付
き

商
品

券
発

行
補

助
金

は
、

疲
弊

す
る

地
域

経
済

の
消

費
を

拡
大

す
る

た
め

、
プ

レ
ミ

ア
ム

付
き

商
品

券
発

行
事

業
に

対
す

る
プ

レ
ミ

ア
ム

率
相

当
額

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
町

内
経

済
の

活
性

化
と

消
費

者
の

負
担

を
軽

減
し

て
い

る
。

平
成

2
2年

度
に

事
業

化
し

、
こ

れ
ま

で
途

切
れ

る
こ

と
が

な
く

実
施

さ
れ

て
お

り
、

単
年

度
で

の
事

業
と

し
て

で
は

な
く

恒
久

的
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

消
費

刺
激

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
に

つ
な

が
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

今
後

も
恒

久
的

に
実

施
を

継
続

し
町

内
経

済
の

活
性

化
が

期
待

さ
れ

る
。

　
そ

の
他

地
域

お
こ

し
協

力
隊

推
進

事
業

・
都

市
住

民
を

受
入

・
観

光
振

興
町

観
光

関
連

施
設

解
体

事
業

・
老

朽
化

施
設

解
体

町

雇
用

奨
励

等
支

援
事

業
・

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
雇

用
助

成
金

・
外

国
人

技
能

実
習

生
受

入
助

成
金

【
必

要
性

】
町

の
主

要
な

産
業

で
あ

る
水

産
加

工
業

を
は

じ
め

、
町

内
の

企
業

に
お

い
て

は
、

就
業

者
の

確
保

に
苦

慮
し

て
い

る
現

状
に

あ
り

、
経

済
的

負
担

の
軽

減
と

経
済

の
活

性
化

を
図

る
た

め
の

支
援

が
必

要
と

な
っ

て
い

る
。

【
効

果
】

北
海

道
福

島
商

業
高

等
学

校
新

卒
業

生
の

雇
用

及
び

外
国

人
技

能
実

習
生

の
受

け
入

れ
を

行
う

事
業

者
を

支
援

す
る

こ
と

に
よ

り
、

雇
用

機
会

の
拡

大
及

び
雇

用
環

境
の

充
実

並
び

に
地

域
経

済
の

活
性

化
が

図
ら

れ
る

。

町

産
学

官
連

携
産

業
活

性
化

事
業

・
産

業
活

性
化

の
た

め
の

研
究

委
託

【
必

要
性

】
町

内
だ

け
で

は
解

決
困

難
な

課
題

に
つ

い
て

、
大

学
等

の
持

つ
研

究
成

果
や

技
術

的
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
用

し
な

が
ら

、
地

域
課

題
の

解
決

に
結

び
つ

け
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

大
学

等
と

の
連

携
に

よ
り

、
児

童
・

生
徒

の
人

財
育

成
を

図
る

と
と

も
に

、
大

学
等

の
専

門
的

な
知

見
を

最
大

限
に

活
か

し
、

前
浜

資
源

の
把

握
を

は
じ

め
経

営
安

定
及

び
産

業
の

さ
ら

な
る

活
性

化
や

振
興

が
図

ら
れ

る
。

町

福
島

町
特

産
品

Ｐ
Ｒ

事
業

・
特

産
品

Ｐ
Ｒ

活
動

町

(1
1)

そ
の

他

地
域

経
済

消
費

拡
大

活
性

化
事

業
・

プ
レ

ミ
ア

ム
付

商
品

券
発

行
補

助
金

【
必

要
性

】
地

元
商

工
業

者
の

経
営

状
況

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

普
及

に
伴

う
消

費
者

行
動

の
多

様
化

や
、

後
継

者
不

足
に

よ
る

事
業

継
続

の
課

題
等

も
抱

え
て

お
り

、
年

々
厳

し
さ

を
増

し
て

い
る

状
況

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
消

費
者

の
購

買
意

欲
を

喚
起

し
、

消
費

拡
大

及
び

地
域

経
済

の
活

性
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
【

効
果

】
プ

レ
ミ

ア
ム

付
き

商
品

券
発

行
補

助
金

は
、

疲
弊

す
る

地
域

経
済

の
消

費
を

拡
大

す
る

た
め

、
プ

レ
ミ

ア
ム

付
き

商
品

券
発

行
事

業
に

対
す

る
プ

レ
ミ

ア
ム

率
相

当
額

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
町

内
経

済
の

活
性

化
と

消
費

者
の

負
担

を
軽

減
し

て
い

る
。

平
成

2
2年

度
に

事
業

化
し

、
こ

れ
ま

で
途

切
れ

る
こ

と
が

な
く

実
施

さ
れ

て
お

り
、

単
年

度
で

の
事

業
と

し
て

で
は

な
く

恒
久

的
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

消
費

刺
激

を
継

続
的

に
行

う
こ

と
に

つ
な

が
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

今
後

も
恒

久
的

に
実

施
を

継
続

し
町

内
経

済
の

活
性

化
が

期
待

さ
れ

る
。

そ
の

他

観
光

情
報

発
信

事
業

・
観

光
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

町

産
業

活
性

化
サ

ポ
ー

ト
事

業
・

技
術

取
得

、
先

進
地

視
察

、
地

場
産

製
品

普
及

町

新
た

な
陸

上
養

殖
技

術
の

開
発

に
よ

る
蝦

夷
ア

ワ
ビ

ブ
ラ

ン
ド

化
事

業
・

飼
育

管
理

、
加

工
品

開
発

ほ
か

町

ま
ち

づ
く

り
法

人
支

援
事

業
・

福
島

町
ま

ち
づ

く
り

工
房

へ
の

運
営

支
援

町

吉
岡

漁
村

環
境

改
善

総
合

セ
ン

タ
ー

解
体

事
業

・
設

計
、

解
体

工
事

町

チ
ャ

レ
ン

ジ
ス

ピ
リ

ッ
ト

応
援

事
業

・
施

設
投

資
助

成
金

町

持
続

的
発

展
施

策
区

分

産
学

官
連

携
産

業
活

性
化

事
業

・
産

業
活

性
化

の
た

め
の

研
究

委
託

【
必

要
性

】
町

内
だ

け
で

は
解

決
困

難
な

課
題

に
つ

い
て

、
大

学
等

の
持

つ
研

究
成

果
や

技
術

的
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
用

し
な

が
ら

、
地

域
課

題
の

解
決

に
結

び
つ

け
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

大
学

等
と

の
連

携
に

よ
り

、
児

童
・

生
徒

の
人

財
育

成
を

図
る

と
と

も
に

、
大

学
等

の
専

門
的

な
知

見
を

最
大

限
に

活
か

し
、

前
浜

資
源

の
把

握
を

は
じ

め
経

営
安

定
及

び
産

業
の

さ
ら

な
る

活
性

化
や

振
興

が
図

ら
れ

る
。

町 町

(
1
1)

そ
の

他
地

域
お

こ
し

協
力

隊
推

進
事

業
・

都
市

住
民

を
受

入
・

観
光

振
興

町

産
業

活
性

化
サ

ポ
ー

ト
事

業
・

技
術

取
得

、
先

進
地

視
察

、
地

場
産

製
品

普
及

町

雇
用

奨
励

等
支

援
事

業
・

福
島

商
業

高
校

新
卒

者
雇

用
助

成
金

・
外

国
人

技
能

実
習

生
受

入
助

成
金

【
必

要
性

】
町

の
主

要
な

産
業

で
あ

る
水

産
加

工
業

を
は

じ
め

、
町

内
の

企
業

に
お

い
て

は
、

就
業

者
の

確
保

に
苦

慮
し

て
い

る
現

状
に

あ
り

、
経

済
的

負
担

の
軽

減
と

経
済

の
活

性
化

を
図

る
た

め
の

支
援

が
必

要
と

な
っ

て
い

る
。

【
効

果
】

北
海

道
福

島
商

業
高

等
学

校
新

卒
業

生
の

雇
用

及
び

外
国

人
技

能
実

習
生

の
受

け
入

れ
を

行
う

事
業

者
を

支
援

す
る

こ
と

に
よ

り
、

雇
用

機
会

の
拡

大
及

び
雇

用
環

境
の

充
実

並
び

に
地

域
経

済
の

活
性

化
が

図
ら

れ
る

。

町 町

新
た

な
陸

上
養

殖
技

術
の

開
発

に
よ

る
蝦

夷
ア

ワ
ビ

ブ
ラ

ン
ド

化
事

業
・

飼
育

管
理

、
加

工
品

開
発

ほ
か

町

ま
ち

づ
く

り
法

人
支

援
事

業
・

福
島

町
ま

ち
づ

く
り

工
房

へ
の

運
営

支
援

町

吉
岡

漁
村

環
境

改
善

総
合

セ
ン

タ
ー

解
体

事
業

・
設

計
、

解
体

工
事

町

観
光

情
報

発
信

事
業

・
観

光
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

町

福
島

町
特

産
品

Ｐ
Ｒ

事
業

・
特

産
品

Ｐ
Ｒ

活
動

2
6

3
 
産

業
の

振
興

(
3
)
 
計

画

農
業

法
人

支
援

事
業

・
農

業
法

人
へ

の
出

捐
・

地
域

活
性

化
起

業
人

採
用
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福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）

る
情

報
化

3 
地

域
に

お
け

る
情

報
化

 (
1)

電
気

通
信

施
設

等
情

　
　

報
化

の
た

め
の

施
設

　
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
等

難
視

聴
解

消
の

た
め

の
施

設

 
(
1)

電
気

通
信

施
設

等
情

　
　

報
化

の
た

め
の

施
設

月
崎

地
区

デ
ジ

タ
ル

混
信

対
策

事
業

・
有

線
共

聴
施

設
整

備
町

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
整

備
事

業
・

白
符

テ
レ

ビ
中

継
局

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
整

備
町

事
業

内
容

事
業

主
体

　
テ

レ
ビ

放
送

中
継

施
設

高
度

無
線

環
境

整
備

推
進

事
業

・
光

フ
ァ

イ
バ

ー
整

備
・

L
=4

2.
0
km

そ
の

他

　
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

施
設

テ
レ

ビ
放

送
共

同
受

信
施

設
整

備
費

助
成

事
業

・
共

同
受

信
施

設
組

合
設

備
改

修
に

対
す

る
助

成
金

　
4組

合
町

福
島

町
全

域
製

造
業

、
旅

館
業

、
農

林
水

産
物

等
販

売
業

、
情

報
サ

ー
ビ

ス
業

等

令
和

8
年

4
月

1
日

～
令

和
1
3
年

3
月

3
1
日

イ
　

情
報

化
の

推
進

　
　

当
町

の
情

報
化

に
つ

い
て

は
、

行
政

機
関

に
お

け
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整
備

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

開
設

の
ほ

か
、

　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（

Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ

Ｎ
）

、
北

海
道

電
子

自
治

体
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

構
想

（
Ｈ

Ａ
Ｒ

Ｐ
構

想
）

　
の

推
進

な
ど

電
子

自
治

体
の

確
立

に
向

け
た

整
備

が
図

ら
れ

て
い

ま
す

。
　

　
ま

た
、

地
域

に
お

い
て

は
、

パ
ソ

コ
ン

や
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
の

普
及

に
よ

り
誰

も
が

　
ど

こ
で

も
持

続
的

に
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
恩

恵
を

受
け

る
社

会
の

実
現

が
進

ん
で

お
り

ま
す

。
　

　
当

町
に

お
い

て
は

、
民

間
事

業
者

に
よ

り
高

速
通

信
イ

ン
フ

ラ
が

整
備

さ
れ

て
き

ま
し

た
が

、
一

部
の

地
域

　
に

お
い

て
は

未
整

備
の

地
域

が
存

在
し

て
お

り
ま

す
。

　
　

今
般

の
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
の

影
響

に
よ

り
、

各
学

校
に

お
い

て
も

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
　

を
活

用
し

た
リ

モ
ー

ト
授

業
の

取
り

組
み

や
、

地
域

社
会

に
お

い
て

は
テ

レ
ワ

ー
ク

な
ど

の
働

き
方

改
革

を
迫

　
ら

れ
る

状
況

と
な

っ
て

お
り

、
こ

う
し

た
状

況
は

、
感

染
症

対
策

の
み

な
ら

ず
あ

ら
ゆ

る
場

面
に

お
い

て
、

今
　

後
益

々
必

要
と

な
っ

て
く

る
も

の
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
　

　
こ

う
し

た
状

況
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
に

は
、

Ｉ
Ｃ

Ｔ
人

材
の

育
成

が
必

要
で

あ
る

と
と

も
に

、
町

内
全

　
域

で
利

用
可

能
な

高
速

通
信

イ
ン

フ
ラ

の
整

備
が

不
可

欠
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

イ
　

情
報

化
の

推
進

　
　

当
町

の
情

報
化

に
つ

い
て

は
、

行
政

機
関

に
お

け
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

整
備

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

開
設

の
ほ

か
、

　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（

Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ

Ｎ
）

、
北

海
道

電
子

自
治

体
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

構
想

（
Ｈ

Ａ
Ｒ

Ｐ
構

想
）

　
の

推
進

な
ど

電
子

自
治

体
の

確
立

に
向

け
た

整
備

が
図

ら
れ

て
い

ま
す

。
　

　
ま

た
、

地
域

に
お

い
て

は
、

パ
ソ

コ
ン

や
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
の

普
及

に
よ

り
誰

も
が

　
ど

こ
で

も
持

続
的

に
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
恩

恵
を

受
け

る
社

会
の

実
現

が
進

ん
で

お
り

ま
す

。
　

　
今

般
の

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

拡
大

の
影

響
に

よ
り

、
各

学
校

に
お

い
て

も
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

　
を

活
用

し
た

リ
モ

ー
ト

授
業

の
取

り
組

み
や

、
地

域
社

会
に

お
い

て
は

テ
レ

ワ
ー

ク
な

ど
の

働
き

方
改

革
を

迫
　

ら
れ

る
状

況
と

な
っ

て
お

り
、

こ
う

し
た

状
況

は
、

感
染

症
対

策
の

み
な

ら
ず

あ
ら

ゆ
る

場
面

に
お

い
て

、
今

　
後

益
々

必
要

と
な

っ
て

く
る

も
の

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

イ
　

情
報

化
の

推
進

　
①

　
少

子
・

高
齢

化
社

会
に

適
応

し
た

Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

利
活

用
を

検
討

し
、

高
齢

者
の

生
活

の
安

心
や

産
業

の
生

産
　

　
の

向
上

、
情

報
教

育
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

Ｉ
Ｃ

Ｔ
人

材
の

育
成

に
取

り
組

み
ま

す
。

　
②

　
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

充
実

や
行

政
手

続
き

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
な

ど
の

電
子

自
治

体
を

推
進

し
、

各
種

情
報

サ
　

　
ー

ビ
ス

の
充

実
を

図
り

ま
す

。
　

③
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

活
用

し
た

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
推

進
と

快
適

な
情

報
通

信
環

境
の

向
上

を
図

る
た

め
、

　
　

町
内

全
域

の
高

速
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

整
備

に
向

け
、

関
係

機
関

と
協

調
し

て
取

り
組

み
を

進
め

ま
す

。
　

④
　

災
害

の
少

な
い

当
町

の
優

位
性

を
活

か
し

、
テ

レ
ワ

ー
ク

の
誘

致
な

ど
に

よ
る

都
会

か
ら

の
田

舎
暮

ら
し

　
　

を
推

進
し

ま
す

。

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

イ
　

情
報

化
の

推
進

　
①

　
少

子
・

高
齢

化
社

会
に

適
応

し
た

Ｉ
Ｃ

Ｔ
の

利
活

用
を

検
討

し
、

高
齢

者
の

生
活

の
安

心
や

産
業

の
生

産
　

　
の

向
上

、
情

報
教

育
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

Ｉ
Ｃ

Ｔ
人

材
の

育
成

に
取

り
組

み
ま

す
。

　
②

　
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

充
実

や
行

政
手

続
き

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
な

ど
の

電
子

自
治

体
を

推
進

し
、

各
種

情
報

サ
　

　
ー

ビ
ス

の
充

実
を

図
り

ま
す

。
　

③
　

災
害

の
少

な
い

当
町

の
優

位
性

を
活

か
し

、
テ

レ
ワ

ー
ク

の
誘

致
な

ど
に

よ
る

都
会

か
ら

の
田

舎
暮

ら
し

　
　

を
推

進
し

ま
す

。

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
整

備
事

業
・

白
符

テ
レ

ビ
中

継
局

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
整

備
・

福
島

テ
レ

ビ
中

継
局

地
上

デ
ジ

タ
ル

送
信

機
整

備
町

　
テ

レ
ビ

放
送

中
継

施
設

3
 地

域
に

お
け

4
 
地

域
に

お
け

る
2
8

2
5

情
報

化
～

(
1
)
 
現

況
と

問
題

2
6

　
点

3
1

～

計
画

期
間

福
島

町
全

域
製

造
業

、
旅

館
業

、
農

林
水

産
物

等
販

売
業

、
情

報
サ

ー
ビ

ス
業

等

令
和

3
年

4
月

1
日

～
令

和
8
年

3
月

3
1
日

（
4
）

産
業

振
興

促
進

事
項

　
　

　
こ

の
よ

う
な

当
町

の
産

業
に

お
け

る
現

状
を

踏
ま

え
た

課
題

の
解

決
に

あ
た

り
、

産
業

振
興

を
促

進
す

る
う

　
　

え
で

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
定

め
ま

す
。

　
　

ア
　

産
業

振
興

促
進

区
域

及
び

振
興

す
べ

き
業

種

産
業

振
興

区
域

業
　

　
種

計
画

期
間

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

計
画

期
間

3
 
産

業
の

振
興

2
7

8

(
4
)
 
産

業
振

興
促

～

　
進

事
業

9 3
2

(
3
)
 
計

画

4
 
地

域
に

お
け

る
2
9

1
6

情
報

化
～

(
2
)
 
そ

の
対

策
1
8

（
4
）

産
業

振
興

促
進

事
項

　
　

　
こ

の
よ

う
な

当
町

の
産

業
に

お
け

る
現

状
を

踏
ま

え
た

課
題

の
解

決
に

あ
た

り
、

産
業

振
興

を
促

進
す

る
う

　
　

え
で

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
定

め
ま

す
。

　
　

ア
　

産
業

振
興

促
進

区
域

及
び

振
興

す
べ

き
業

種

産
業

振
興

区
域

業
　

　
種

計
画

期
間

69



福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

5
　

交
通

施
設

の
整

備
、

交
通

手
段

の
確

保
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

ア
　

道
路

　
　

　
　

町
内

を
縦

断
す

る
国

道
2
2
8
号

は
、

町
民

の
生

活
機

能
の

維
持

向
上

と
産

業
の

振
興

に
重

要
な

役
割

を
果

た
　

　
　

し
て

い
ま

す
が

、
函

館
を

起
点

と
し

た
国

道
が

唯
一

の
幹

線
道

路
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

観
光

シ
ー

ズ
ン

に
お

　
　

　
け

る
交

通
渋

滞
や

災
害

時
に

お
け

る
通

行
止

め
な

ど
が

生
じ

る
と

生
活

機
能

が
寸

断
さ

れ
る

こ
と

が
予

想
さ

　
　

　
れ

、
安

全
性

の
高

い
道

路
の

確
保

が
求

め
ら

れ
て

お
り

ま
す

。
　

　
　

　
こ

う
し

た
中

、
北

海
道

縦
貫

自
動

車
道

や
、

函
館

・
江

差
自

動
車

道
木

古
内

Ｉ
Ｃ

と
接

続
す

る
高

規
格

道
路

　
　

　
「

松
前

半
島

道
路

」
の

整
備

の
目

途
が

依
然

と
し

て
立

っ
て

お
ら

ず
、

総
合

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
整

備
を

図
　

　
　

る
う

え
か

ら
も

早
期

実
現

が
重

要
と

な
り

ま
す

。
　

　
　

　
更

に
道

道
の

整
備

に
つ

い
て

は
、

現
在

、
岩

部
渡

島
福

島
停

車
場

線
が

事
業

実
施

さ
れ

て
お

り
ま

す
が

、
岩

　
　

　
部

地
区

を
拠

点
と

し
た

体
験

型
観

光
の

促
進

、
産

業
の

基
盤

道
路

及
び

通
学

路
と

し
て

の
交

通
安

全
対

策
上

か
　

　
　

ら
も

、
早

期
に

安
全

・
安

心
な

道
路

改
良

整
備

が
課

題
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
　

　
ま

た
、

町
道

に
お

い
て

は
、

市
街

地
整

備
な

ど
で

一
定

の
整

備
が

進
ん

で
お

り
ま

す
が

、
今

後
は

安
全

面
に

　
　

　
お

け
る

維
持

補
修

や
長

寿
命

化
に

つ
い

て
、

実
施

し
て

い
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

な
お

、
道

南
地

域
の

中
で

も
降

雪
量

の
多

い
当

町
に

お
い

て
、

冬
期

間
の

安
全

で
快

適
な

道
路

交
通

の
確

保
　

　
　

は
、

日
常

生
活

や
地

域
振

興
上

重
要

な
課

題
と

な
っ

て
お

り
、

安
定

的
な

除
排

雪
体

制
の

確
保

が
求

め
ら

れ
て

　
　

　
い

ま
す

。

　
　

　
の

最
高

速
度

が
抑

え
ら

れ
て

お
り

、
新

幹
線

の
最

高
性

能
が

発
揮

さ
れ

て
い

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
　

　
　

ら
、

2
0
3
0
年

に
予

定
さ

れ
て

い
る

札
幌

延
伸

に
向

け
て

は
、

大
幅

な
時

間
短

縮
が

必
要

と
な

っ
て

き
ま

す
。

ま
　

　
　

た
、

津
軽

海
峡

が
ボ

ト
ル

ネ
ッ

ク
と

な
り

、
北

海
道

の
物

流
コ

ス
ト

が
九

州
や

四
国

に
比

べ
て

高
く

な
っ

て
い

　
　

　
る

現
状

と
な

っ
て

い
ま

す
。

（
2
）

そ
の

対
策

　
　

ア
　

道
路

　
　

　
①

　
生

活
圏

の
拡

大
、

物
流

の
確

保
、

救
急

医
療

な
ど

に
対

応
す

る
た

め
、

災
害

に
強

く
安

全
性

の
高

い
国

道
・

　
　

　
　

道
道

の
整

備
と

地
域

高
規

格
道

路
の

早
期

完
成

を
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

推
進

し
ま

す
。

　
　

　
②

　
町

道
に

つ
い

て
は

、
「

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
」

に
基

づ
き

、
通

行
の

安
全

性
や

快
適

性
を

高
め

る
た

　
　

　
　

め
の

改
修

や
維

持
補

修
を

計
画

的
に

実
施

す
る

と
と

も
に

、
安

全
の

確
保

と
長

寿
命

化
に

よ
る

維
持

経
費

の
　

　
　

　
削

減
を

図
り

ま
す

。
　

　
　

③
　

冬
期

間
の

安
全

で
快

適
な

道
路

交
通

を
維

持
す

る
た

め
、

降
雪

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

応
で

き
る

除
排

　
　

　
　

雪
体

制
の

確
立

を
図

り
ま

す
。

　
　

　
の

最
高

速
度

が
抑

え
ら

れ
て

お
り

、
新

幹
線

の
最

高
性

能
が

発
揮

さ
れ

て
い

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
　

　
　

ら
、

2
0
3
8
年

度
末

頃
の

完
成

・
開

業
を

見
込

ん
で

い
る

札
幌

延
伸

に
向

け
て

は
、

大
幅

な
時

間
短

縮
が

必
要

と
　

　
　

な
っ

て
き

ま
す

。
ま

た
、

津
軽

海
峡

が
ボ

ト
ル

ネ
ッ

ク
と

な
り

、
北

海
道

の
物

流
コ

ス
ト

が
九

州
や

四
国

に
比

　
　

　
べ

て
高

く
な

っ
て

い
る

現
状

と
な

っ
て

い
ま

す
。

（
2
）

そ
の

対
策

　
　

ア
　

道
路

　
　

　
①

　
生

活
圏

の
拡

大
、

物
流

の
確

保
、

救
急

医
療

な
ど

に
対

応
す

る
た

め
、

災
害

に
強

く
安

全
性

の
高

い
国

道
・

　
　

　
　

道
道

の
整

備
と

高
規

格
道

路
の

早
期

完
成

を
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

推
進

し
ま

す
。

　
　

　
②

　
町

道
に

つ
い

て
は

、
「

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
」

に
基

づ
き

、
通

行
の

安
全

性
や

快
適

性
を

高
め

る
た

　
　

　
　

め
の

改
修

や
維

持
補

修
を

計
画

的
に

実
施

す
る

と
と

も
に

、
安

全
の

確
保

と
長

寿
命

化
に

よ
る

維
持

経
費

の
　

　
　

　
削

減
を

図
り

ま
す

。
　

　
　

③
　

冬
期

間
の

安
全

で
快

適
な

道
路

交
通

を
維

持
す

る
た

め
、

降
雪

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

応
で

き
る

除
排

　
　

　
　

雪
体

制
の

確
立

を
図

り
ま

す
。

5
 
交

通
施

設
の

整
3
0

8

備
、

交
通

手
段

の
～

5
　

交
通

施
設

の
整

備
、

交
通

手
段

の
確

保
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

ア
　

道
路

　
　

　
　

町
内

を
縦

断
す

る
国

道
2
2
8
号

は
、

町
民

の
生

活
機

能
の

維
持

向
上

と
産

業
の

振
興

に
重

要
な

役
割

を
果

た
　

　
　

し
て

い
ま

す
が

、
函

館
を

起
点

と
し

た
国

道
が

唯
一

の
幹

線
道

路
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

観
光

シ
ー

ズ
ン

に
お

　
　

　
け

る
交

通
渋

滞
や

災
害

時
に

お
け

る
通

行
止

め
な

ど
が

生
じ

る
と

生
活

機
能

が
寸

断
さ

れ
る

こ
と

が
予

想
さ

　
　

　
れ

、
安

全
性

の
高

い
道

路
の

確
保

が
求

め
ら

れ
て

お
り

ま
す

。
　

　
　

　
こ

う
し

た
中

、
北

海
道

縦
貫

自
動

車
道

や
、

令
和

3
年

度
末

に
完

成
予

定
の

函
館

・
江

差
自

動
車

道
茂

辺
地

　
　

　
木

古
内

道
路

と
接

続
す

る
地

域
高

規
格

道
路

「
松

前
半

島
道

路
」

の
整

備
の

目
途

が
依

然
と

し
て

立
っ

て
お

ら
　

　
　

ず
、

総
合

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
整

備
を

図
る

う
え

か
ら

も
早

期
実

現
が

重
要

と
な

り
ま

す
。

　
　

　
　

更
に

道
道

の
整

備
に

つ
い

て
は

、
現

在
、

岩
部

渡
島

福
島

停
車

場
線

が
事

業
実

施
さ

れ
て

お
り

ま
す

が
、

岩
　

　
　

部
地

区
を

拠
点

と
し

た
体

験
型

観
光

の
促

進
、

産
業

の
基

盤
道

路
及

び
通

学
路

と
し

て
の

交
通

安
全

対
策

上
か

　
　

　
ら

も
、

早
期

に
安

全
・

安
心

な
道

路
改

良
整

備
が

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

ま
た

、
町

道
に

お
い

て
は

、
市

街
地

整
備

な
ど

で
一

定
の

整
備

が
進

ん
で

お
り

ま
す

が
、

今
後

は
安

全
面

に
　

　
　

お
け

る
維

持
補

修
や

長
寿

命
化

に
つ

い
て

、
実

施
し

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

　
　

　
な

お
、

道
南

地
域

の
中

で
も

降
雪

量
の

多
い

当
町

に
お

い
て

、
冬

期
間

の
安

全
で

快
適

な
道

路
交

通
の

確
保

　
　

　
は

、
日

常
生

活
や

地
域

振
興

上
重

要
な

課
題

と
な

っ
て

お
り

、
安

定
的

な
除

排
雪

体
制

の
確

保
が

求
め

ら
れ

て
　

　
　

い
ま

す
。

変
更

後
区

分
頁

行
数

変
更

前

確
保

9

(
1
)
 
現

況
と

問
題

　
点

5
 
交

通
施

設
の

整

備
、

交
通

手
段

の

確
保

(
1
)
 
現

況
と

問
題

　
点

3
1

2 9

(
2
)
 
そ

の
対

策

70



福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

 (
9)

過
疎

地
域

持
続

的

　
　

発
展

特
別

事
業

 
(
9)

過
疎

地
域

持
続

的

　
　

発
展

特
別

事
業

4 
交

通
施

設
の

整
備

、
交

通
手

段
の

確
保

4
 交

通
施

設
の

 
(
3)

林
道

林
道

橋
梁

点
検

調
査

事
業

・
補

修
設

計
、

改
良

（
林

道
兵

舞
線

）
・

橋
梁

点
検

町

(
1
0)

そ
の

他
道

路
台

帳
デ

ジ
タ

ル
化

事
業

・
道

路
台

帳
の

デ
ジ

タ
ル

化
町

地
域

間
幹

線
系

統
松

前
木

古
内

線
支

援
事

業
・

路
線

維
持

の
た

め
の

沿
線

自
治

体
助

成
金

そ
の

他

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

・
地

域
公

共
交

通
計

画
策

定
・

デ
マ

ン
ド

バ
ス

運
行

補
助

・
運

行
支

援
業

務
委

託
【

必
要

性
】

当
町

に
お

け
る

交
通

空
白

地
域

の
解

消
を

図
る

と
と

も
に

、
高

齢
者

等
の

交
通

弱
者

の
移

動
の

手
段

を
確

保
す

る
た

め
、

路
線

バ
ス

と
町

内
を

巡
回

す
る

デ
マ

ン
ド

型
交

通
や

タ
ク

シ
ー

等
の

移
動

資
源

を
活

用
・

連
携

し
、

ま
ち

づ
く

り
と

一
体

と
な

っ
た

地
域

交
通

体
系

を
確

立
す

る
必

要
が

あ
る

。
【

効
果

】
地

域
公

共
交

通
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

、
引

き
続

き
、

ド
ア

・
ツ

ー
・

ド
ア

に
よ

る
高

齢
者

等
に

も
優

し
く

利
用

し
や

す
い

地
域

間
公

共
交

通
を

確
保

し
、

外
出

意
欲

の
向

上
と

、
交

通
空

白
地

域
の

解
消

が
図

ら
れ

る
。

町

　
公

共
交

通

　
橋

り
ょ

う
橋

梁
長

寿
命

化
事

業
・

補
修

設
計

、
改

良
（

折
加

内
橋

　
ほ

か
）

・
橋

梁
点

検
町

　
橋

り
ょ

う

(1
0)

そ
の

他
地

域
間

幹
線

系
統

松
前

木
古

内
線

バ
ス

車
両

更
新

事
業

・
バ

ス
車

両
の

更
新

に
伴

う
沿

線
自

治
体

助
成

金
そ

の
他

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

 
(
1)

市
町

村
道

町
道

舗
装

補
修

事
業

・
館

崎
2号

線
　

L=
1
60

ｍ
、

W
=6

.0
ｍ

・
月

崎
1号

線
　

L=
1
35

ｍ
、

W
=4

.5
ｍ

・
豊

浜
1号

線
　

L=
1
83

ｍ
、

W
=5

.5
ｍ

　
ほ

か

町
　

道
路

町
道

整
備

事
業

・
赤

川
2号

線
整

備
事

業
　

L
=
68

ｍ
、

W
=4

.0
ｍ

・
公

営
住

宅
線

整
備

事
業

　
L
=1

60
ｍ

、
W
=1

0.
5ｍ

・
駅

前
団

地
2
号

線
ほ

か
2
路

線
整

備
事

業
　

L=
16

7
ｍ

、
W=

4
.0

ｍ
・

本
町

大
通

り
線

整
備

事
業

　
L
=1

77
.
5ｍ

、
W
=6

.
0ｍ

・
汐

見
町

3
号

線
整

備
事

業
　

L=
70

ｍ
、

W
=4

.0
ｍ

　
ほ

か

町

広
域

基
幹

林
道

島
前

線
改

良
事

業
・

法
面

改
良

ほ
か

道

林
道

橋
梁

点
検

調
査

事
業

・
林

道
兵

舞
線

橋
梁

補
修

工
事

町

 (
3)

林
道

 (
1)

市
町

村
道

　
道

路

地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

改
善

事
業

・
地

域
公

共
交

通
計

画
策

定
・

デ
マ

ン
ド

バ
ス

運
行

補
助

・
運

行
支

援
業

務
委

託
【

必
要

性
】

当
町

に
お

け
る

交
通

空
白

地
域

の
解

消
を

図
る

と
と

も
に

、
高

齢
者

等
の

交
通

弱
者

の
移

動
の

手
段

を
確

保
す

る
た

め
、

路
線

バ
ス

と
町

内
を

巡
回

す
る

デ
マ

ン
ド

型
交

通
や

タ
ク

シ
ー

等
の

移
動

資
源

を
活

用
・

連
携

し
、

ま
ち

づ
く

り
と

一
体

と
な

っ
た

地
域

交
通

体
系

を
確

立
す

る
必

要
が

あ
る

。
【

効
果

】
地

域
公

共
交

通
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

、
引

き
続

き
、

ド
ア

・
ツ

ー
・

ド
ア

に
よ

る
高

齢
者

等
に

も
優

し
く

利
用

し
や

す
い

地
域

間
公

共
交

通
を

確
保

し
、

外
出

意
欲

の
向

上
と

、
交

通
空

白
地

域
の

解
消

が
図

ら
れ

る
。

町

　
公

共
交

通

町
道

局
部

改
良

事
業

・
福

島
月

崎
幹

線
改

良
（

月
崎

幹
線

橋
取

付
部

、
福

島
大

橋
取

付
部

）
・

福
島

小
学

校
線

局
部

改
良

　
L=

50
ｍ

、
W=

8.
0ｍ

町

町
道

本
町

大
通

り
線

地
す

べ
り

対
策

事
業

・
調

査
測

量
設

計
町

橋
梁

長
寿

命
化

事
業

・
福

島
月

崎
幹

線
改

良
（

月
崎

幹
線

橋
取

付
部

、
福

島
大

橋
取

付
部

）
・

福
島

小
学

校
線

局
部

改
良

　
L=

50
ｍ

、
W=

8.
0ｍ

町

橋
梁

長
寿

命
化

計
画

（
橋

梁
点

検
・

計
画

更
新

）
・

点
検

調
査

委
託

町

整
備

、
交

通
手

段
の

確
保

町
道

舗
装

補
修

事
業

・
館

古
団

地
5
号

線
・

館
崎

線
・

豊
浜

1号
線

ほ
か

町

町
道

整
備

事
業

・
赤

川
3号

線
整

備
事

業
　

L
=1

30
m、

W
=3

.0
～

4
.0

m
・

岩
部

1号
線

整
備

事
業

　
L
=1

40
ｍ

、
W=

3.
0ｍ

・
神

明
町

1
号

線
整

備
事

業
　

L=
11

0ｍ
、

W=
3.

0
ｍ

・
豊

浜
1号

線
整

備
事

業
　

L
=1

00
ｍ

、
W=

7.
5ｍ

・
日

向
団

地
6
号

線
整

備
事

業
　

測
量

調
査

、
L=

1
90

ｍ
、

W=
4.

4ｍ
・

館
古

団
地

1
0
号

線
整

備
事

業
　

調
査

、
L=

65
ｍ

、
W=

5.
0ｍ

・
三

岳
団

地
6
号

線
外

整
備

事
業

　
L=

1
17

ｍ
、

W=
7.

5ｍ
・

川
原

町
汐

見
町

線
整

備
事

業
　

L=
22

9m
、

W=
4.

3m
・

吉
野

館
崎

線
整

備
事

業
　

L
=1

94
ｍ

、
W=

5.
0ｍ

・
吉

田
町

1
号

線
整

備
事

業
　

L=
11

4ｍ
、

W=
4.

2
ｍ

・
駅

前
団

地
2
号

線
外

整
備

事
業

　
L=

1
67

ｍ
、

W=
4.

0ｍ
・

福
島

漁
港

線
外

整
備

事
業

　
L=

20
0ｍ

、
W=

5.
0
ｍ

・
汐

見
町

2
号

線
整

備
事

業
　

L=
88

ｍ
、

W=
4.

5ｍ

町

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

5
 
交

通
施

設
の

整
3
2

備
、

交
通

手
段

の

確
保

(
3
)
 
計

画

71



福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

小
型

動
力

ポ
ン

プ
付

分
団

積
載

車
更

新
事

業
・

小
型

動
力

ポ
ン

プ
付

分
団

積
載

車
更

新
（

吉
野

分
団

）
広

域
事

務
組

合

高
規

格
救

急
自

動
車

更
新

事
業

・
高

規
格

救
急

自
動

車
更

新
　

1台
広

域
事

務
組

合

火
葬

場
施

設
整

備
事

業
・

仮
想

大
交

換
、

温
度

・
圧

力
交

換
機

交
換

　
ほ

か
町

消
火

栓
整

備
事

業
・

消
火

栓
更

新
　

3
基

広
域

事
務

組
合

高
圧

洗
浄

機
更

新
事

業
・

高
圧

洗
浄

機
更

新
広

域
事

務
組

合

 
(
6)

公
営

住
宅

定
住

向
け

町
有

住
宅

整
備

事
業

・
実

施
設

計
、

建
設

工
事

・
既

存
建

物
解

体
町

 
(
5)

消
防

施
設

高
規

格
救

急
自

動
車

更
新

事
業

・
高

規
格

救
急

自
動

車
更

新
　

1
台

広
域

事
務

組
合

浄
水

場
施

設
設

備
更

新
事

業
・

岩
部

・
美

山
浄

水
場

ろ
過

水
量

調
整

機
更

新
　

ほ
か

・
実

施
設

計
町

　
そ

の
他

水
道

施
設

台
帳

整
備

事
業

・
水

道
施

設
台

帳
整

備
業

務
委

託
町

 
(
2)

下
水

道
処

理
施

設
浄

化
槽

市
町

村
整

備
推

進
事

業
・

浄
化

槽
整

備
町

　
そ

の
他

 
(
4)

火
葬

場

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

5 
生

活
環

境
の

 
(
1)

水
道

施
設

中
塚

橋
配

水
管

移
設

事
業

・
実

施
設

計
、

既
設

管
撤

去
・

配
水

管
架

橋
添

架
町

整
備

　
簡

易
水

道

塩
釜

地
区

配
水

管
移

設
事

業
・

配
水

管
移

設
　

φ
30

0 
L=

2
13

.0
m(

全
体

)
町

老
朽

配
水

管
更

新
事

業
・

老
朽

配
水

管
更

新
・

吉
野

地
区

配
水

管
　

ほ
か

町

日
出

地
区

配
水

管
復

旧
事

業
・

実
施

設
計

・
配

水
管

復
旧

　
φ

3
0
0 

L
=
76

.0
m

町

 (
3)

廃
棄

物
処

理
施

設

　
そ

の
他

　
そ

の
他

 (
2)

下
水

道
処

理
施

設

　
そ

の
他

老
朽

配
水

管
更

新
事

業
・

老
朽

配
水

管
更

新
・

吉
野

地
区

配
水

管
　

ほ
か

町

浄
水

場
施

設
設

備
更

新
事

業
・

岩
部

・
美

山
浄

水
場

ろ
過

水
量

調
整

機
更

新
　

ほ
か

・
実

施
設

計
町

水
道

施
設

台
帳

整
備

事
業

・
水

道
施

設
台

帳
整

備
業

務
委

託
町

水
道

事
業

会
計

シ
ス

テ
ム

等
更

新
事

業
・

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

、
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
更

新
町

浄
化

槽
市

町
村

整
備

推
進

事
業

・
浄

化
槽

整
備

町

有
害

鳥
獣

処
理

施
設

整
備

事
業

・
有

害
鳥

獣
減

容
化

処
理

施
設

整
備

町

 (
4)

火
葬

場
火

葬
場

施
設

整
備

事
業

・
仮

想
大

交
換

、
温

度
・

圧
力

交
換

機
交

換
　

ほ
か

町

 (
5)

消
防

施
設

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

更
新

事
業

(C
D-

1型
)

・
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
(C

D
-
1型

)　
1台

広
域

事
務

組
合

5
 生

活
環

境
の

整
備

塩
釜

地
区

配
水

管
移

設
事

業
・

配
水

管
移

設
　

φ
3
0
0 

L
=
21

3.
0m

(
全

体
)

町

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

 (
1)

水
道

施
設

中
塚

橋
配

水
管

移
設

事
業

・
実

施
設

計
、

既
設

管
撤

去
・

配
水

管
架

橋
添

架
町

　
簡

易
水

道

　
　

イ
　

環
境

衛
生

施
設

の
整

備
　

　
　

①
　

分
別

収
集

と
資

源
リ

サ
イ

ク
ル

に
係

る
積

極
的

な
Ｐ

Ｒ
活

動
に

努
め

、
家

庭
か

ら
出

る
ゴ

ミ
の

減
量

化
を

　
　

　
　

推
進

す
る

と
と

も
に

、
ゴ

ミ
再

生
処

理
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
の

適
正

処
理

を
推

進
し

資
　

　
　

　
源

ご
み

の
リ

サ
イ

ク
ル

率
を

高
め

ま
す

。
　

　
　

②
　

限
り

あ
る

資
源

の
有

効
活

用
を

推
進

す
る

た
め

、
循

環
型

社
会

の
形

成
に

向
け

て
必

要
な

施
設

整
備

を
促

　
　

　
　

進
し

ま
す

。
　

　
　

③
　

産
業

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

、
事

業
者

に
対

し
て

不
法

処
理

の
な

い
よ

う
指

導
の

強
化

を
図

り
ま

す
。

　
　

　
④

　
有

害
鳥

獣
捕

獲
後

の
適

正
な

処
理

に
係

る
負

担
軽

減
を

図
る

た
め

、
減

容
化

処
理

施
設

を
整

備
し

ま
す

。

　
　

イ
　

環
境

衛
生

施
設

の
整

備
　

　
　

①
　

分
別

収
集

と
資

源
リ

サ
イ

ク
ル

に
係

る
積

極
的

な
Ｐ

Ｒ
活

動
に

努
め

、
家

庭
か

ら
出

る
ゴ

ミ
の

減
量

化
を

　
　

　
　

推
進

す
る

と
と

も
に

、
ゴ

ミ
再

生
処

理
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
の

適
正

処
理

を
推

進
し

資
　

　
　

　
源

ご
み

の
リ

サ
イ

ク
ル

率
を

高
め

ま
す

。
　

　
　

②
　

限
り

あ
る

資
源

の
有

効
活

用
を

推
進

す
る

た
め

、
循

環
型

社
会

の
形

成
に

向
け

て
必

要
な

施
設

整
備

を
促

　
　

　
　

進
し

ま
す

。
　

　
　

③
　

産
業

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

、
事

業
者

に
対

し
て

不
法

処
理

の
な

い
よ

う
指

導
の

強
化

を
図

り
ま

す
。

　
　

　
④

　
有

害
鳥

獣
捕

獲
後

の
適

正
な

処
理

に
係

る
負

担
軽

減
を

図
る

た
め

、
減

容
化

処
理

施
設

の
適

正
な

維
持

管
　

　
　

　
理

に
努

め
ま

す
。

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

6
 
生

活
環

境
の

整
3
5

1
9

備
～

(
2
)
 
そ

の
対

策
2
0

6
 
生

活
環

境
の

整
3
6

備 (
3
)
 
計

画

ホ
ー

ス
乾

燥
昇

降
装

置
交

換
事

業
・

ホ
ー

ス
乾

燥
昇

降
装

置
交

換
一

式
広

域
事

務
組

合
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計
画
　
新
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対
照
表

街
路

灯
助

成
事

業
・

街
路

灯
料

金
助

成
【

必
要

性
】

町
内

の
各

町
内

会
に

お
い

て
は

、
人

口
の

減
少

に
伴

う
会

員
数

の
減

少
及

び
高

齢
化

に
よ

り
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

維
持

が
課

題
と

な
っ

て
お

り
、

会
員

数
減

に
よ

る
経

済
的

負
担

の
軽

減
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
【

効
果

】
街

灯
料

金
の

助
成

に
よ

り
、

町
内

会
に

お
け

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
維

持
と

夜
間

に
お

け
る

安
全

な
通

行
の

確
保

及
び

防
犯

効
果

が
期

待
で

き
る

。

町

 
(
8)

そ
の

他
普

通
河

川
河

道
整

備
事

業
・

堆
積

物
の

除
去

等
町 町

交
通

安
全

施
設

事
業

・
区

画
線

整
備

ほ
か

町

新
緑

公
園

整
備

事
業

・
公

園
長

寿
命

の
た

め
の

整
備

、
グ

ラ
ウ

ン
ド

整
備

・
公

園
照

明
施

設
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化

　
そ

の
他

普
通

河
川

河
道

整
備

事
業

・
堆

積
物

の
除

去
等

町

普
通

河
川

宮
歌

川
支

流
護

岸
改

修
事

業
・

護
岸

改
修

町

新
緑

公
園

整
備

事
業

・
公

園
長

寿
命

の
た

め
の

整
備

、
グ

ラ
ウ

ン
ド

整
備

・
公

園
照

明
施

設
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
町

交
通

安
全

施
設

事
業

・
区

画
線

整
備

ほ
か

町

 (
8)

そ
の

他

街
路

灯
助

成
事

業
・

街
路

灯
料

金
助

成
【

必
要

性
】

町
内

の
各

町
内

会
に

お
い

て
は

、
人

口
の

減
少

に
伴

う
会

員
数

の
減

少
及

び
高

齢
化

に
よ

り
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

維
持

が
課

題
と

な
っ

て
お

り
、

会
員

数
減

に
よ

る
経

済
的

負
担

の
軽

減
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
【

効
果

】
街

灯
料

金
の

助
成

に
よ

り
、

町
内

会
に

お
け

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
維

持
と

夜
間

に
お

け
る

安
全

な
通

行
の

確
保

及
び

防
犯

効
果

が
期

待
で

き
る

。

町

浄
化

槽
推

進
促

進
事

業
・

浄
化

槽
推

進
補

助
金

【
必

要
性

】
当

町
は

、
豊

か
な

自
然

に
恵

ま
れ

た
ま

ち
で

あ
り

、
こ

れ
ら

を
資

源
と

し
て

活
か

し
た

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
お

り
、

こ
の

豊
か

な
自

然
を

将
来

に
わ

た
っ

て
引

き
継

い
で

い
く

た
め

に
、

生
活

排
水

対
策

は
重

要
な

施
策

の
一

つ
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
町

内
全

域
に

お
い

て
生

活
排

水
対

策
を

進
め

る
と

と
も

に
、

全
て

の
町

民
が

生
活

排
水

を
処

理
す

る
こ

と
を

目
標

と
し

、
浄

化
槽

等
に

よ
っ

て
公

共
水

域
の

汚
濁

防
止

な
ら

び
に

水
洗

化
に

よ
る

生
活

環
境

の
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

水
洗

ト
イ

レ
改

修
費

用
の

助
成

に
よ

り
、

改
修

経
費

の
負

担
軽

減
と

公
共

水
域

の
汚

濁
防

止
、

生
活

環
境

の
改

善
が

図
ら

れ
る

。

町

　
環

境

 (
7)

過
疎

地
域

持
続

的

　
　

発
展

特
別

事
業

 
(
7)

過
疎

地
域

持
続

的

三
岳

団
地

雁
木

屋
上

防
水

改
修

事
業

・
改

修
工

事
　

7棟
72

戸
(全

体
)

町

町
営

住
宅

共
用

証
明

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

事
業

・
住

宅
共

用
部

照
明

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

　
15

棟
12

4戸
町

町
営

住
宅

火
災

報
知

器
設

置
事

業
・

火
災

報
知

器
設

置
町

定
住

向
け

町
有

住
宅

整
備

事
業

・
実

施
設

計
、

建
設

工
事

・
既

存
建

物
解

体
町

　
そ

の
他

消
火

栓
整

備
事

業
・

消
火

栓
更

新
　

3
基

広
域

事
務

組
合

 (
6)

公
営

住
宅

三
岳

団
地

汚
水

管
改

修
事

業
・

汚
水

管
改

修
　

2
棟

2
4戸

町

美
山

団
地

屋
根

及
び

外
壁

塗
装

改
修

事
業

・
屋

根
及

び
外

壁
補

修
　

2棟
20

戸
町

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

消
防

救
急

デ
ジ

タ
ル

無
線

管
理

監
視

制
御

卓
更

新
事

業
・

デ
ジ

タ
ル

無
線

管
理

監
視

制
御

卓
更

新
一

式
広

域
事

務
組

合

消
防

指
揮

広
報

車
購

入
事

業
・

消
防

指
揮

広
報

車
　

1台
広

域
事

務
組

合

浄
化

槽
推

進
促

進
事

業
・

浄
化

槽
推

進
補

助
金

【
必

要
性

】
当

町
は

、
豊

か
な

自
然

に
恵

ま
れ

た
ま

ち
で

あ
り

、
こ

れ
ら

を
資

源
と

し
て

活
か

し
た

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
お

り
、

こ
の

豊
か

な
自

然
を

将
来

に
わ

た
っ

て
引

き
継

い
で

い
く

た
め

に
、

生
活

排
水

対
策

は
重

要
な

施
策

の
一

つ
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
町

内
全

域
に

お
い

て
生

活
排

水
対

策
を

進
め

る
と

と
も

に
、

全
て

の
町

民
が

生
活

排
水

を
処

理
す

る
こ

と
を

目
標

と
し

、
浄

化
槽

等
に

よ
っ

て
公

共
水

域
の

汚
濁

防
止

な
ら

び
に

水
洗

化
に

よ
る

生
活

環
境

の
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

水
洗

ト
イ

レ
改

修
費

用
の

助
成

に
よ

り
、

改
修

経
費

の
負

担
軽

減
と

公
共

水
域

の
汚

濁
防

止
、

生
活

環
境

の
改

善
が

図
ら

れ
る

。

町

　
　

発
展

特
別

事
業

　
環

境

6
 
生

活
環

境
の

整

備 (
3
)
 
計

画

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

3
7

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後
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福
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町
過
疎
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続
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発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

　
　

ウ
　

高
齢

者
福

祉
　

　
　

　
当

町
の

高
齢

化
は

全
国

平
均

を
上

回
る

ペ
ー

ス
で

進
ん

で
お

り
、

令
和

2
年

1
0
月

現
在

6
5
歳

以
上

の
高

齢
　

　
　

化
率

は
4
9
.
3
％

（
約

2
人

に
1
人

）
、

7
5
歳

以
上

の
後

期
高

齢
者

は
2
6
.
2
％

（
約

4
人

に
1
人

）
と

な
っ

て
　

　
　

お
り

、
そ

れ
に

伴
い

増
加

が
見

込
ま

れ
る

認
知

症
高

齢
者

や
医

療
ニ

ー
ズ

の
高

い
高

齢
者

、
単

身
高

齢
者

の
み

　
　

　
世

帯
へ

の
対

応
が

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

こ
の

よ
う

な
中

、
当

町
で

は
、

令
和

3
年

3
月

に
「

第
8
期

福
島

町
高

齢
者

保
健

福
祉

計
画

・
介

護
保

険
事

　
　

　
業

計
画

」
を

策
定

し
、

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
推

進
を

図
り

な
が

ら
、

高
齢

者
が

豊
に

い
き

い
き

と
暮

　
　

　
ら

せ
る

地
域

共
生

社
会

の
形

成
を

目
指

し
、

健
康

や
予

防
へ

の
関

心
を

高
め

、
健

康
増

進
や

予
防

に
対

す
る

取
　

　
　

り
組

み
を

促
す

と
と

も
に

、
積

極
的

に
ニ

ー
ズ

に
あ

っ
た

地
域

活
動

に
参

加
で

き
る

環
境

づ
く

り
の

た
め

、
関

　
　

　
係

機
関

と
連

携
・

協
力

し
取

り
組

み
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

こ
れ

ま
で

当
町

で
は

、
一

人
暮

し
に

不
安

を
抱

え
て

い
る

高
齢

者
が

安
心

し
て

生
活

を
送

る
こ

と
が

で
き

る
　

　
　

環
境

と
し

て
、

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
や

生
活

支
援

ハ
ウ

ス
、

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
が

整
備

さ
れ

、
高

齢
者

が
住

　
　

　
み

な
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

生
活

を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

取
り

組
み

を
進

め
て

お
り

ま
す

が
、

い
　

　
　

ず
れ

の
高

齢
者

福
祉

施
設

も
老

朽
化

が
進

ん
で

い
る

た
め

、
計

画
的

な
改

修
等

に
よ

り
維

持
・

保
全

に
努

め
る

　
　

　
必

要
が

あ
り

ま
す

。

　
　

ウ
　

高
齢

者
福

祉
　

　
　

　
当

町
の

高
齢

化
は

全
国

平
均

を
上

回
る

ペ
ー

ス
で

進
ん

で
お

り
、

令
和

7
年

1
0
月

現
在

6
5
歳

以
上

の
高

齢
　

　
　

化
率

は
5
1
.
0
2
％

（
約

2
人

に
1
人

）
、

7
5
歳

以
上

の
後

期
高

齢
者

は
2
9
.
4
9
％

（
約

3
人

に
1
人

）
と

な
っ

て
　

　
　

お
り

、
そ

れ
に

伴
い

増
加

が
見

込
ま

れ
る

認
知

症
高

齢
者

や
医

療
ニ

ー
ズ

の
高

い
高

齢
者

、
単

身
高

齢
者

の
み

　
　

　
世

帯
へ

の
対

応
が

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

こ
の

よ
う

な
中

、
当

町
で

は
、

令
和

6
年

3
月

に
「

第
9
期

福
島

町
高

齢
者

保
健

福
祉

計
画

・
介

護
保

険
事

　
　

　
業

計
画

」
を

策
定

し
、

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
推

進
を

図
り

な
が

ら
、

高
齢

者
が

豊
か

に
い

き
い

き
と

暮
　

　
　

ら
せ

る
地

域
共

生
社

会
の

形
成

を
目

指
し

、
健

康
や

予
防

へ
の

関
心

を
高

め
、

健
康

増
進

や
予

防
に

対
す

る
取

　
　

　
り

組
み

を
促

す
と

と
も

に
、

積
極

的
に

ニ
ー

ズ
に

あ
っ

た
地

域
活

動
に

参
加

で
き

る
環

境
づ

く
り

の
た

め
、

関
　

　
　

係
機

関
と

連
携

・
協

力
し

取
り

組
み

を
推

進
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

　
　

　
こ

れ
ま

で
当

町
で

は
、

一
人

暮
し

に
不

安
を

抱
え

て
い

る
高

齢
者

が
安

心
し

て
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

　
　

　
環

境
と

し
て

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

や
生

活
支

援
ハ

ウ
ス

、
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

が
整

備
さ

れ
、

高
齢

者
が

住
　

　
　

み
な

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
生

活
を

継
続

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
取

り
組

み
を

進
め

て
お

り
ま

す
が

、
い

　
　

　
ず

れ
の

高
齢

者
福

祉
施

設
も

老
朽

化
が

進
ん

で
い

る
た

め
、

計
画

的
な

改
修

等
に

よ
り

維
持

・
保

全
に

努
め

る
　

　
　

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
　

ウ
　

高
齢

者
福

祉
　

　
　

①
　

高
齢

者
が

疾
病

を
抱

え
て

も
、

自
宅

等
の

住
み

慣
れ

た
生

活
の

場
で

療
養

し
、

自
分

ら
し

く
生

活
を

続
け

　
　

　
　

ら
れ

る
よ

う
、

福
島

町
三

師
会

等
の

協
力

を
得

な
が

ら
在

宅
医

療
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

等
の

情
報

共
有

等
、

様
々

　
　

　
　

な
局

面
で

連
携

で
き

る
体

制
の

構
築

を
図

り
ま

す
。

　
　

　
②

　
高

齢
者

が
で

き
る

限
り

健
康

な
生

涯
を

送
れ

る
よ

う
、

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

や
「

ふ
れ

あ
い

教
室

」
　

　
　

　
な

ど
を

通
じ

て
「

自
分

の
健

康
は

自
分

で
守

る
」

と
い

う
こ

と
を

基
本

と
し

な
が

ら
、

今
後

も
継

続
し

て
高

　
　

　
　

齢
者

の
交

流
を

図
り

、
ま

た
生

活
機

能
の

低
下

を
防

ぐ
た

め
、

介
護

予
防

対
策

を
引

き
続

き
推

進
し

、
介

護
　

　
　

　
を

必
要

と
し

な
い

高
齢

者
が

増
加

す
る

よ
う

努
め

ま
す

。
　

　
　

③
　

ひ
と

り
暮

ら
し

の
高

齢
者

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
よ

う
、

介
護

支
援

サ
ー

ポ
ー

タ
ー

　
　

　
　

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

よ
る

見
守

り
等

の
事

業
を

推
進

し
ま

す
。

　
　

　
④

　
災

害
時

に
高

齢
者

な
ど

の
災

害
時

要
援

護
者

が
迅

速
に

避
難

で
き

る
よ

う
、

「
災

害
時

要
援

護
者

避
難

支
　

　
　

　
援

プ
ラ

ン
」

に
基

づ
い

た
体

制
づ

く
り

を
整

備
し

ま
す

。
　

　
　

⑤
　

町
が

実
施

す
る

老
人

福
祉

事
業

そ
の

他
の

福
祉

行
政

に
使

用
す

る
と

と
も

に
、

関
係

機
関

、
団

体
等

が
実

　
　

　
　

施
す

る
老

人
福

祉
活

動
や

地
域

福
祉

活
動

に
利

用
さ

れ
る

福
祉

バ
ス

は
、

2
8
年

が
経

過
し

老
朽

化
が

著
し

い
　

　
　

　
こ

と
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新
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。
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、
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を
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要
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し
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高
齢

者
が

増
加

す
る

よ
う

努
め

ま
す

。
　

　
　

③
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と

り
暮
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し
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高
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み
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た
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し
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暮
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よ
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、
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援
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ー

ポ
ー
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ー

　
　

　
　

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

よ
る

見
守

り
等

の
事

業
を

推
進

し
ま

す
。

　
　

　
④

　
災

害
時

に
高

齢
者

な
ど

の
災

害
時

要
援

護
者

が
迅
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に

避
難
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よ
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、
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災

害
時
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護
者
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難

支
　

　
　

　
援

プ
ラ

ン
」

に
基

づ
い

た
体

制
づ

く
り

を
整

備
し

ま
す

。
　

　
　

⑤
　

町
が

実
施

す
る

老
人

福
祉

事
業

そ
の

他
の

福
祉

行
政

に
使

用
す

る
と

と
も

に
、

関
係

機
関

、
団

体
等

が
実

　
　

　
　

施
す

る
老

人
福

祉
活

動
や

地
域

福
祉

活
動

に
利

用
さ

れ
る

福
祉

バ
ス

の
適

正
な

維
持

管
理

に
努

め
ま

す
。
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進
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7
 
子

育
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2
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保

、
高
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者

等
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健
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び
福

祉
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及
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進
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現
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7
　

子
育

て
環

境
の

確
保

、
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

ア
　

子
育

て
環

境
の

確
保

等
　

　
　

　
急

激
な

少
子

高
齢

化
の

進
展

に
よ

り
人

口
減

少
が

続
く

中
で

、
子

ど
も

・
子

育
て

環
境

は
時

代
と

と
も

に
大

　
　

　
き

く
変

革
し

、
女

性
活

躍
社

会
や

子
育

て
世

代
の

急
激

な
環

境
変

化
が

あ
り

、
子

ど
も

を
産

み
育

て
る

こ
と

に
　

　
　

対
す

る
不

安
や

身
近

な
地

域
に

相
談

で
き

る
相

手
が

い
な

い
な

ど
、

家
庭

や
地

域
に

お
け

る
子

育
て

力
の

低
下

　
　

　
も

懸
念

さ
れ

て
お

り
、

大
き

な
課

題
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

当
町

に
お

い
て

は
、

子
ど

も
子

育
て

支
援

新
制

度
に

基
づ

き
、

急
激

に
進

行
す

る
過

疎
化

や
少

子
化

に
対

応
　

　
　

す
る

た
め

、
子

ど
も

は
地

域
の

宝
で

あ
る

と
い

う
考

え
の

下
、

子
ど

も
を

産
み

育
て

や
す

い
環

境
の

充
実

を
図

　
　

　
る

た
め

、
認

定
こ

ど
も

園
や

地
域

子
育

て
支

援
セ

ン
タ

ー
、

学
童

保
育

の
運

営
を

は
じ

め
、

子
育

て
世

代
の

経
　

　
　

済
的

負
担

の
軽

減
を

目
的

と
し

た
出

産
祝

金
の

支
給

、
保

育
料

、
医

療
費

及
び

給
食

費
の

無
料

化
な

ど
、

地
域

　
　

　
全

体
で

子
育

て
を

応
援

す
る

様
々

な
支

援
策

を
ハ

ー
ド

、
ソ

フ
ト

の
両

面
か

ら
展

開
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り
　

　
　

ま
す

。
　

　
　

　
子

育
て

中
の

親
に

は
、

育
児

に
対

す
る

精
神

的
・

肉
体

的
負

担
感

、
育

児
経

費
の

増
大

に
よ

る
経

済
的

負
担

　
　

　
な

ど
、

不
安

や
負

担
が

増
大

し
て

お
り

、
ま

た
、

全
国

的
に

児
童

虐
待

が
顕

著
に

な
っ

て
い

る
現

状
に

お
い

て
、

　
　

　
子

育
て

家
庭

の
孤

立
が

大
き

な
問

題
に

な
っ

て
い

ま
す

。
　

　
　

　
こ

の
た

め
、

子
育

て
は

家
庭

を
基

本
と

し
て

お
り

ま
す

が
、

保
健

師
な

ど
に

よ
る

育
児

教
室

や
地

域
子

育
て

　
　

　
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
交

流
促

進
な

ど
、

子
育

て
家

庭
に

対
す

る
交

流
機

会
の

提
供

、
相

談
体

制
の

充
実

を
　

　
　

図
っ

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

ま
た

、
ひ

と
り

親
家

庭
に

つ
い

て
は

、
経

済
的

自
立

と
生

活
意

欲
助

長
の

た
め

、
適

切
な

相
談

・
指

導
、

援
　

　
　

助
を

進
め

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

人
口

4
,
0
0
0
人

を
割

り
込

む
厳

し
い

現
状

に
お

い
て

、
次

の
時

代
へ

「
ま

ち
」

を
つ

な
い

で
い

く
こ

と
が

大
　

　
　

き
な

課
題

と
な

っ
て

お
り

、
時

代
の

変
化

と
と

も
に

多
様

化
す

る
ニ

ー
ズ

を
的

確
に

と
ら

え
、

切
れ

目
の

な
い

　
　

　
子

育
て

支
援

を
実

現
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
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の
運
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を

は
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の
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の
軽
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目
的

と
し

た
出

産
祝

金
の

支
給

、
保

育
料

、
医

療
費

及
び

給
食

費
の

無
料

化
な

ど
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、
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児
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る
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、
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大
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な
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児
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に
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制
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充
実
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図
っ

て
お

り
ま

す
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、
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り

親
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に
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切
な

相
談

・
指

導
、

援
　

　
　

助
を

進
め

て
お

り
ま

す
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厳
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に
お
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、
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の
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代
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を
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が
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課
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と
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、
時

代
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変
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と
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る
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的
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、
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す

。
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的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

出
産

祝
金

交
付

事
業

・
出

産
祝

金
の

支
給

【
必

要
性

】
人

口
減

少
対

策
と

し
て

、
子

育
て

し
や

す
い

環
境

の
整

備
が

必
要

で
あ

り
、

子
育

て
世

代
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
【

効
果

】
出

産
祝

金
の

支
給

に
よ

り
子

育
て

世
代

の
経

済
的

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

移
住

者
や

若
者

等
の

定
住

を
促

進
し

人
口

の
増

加
が

図
ら

れ
る

。

町

 
(
2)

高
齢

者
福

祉
施

設
生

活
支

援
ハ

ウ
ス

改
修

事
業

・
給

湯
ボ

イ
ラ

ー
更

新
・

屋
根

防
水

、
外

壁
塗

装
　

外
町

　
高

齢
者

生
活

福
祉

セ

ン
タ

ー

　
老

人
ホ

ー
ム

老
人

福
祉

施
設

整
備

事
業

(デ
イ

)
・

施
設

本
体

の
施

設
改

修
助

成
金

町

 
(
8)

過
疎

地
域

持
続

的
医

療
費

助
成

事
業

・
高

校
生

ま
で

の
医

療
費

の
無

料
化

【
必

要
性

】
人

口
減

少
対

策
と

し
て

、
子

育
て

し
や

す
い

環
境

の
整

備
が

必
要

で
あ

り
、

子
育

て
世

代
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
【

効
果

】
通

院
・

入
院

と
も

に
高

校
生

ま
で

拡
大

し
、

医
療

費
自

己
負

担
分

を
全

額
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
子

育
て

世
代

の
負

担
軽

減
を

図
り

、
子

ど
も

の
保

健
の

向
上

と
福

祉
増

進
を

図
る

と
と

も
に

、
定

住
促

進
と

少
子

化
防

止
を

推
進

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

町

　
　

発
展

特
別

事
業

　
児

童
福

祉

6 
子

育
て

環
境

の
確

保
、

高
齢

者
等

の
保

健
及

び
福

祉
の

向
上

及
び

増
進

生
活

支
援

ハ
ウ

ス
改

修
事

業
・

給
湯

ボ
イ

ラ
ー

更
新

・
屋

根
防

水
、

外
壁

塗
装

　
外

町

老
人

福
祉

施
設

整
備

事
業

(特
養

)
・

施
設

本
体

の
大

規
模

改
修

助
成

金
町

老
人

福
祉

施
設

整
備

事
業

(デ
イ

)
・

施
設

本
体

の
施

設
改

修
助

成
金

町

医
療

費
助

成
事

業
・

高
校

生
ま

で
の

医
療

費
の

無
料

化
【

必
要

性
】

人
口

減
少

対
策

と
し

て
、

子
育

て
し

や
す

い
環

境
の

整
備

が
必

要
で

あ
り

、
子

育
て

世
代

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

【
効

果
】

通
院

・
入

院
と

も
に

高
校

生
ま

で
拡

大
し

、
医

療
費

自
己

負
担

分
を

全
額

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
、

子
育

て
世

代
の

負
担

軽
減

を
図

り
、

子
ど

も
の

保
健

の
向

上
と

福
祉

増
進

を
図

る
と

と
も

に
、

定
住

促
進

と
少

子
化

防
止

を
推

進
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

町

出
産

祝
金

交
付

事
業

・
出

産
祝

金
の

支
給

【
必

要
性

】
人

口
減

少
対

策
と

し
て

、
子

育
て

し
や

す
い

環
境

の
整

備
が

必
要

で
あ

り
、

子
育

て
世

代
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
【

効
果

】
出

産
祝

金
の

支
給

に
よ

り
子

育
て

世
代

の
経

済
的

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

移
住

者
や

若
者

等
の

定
住

を
促

進
し

人
口

の
増

加
が

図
ら

れ
る

。

町

 (
8)

過
疎

地
域

持
続

的

　
　

発
展

特
別

事
業

　
児

童
福

祉

び
福

祉
の

向
上

 (
2)

高
齢

者
福

祉
施

設

及
び

増
進

　
高

齢
者

生
活

福
祉

セ

ン
タ

ー

　
老

人
ホ

ー
ム

6
 子

育
て

環
境

 (
2)

認
定

子
ど

も
園

認
定

こ
ど

も
園

福
島

保
育

所
改

修
事

業
・

実
施

設
計

・
長

寿
命

化
改

修
工

事
町

の
確

保
、

高
齢

者
等

の
保

健
及

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体
持

続
的

発
展

施
策

区
分

事
　

業
　

名
（

施
設

名
）

事
業

内
容

事
業

主
体

7
 
子

育
て

環
境

の
4
0

確
保

、
高

齢
者

等

の
保

健
及

び
福

祉

の
向

上
及

び
増

進

(
3
)
 
計

画

（
3
）

計
画

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後
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福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

が
ん

検
診

推
進

事
業

・
各

が
ん

検
診

(胃
・

肺
、

大
腸

、
乳

、
子

宮
)委

託

冬
の

生
活

支
援

事
業

・
冬

期
間

の
増

嵩
経

費
助

成
【

必
要

性
】

低
所

得
の

高
齢

者
等

が
地

域
に

お
い

て
自

立
し

た
生

活
を

継
続

す
る

た
め

、
冬

期
間

に
必

要
な

暖
房

用
燃

料
の

一
部

を
助

成
す

る
必

要
が

あ
る

。
【

効
果

】
低

所
得

高
齢

者
世

帯
等

に
対

し
冬

期
間

の
増

嵩
経

費
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
経

済
的

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

自
立

し
た

生
活

の
継

続
と

福
祉

の
向

上
が

図
ら

れ
る

。

町

安
心

生
活

創
造

事
業

・
見

守
り

・
買

い
物

支
援

【
必

要
性

】
一

人
暮

ら
し

の
高

齢
者

が
地

域
に

お
い

て
自

立
し

た
生

活
を

継
続

す
る

た
め

、
日

常
生

活
に

お
け

る
安

全
確

認
や

買
い

物
支

援
等

に
よ

る
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

【
効

果
】

高
齢

者
等

の
生

活
基

盤
支

援
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
一

人
暮

ら
し

世
帯

等
が

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
支

援
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

生
活

が
継

続
で

き
る

。

町

重
度

心
身

障
が

い
者

等
タ

ク
シ

ー
料

金
助

成
事

業
・

重
度

心
身

障
が

い
者

等
タ

ク
シ

ー
料

金
助

成
【

必
要

性
】

地
域

に
お

い
て

障
害

を
持

つ
方

が
安

心
し

て
生

活
で

き
る

環
境

の
整

備
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

自
立

し
た

生
活

が
継

続
で

き
る

環
境

の
整

備
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

【
効

果
】

重
度

身
体

障
害

者
な

ど
で

病
院

へ
の

通
院

が
困

難
な

た
め

、
移

動
手

段
を

タ
ク

シ
ー

に
頼

っ
て

い
る

方
に

対
し

て
タ

ク
シ

ー
料

金
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
で

、
重

度
身

体
障

害
者

な
ど

の
生

活
の

利
便

性
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

自
立

し
た

生
活

が
継

続
で

き
る

。

町

（
3
）

計
画

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体
持

続
的

発
展

施
策

区
分

事
　

業
　

名
（

施
設

名
）

事
業

内
容

事
業

主
体

　
高

齢
者

・
障

害
者

福
高

齢
者

等
屋

根
雪

下
し

費
用

助
成

事
業

・
高

齢
者

等
屋

根
雪

下
し

費
用

助
成

【
必

要
性

】
高

齢
者

が
地

域
で

安
全

・
安

心
し

て
暮

ら
し

て
い

く
た

め
に

は
、

冬
期

間
に

お
け

る
除

雪
の

課
題

が
大

き
な

負
担

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

う
し

た
課

題
を

解
決

す
る

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

自
力

で
の

雪
下

ろ
し

が
困

難
な

65
歳

以
上

の
高

齢
者

だ
け

の
世

帯
や

障
害

者
の

世
帯

等
に

対
し

屋
根

の
雪

下
ろ

し
費

用
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
冬

期
間

に
お

け
る

高
齢

者
等

の
安

全
を

確
保

し
、

経
済

的
な

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

福
祉

の
向

上
が

図
ら

れ
る

。

町

祉

　
高

齢
者

・
障

害
者

福
高

齢
者

等
屋

根
雪

下
し

費
用

助
成

事
業

・
高

齢
者

等
屋

根
雪

下
し

費
用

助
成

【
必

要
性

】
高

齢
者

が
地

域
で

安
全

・
安

心
し

て
暮

ら
し

て
い

く
た

め
に

は
、

冬
期

間
に

お
け

る
除

雪
の

課
題

が
大

き
な

負
担

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

う
し

た
課

題
を

解
決

す
る

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

自
力

で
の

雪
下

ろ
し

が
困

難
な

65
歳

以
上

の
高

齢
者

だ
け

の
世

帯
や

障
害

者
の

世
帯

等
に

対
し

屋
根

の
雪

下
ろ

し
費

用
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
冬

期
間

に
お

け
る

高
齢

者
等

の
安

全
を

確
保

し
、

経
済

的
な

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

福
祉

の
向

上
が

図
ら

れ
る

。

町 町
 
(
9)

そ
の

他
い

き
い

き
健

康
ふ

く
し

ま
21

推
進

事
業

・
健

康
カ

レ
ン

ダ
ー

の
作

成
等

老
人

福
祉

バ
ス

更
新

事
業

・
4
4人

乗
り

　
1
台

更
新

町

の
向

上
及

び
増

進

(
3
)
 
計

画

7
 
子

育
て

環
境

の
4
1

確
保

、
高

齢
者

等

の
保

健
及

び
福

祉

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

 (
9)

そ
の

他
い

き
い

き
健

康
ふ

く
し

ま
21

推
進

事
業

・
健

康
カ

レ
ン

ダ
ー

の
作

成
等

町 町

吉
岡

温
泉

改
修

事
業

・
深

井
戸

水
中

モ
ー

タ
ー

ポ
ン

プ
入

替
・

揚
湯

管
交

換
町

安
心

生
活

創
造

事
業

・
見

守
り

・
買

い
物

支
援

【
必

要
性

】
一

人
暮

ら
し

の
高

齢
者

が
地

域
に

お
い

て
自

立
し

た
生

活
を

継
続

す
る

た
め

、
日

常
生

活
に

お
け

る
安

全
確

認
や

買
い

物
支

援
等

に
よ

る
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

【
効

果
】

高
齢

者
等

の
生

活
基

盤
支

援
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
一

人
暮

ら
し

世
帯

等
が

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
支

援
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
立

し
た

生
活

が
継

続
で

き
る

。

町

重
度

心
身

障
が

い
者

等
タ

ク
シ

ー
料

金
助

成
事

業
・

重
度

心
身

障
が

い
者

等
タ

ク
シ

ー
料

金
助

成
【

必
要

性
】

地
域

に
お

い
て

障
害

を
持

つ
方

が
安

心
し

て
生

活
で

き
る

環
境

の
整

備
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

自
立

し
た

生
活

が
継

続
で

き
る

環
境

の
整

備
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

【
効

果
】

重
度

身
体

障
害

者
な

ど
で

病
院

へ
の

通
院

が
困

難
な

た
め

、
移

動
手

段
を

タ
ク

シ
ー

に
頼

っ
て

い
る

方
に

対
し

て
タ

ク
シ

ー
料

金
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
で

、
重

度
身

体
障

害
者

な
ど

の
生

活
の

利
便

性
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

自
立

し
た

生
活

が
継

続
で

き
る

。

町

祉

冬
の

生
活

支
援

事
業

・
冬

期
間

の
増

嵩
経

費
助

成
【

必
要

性
】

低
所

得
の

高
齢

者
等

が
地

域
に

お
い

て
自

立
し

た
生

活
を

継
続

す
る

た
め

、
冬

期
間

に
必

要
な

暖
房

用
燃

料
の

一
部

を
助

成
す

る
必

要
が

あ
る

。
【

効
果

】
低

所
得

高
齢

者
世

帯
等

に
対

し
冬

期
間

の
増

嵩
経

費
の

一
部

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
経

済
的

負
担

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、

自
立

し
た

生
活

の
継

続
と

福
祉

の
向

上
が

図
ら

れ
る

。

町

が
ん

検
診

推
進

事
業

・
各

が
ん

検
診

(
胃

・
肺

、
大

腸
、

乳
、

子
宮

)
委

託
町

吉
岡

温
泉

改
修

事
業

・
深

井
戸

水
中

モ
ー

タ
ー

ポ
ン

プ
入

替
・

揚
湯

管
交

換
町

吉
岡

温
泉

整
備

事
業

・
基

本
設

計
・

実
施

設
計

委
託

業
務

・
施

設
整

備
・

防
音

壁
設

置
、

油
煙

・
煤

塵
除

去
及

び
排

気
希

釈
装

置
設

置

町
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ウ
　

高
等

学
校

教
育

の
充

実
　

　
　

　
当

町
に

は
、

昭
和

4
0
年

に
道

立
に

移
管

さ
れ

た
道

立
福

島
商

業
高

等
学

校
が

あ
り

、
昭

和
6
2
年

に
は

近
代

　
　

　
的

な
校

舎
と

し
て

三
岳

地
区

に
新

築
さ

れ
、

教
育

環
境

の
整

備
が

進
め

ら
れ

ま
し

た
。

　
　

　
　

近
年

の
少

子
化

な
ど

の
影

響
か

ら
、

年
々

入
学

者
数

が
減

少
し

北
海

道
の

公
立

高
等

学
校

再
編

基
準

を
下

回
　

　
　

る
よ

う
な

状
況

が
続

い
て

い
る

た
め

、
そ

の
存

続
が

危
ぶ

ま
れ

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

高
等

学
校

の
廃

校
は

、
人

口
の

減
少

を
加

速
化

さ
せ

、
そ

れ
に

伴
い

税
収

の
減

、
地

域
経

済
に

お
け

る
消

費
　

　
　

の
減

な
ど

、
行

財
政

や
地

域
経

済
に

与
え

る
影

響
が

大
変

大
き

い
こ

と
か

ら
、

町
に

お
い

て
は

様
々

な
対

策
を

　
　

　
講

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

高
校

存
続

に
向

け
た

対
策

を
展

開
し

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

町
内

は
無

論
の

こ
と

、
道

内
、

道
外

か
ら

の
入

学
者

の
確

保
に

向
け

て
、

高
校

の
魅

力
度

を
高

め
る

と
と

も
　

　
　

に
、

学
生

の
学

習
や

学
生

相
互

や
地

域
の

方
々

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

場
と

し
て

、
青

少
年

交
流

セ
ン

　
　

　
タ

ー
を

整
備

し
、

ソ
フ

ト
、

ハ
ー

ド
の

両
面

か
ら

支
援

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

　
　

ウ
　

高
等

学
校

教
育

の
充

実
　

　
　

　
当

町
に

は
、

昭
和

4
0
年

に
道

立
に

移
管

さ
れ

た
道

立
福

島
商

業
高

等
学

校
が

あ
り

、
昭

和
6
2
年

に
は

近
代

　
　

　
的

な
校

舎
と

し
て

三
岳

地
区

に
新

築
さ

れ
、

教
育

環
境

の
整

備
が

進
め

ら
れ

ま
し

た
。

　
　

　
　

近
年

の
少

子
化

な
ど

の
影

響
か

ら
、

年
々

入
学

者
数

が
減

少
し

北
海

道
の

公
立

高
等

学
校

再
編

基
準

を
下

回
　

　
　

る
よ

う
な

状
況

が
続

い
て

い
る

た
め

、
そ

の
存

続
が

危
ぶ

ま
れ

て
お

り
ま

す
。

　
　

　
　

高
等

学
校

の
廃

校
は

、
人

口
の

減
少

を
加

速
化

さ
せ

、
そ

れ
に

伴
い

税
収

の
減

、
地

域
経

済
に

お
け

る
消

費
　

　
　

の
減

な
ど

、
行

財
政

や
地

域
経

済
に

与
え

る
影

響
が

大
変

大
き

い
こ

と
か

ら
、

町
に

お
い

て
は

高
校

存
続

に
向

　
　

　
け

た
様

々
な

対
策

を
講

じ
て

お
り

ま
す

。
　

　
　

　
町

内
は

無
論

の
こ

と
、

道
内

、
道

外
か

ら
の

入
学

者
の

確
保

に
向

け
て

、
高

校
の

魅
力

度
を

高
め

る
と

と
も

　
　

　
に

、
学

生
の

学
習

や
学

生
相

互
や

地
域

の
方

々
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
場

と
し

て
、

青
少

年
交

流
セ

ン
　

　
　

タ
ー

を
拠

点
と

し
、

ソ
フ

ト
、

ハ
ー

ド
の

両
面

か
ら

支
援

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

頁
行

数
変

更
前

変
更

後
区

分

8
 
医

療
の

確
保

4
2

6
(
1
)
 
現

況
と

問
題

～

　
点

7

8
 
医

療
の

確
保

4
2

(
3
)
 
計

画

9
 
教

育
の

振
興

4
3

3
2

(
1
)
 
現

況
と

問
題

～

　
点

3
3

3
6

8
　

医
療

の
確

保
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

近
年

の
少

子
高

齢
化

に
よ

り
、

町
民

の
高

齢
化

率
が

年
々

上
昇

す
る

傾
向

に
あ

る
中

、
医

療
に

対
す

る
需

要
も

増
　

大
し

て
お

り
ま

す
。

　
　

当
町

の
医

療
機

関
は

、
町

が
新

た
に

平
成

3
0
年

6
月

か
ら

町
立

診
療

所
を

開
設

し
た

こ
と

に
よ

り
令

和
3
年

4
　

月
現

在
、

町
立

に
よ

る
一

般
診

療
1
施

設
、

民
間

に
よ

る
一

般
診

療
1
施

設
、

歯
科

診
療

2
施

設
と

な
っ

て
お

り
、

　
入

院
加

療
が

必
要

な
場

合
や

高
度

医
療

に
つ

い
て

は
、

近
隣

町
や

函
館

市
内

の
病

院
に

依
存

し
て

い
る

状
況

と
な

っ
　

て
お

り
ま

す
。

　
　

平
成

2
7
年

2
月

よ
り

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

の
運

航
が

開
始

さ
れ

、
緊

急
性

・
重

症
度

の
高

い
傷

病
者

に
対

す
る

初
期

　
治

療
体

制
の

充
実

が
図

ら
れ

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
ほ

か
の

急
病

患
者

に
対

応
し

た
救

急
医

療
体

制
に

つ
い

て
は

、
　

近
隣

町
の

総
合

病
院

等
と

の
連

携
が

重
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。

（
3
）

計
画

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体
持

続
的

発
展

施
策

区
分

事
　

業
　

名
（

施
設

名
）

事
業

内
容

事
業

主
体

 (
1)

診
療

施
設

町
立

診
療

所
小

型
分

包
機

購
入

事
業

・
小

型
分

包
機

　
1
台

町
　

診
療

所

7
 医

療
の

確
保

7 
医

療
の

確
保

 
(
4)

そ
の

他
道

南
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
運

航
事

業
・

運
航

経
費

負
担

金
・

除
雪

委
託

料
町

 (
4)

そ
の

他
道

南
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
運

航
事

業
・

運
航

経
費

負
担

金
・

除
雪

委
託

料
町

8
　

医
療

の
確

保
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

近
年

の
少

子
高

齢
化

に
よ

り
、

町
民

の
高

齢
化

率
が

年
々

上
昇

す
る

傾
向

に
あ

る
中

、
医

療
に

対
す

る
需

要
も

増
　

大
し

て
お

り
ま

す
。

　
　

当
町

の
医

療
機

関
は

、
町

が
新

た
に

平
成

3
0
年

6
月

か
ら

町
立

診
療

所
を

開
設

し
た

こ
と

に
よ

り
令

和
7
年

1
0

　
月

現
在

、
町

立
に

よ
る

一
般

診
療

1
施

設
、

民
間

に
よ

る
一

般
診

療
1
施

設
、

歯
科

診
療

2
施

設
と

な
っ

て
お

り
、

　
入

院
加

療
が

必
要

な
場

合
や

高
度

医
療

に
つ

い
て

は
、

近
隣

町
や

函
館

市
内

の
病

院
に

依
存

し
て

い
る

状
況

と
な

っ
　

て
お

り
ま

す
。

　
　

平
成

2
7
年

2
月

よ
り

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

の
運

航
が

開
始

さ
れ

、
緊

急
性

・
重

症
度

の
高

い
傷

病
者

に
対

す
る

初
期

　
治

療
体

制
の

充
実

が
図

ら
れ

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
ほ

か
の

急
病

患
者

に
対

応
し

た
救

急
医

療
体

制
に

つ
い

て
は

、
　

近
隣

町
の

総
合

病
院

等
と

の
連

携
が

重
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。
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定
住

促
進

住
宅

整
備

事
業

・
定

住
促

進
住

宅
整

備
　

10
戸

町

町
内

会
館

等
改

修
事

業
・

改
修

、
解

体
工

事
・

通
常

修
繕

町

町
有

財
産

管
理

事
業

・
解

体
設

計
、

解
体

、
外

構
工

事
町

 (
3)

そ
の

他
生

活
館

等
改

修
事

業
・

改
修

工
事

・
通

常
修

繕
町

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体
持

続
的

発
展

施
策

区
分

事
　

業
　

名
（

施
設

名
）

事
業

内
容

事
業

主
体

9
 集

落
の

整
備

 (
1)

過
疎

地
域

集
落

再
定

住
促

進
住

宅
整

備
事

業
・

造
成

工
事

・
定

住
促

進
住

宅
整

備
　

10
戸

・
若

者
向

け
定

住
促

進
団

地
整

備

町

9 
集

落
の

整
備

 
(
1)

過
疎

地
域

集
落

再

　
　

編
整

備

公
共

施
設

維
持

保
全

事
業

・
解

体
設

計
、

解
体

工
事

町

 
(
3)

そ
の

他

（
3
）

計
画

（
3
）

計
画

　
　

編
整

備

 
(
1)

学
校

教
育

関
連

施
各

学
校

校
舎

営
繕

事
業

・
福

島
小

学
校

外
壁

補
修

・
福

島
中

学
校

浄
化

槽
更

新
町

　
　

設

　
校

　
舎

 
(
3)

集
会

施
設

、
体

育

　
　

施
設

等

総
合

体
育

館
屋

内
消

火
栓

設
備

改
修

事
業

・
屋

内
消

火
栓

設
備

改
修

町

　
体

育
施

設

 
(
4)

過
疎

地
域

持
続

的
高

校
魅

力
化

推
進

事
業

・
入

学
奨

励
金

、
通

学
費

補
助

、
各

種
大

会
補

助
【

必
要

性
】

高
校

の
存

続
は

、
過

疎
地

域
に

お
い

て
重

要
な

課
題

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

高
校

存
続

に
向

け
て

各
種

の
対

策
事

業
を

展
開

し
、

入
学

者
の

確
保

が
必

要
で

あ
る

。
【

効
果

】
少

子
化

な
ど

の
影

響
に

よ
る

入
学

者
の

減
少

が
続

い
て

い
る

こ
と

か
ら

、
町

内
外

の
生

徒
確

保
に

向
け

た
支

援
対

策
に

努
め

、
高

校
存

続
に

向
け

た
取

り
組

み
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

入
学

者
の

増
加

が
期

待
で

き
る

。

町

教
育

用
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
等

整
備

事
業

・
教

育
用

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

(タ
ブ

レ
ッ

ト
含

む
)
更

新
町

　
　

発
展

特
別

事
業

　
そ

の
他

 
(
5)

そ
の

他
Ａ

Ｌ
Ｔ

招
致

事
業

・
Ａ

Ｌ
Ｔ

　
2
名

配
置

町
　

　
発

展
特

別
事

業

　
そ

の
他

教
育

用
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
等

整
備

事
業

・
教

育
用

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

(タ
ブ

レ
ッ

ト
含

む
)更

新
町

Ｇ
Ｉ

Ｇ
Ａ

ス
ク

ー
ル

サ
ポ

ー
タ

ー
配

置
支

援
事

業
・

各
小

中
学

校
へ

Ｉ
Ｃ

Ｔ
支

援
員

の
配

置
町

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
教

室
開

催
事

業
・

小
学

生
向

け
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

教
室

の
開

催
町町

 (
5)

そ
の

他
Ａ

Ｌ
Ｔ

招
致

事
業

・
Ａ

Ｌ
Ｔ

　
2
名

配
置

町

　
体

育
施

設
総

合
体

育
館

高
圧

設
備

改
修

事
業

・
高

圧
設

備
改

修
町

(
3
)
 
計

画

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

8
 教

育
の

振
興

 (
1)

学
校

教
育

関
連

施
各

学
校

校
舎

営
繕

事
業

・
福

島
小

学
校

外
壁

補
修

・
福

島
中

学
校

浄
化

槽
更

新
町

　
校

　
舎

福
島

小
学

校
南

校
舎

改
築

事
業

・
基

本
設

計
・

実
施

設
計

・
校

舎
改

築
工

事
町

　
　

設

　
教

職
員

住
宅

 (
4)

過
疎

地
域

持
続

的
福

島
商

業
高

等
学

校
存

続
対

策
事

業
・

入
学

奨
励

金
、

通
学

費
補

助
、

各
種

大
会

補
助

【
必

要
性

】
高

校
の

存
続

は
、

過
疎

地
域

に
お

い
て

重
要

な
課

題
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
高

校
存

続
に

向
け

て
各

種
の

対
策

事
業

を
展

開
し

、
入

学
者

の
確

保
が

必
要

で
あ

る
。

【
効

果
】

少
子

化
な

ど
の

影
響

に
よ

る
入

学
者

の
減

少
が

続
い

て
い

る
こ

と
か

ら
、

町
内

外
の

生
徒

確
保

に
向

け
た

支
援

対
策

に
努

め
、

高
校

存
続

に
向

け
た

取
り

組
み

を
推

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
入

学
者

の
増

加
が

期
待

で
き

る
。

 (
3)

集
会

施
設

、
体

育
青

少
年

交
流

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

・
実

施
設

計
・

施
設

整
備

工
事

町
　

　
施

設
等

　
集

会
施

設

教
員

住
宅

改
修

事
業

・
水

洗
化

　
外

町

（
3
）

計
画

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

8 
教

育
の

振
興

区
分

頁
行

数
変

更
前

変
更

後

9
 
教

育
の

振
興

4
6

(
3
)
 
計

画

1
0
 
集

落
の

整
備

4
7
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福
島
町
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
　
新
旧
対
照
表

備
考

1
　

移
住

・
定

住

 
・

地
域

間
交

流

 
の

促
進

、
人

材

 
育

成

 (
4)

過
疎

地
域

持
続

ナ
マ

コ
稚

仔
放

流
事

業
・

ナ
マ

コ
稚

仔
の

放
流

　
30

,0
0
0尾

/
年

【
必

要
性

】
稚

仔
放

流
等

に
よ

る
資

源
増

大
策

の
効

果
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

る
。

【
効

果
】

ナ
マ

コ
資

源
の

維
持

と
増

大
に

よ
り

、
漁

家
経

営
の

安
定

化
が

図
ら

れ
る

。

町

（
略

）
 ・

地
域

間
交

流

 の
促

進
、

人
材

 育
成

2　
産

業
の

振
興

 
(
4)

過
疎

地
域

持
続

キ
タ

ム
ラ

サ
キ

ウ
ニ

深
浅

移
殖

事
業

・
キ

タ
ム

ラ
サ

キ
ウ

ニ
の

深
浅

移
植

　
2
5
0ｔ

【
必

要
性

】
キ

タ
ム

ラ
サ

キ
ウ

ニ
漁

は
、

多
く

の
漁

業
組

合
員

が
採

捕
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

水
深

15
ｍ

以
深

に
生

息
す

る
未

利
用

ウ
ニ

を
有

効
活

用
す

る
こ

と
で

所
得

向
上

が
見

込
め

る
。

【
効

果
】

採
捕

不
可

能
な

水
深

の
漁

場
か

ら
、

海
藻

繁
茂

の
多

い
水

域
に

放
流

し
生

産
の

増
大

を
図

る
事

業
に

助
成

を
行

い
漁

業
所

得
の

向
上

が
図

ら
れ

る
。

そ
の 他

漁
組

　
　

的
発

展
特

別
事

　
　

業
　

　
業

1　
移

住
・

定
住

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

（
略

）

キ
タ

ム
ラ

サ
キ

ウ
ニ

深
浅

移
殖

事
業

・
キ

タ
ム

ラ
サ

キ
ウ

ニ
の

深
浅

移
植

　
25

0ｔ
【

必
要

性
】

キ
タ

ム
ラ

サ
キ

ウ
ニ

漁
は

、
多

く
の

漁
業

組
合

員
が

採
捕

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
水

深
15

ｍ
以

深
に

生
息

す
る

未
利

用
ウ

ニ
を

有
効

活
用

す
る

こ
と

で
所

得
向

上
が

見
込

め
る

。
【

効
果

】
採

捕
不

可
能

な
水

深
の

漁
場

か
ら

、
海

藻
繁

茂
の

多
い

水
域

に
放

流
し

生
産

の
増

大
を

図
る

事
業

に
助

成
を

行
い

漁
業

所
得

の
向

上
が

図
ら

れ
る

。

そ
の 他 漁
組

　
　

的
発

展
特

別
事

2
　

産
業

の
振

興

1
2
　

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

利
用

の
促

進
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

太
陽

光
・

風
力

・
地

熱
・

中
小

水
力

・
バ

イ
オ

マ
ス

・
潮

流
と

い
っ

た
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

は
、

石
油

や
石

　
炭

、
天

然
ガ

ス
と

い
っ

た
有

限
で

あ
る

化
石

燃
料

と
は

違
い

、
地

球
資

源
の

一
部

な
ど

自
然

界
に

常
に

存
在

す
る

　
エ

ネ
ル

ギ
ー

で
、

発
電

時
に

温
室

効
果

ガ
ス

が
発

生
し

な
い

た
め

地
球

温
暖

化
の

防
止

と
な

り
、

地
球

に
や

さ
し

　
い

エ
ネ

ル
ギ

ー
で

す
。

　
　

当
町

に
お

い
て

は
、

一
部

の
事

業
者

が
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

の
生

産
を

行
っ

て
い

る
状

況
に

あ
り

ま
す

が
、

町
内

　
に

お
い

て
公

共
施

設
や

民
間

施
設

で
の

活
用

は
進

ん
で

い
な

い
こ

と
か

ら
、

木
質

チ
ッ

プ
ボ

イ
ラ

ー
等

の
再

生
可

　
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

導
入

に
向

け
て

検
討

を
進

め
ま

す
。

（
2
）

そ
の

対
策

　
　

①
　

町
民

、
事

業
者

が
地

球
温

暖
化

対
策

や
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
推

進
が

身
近

で
重

要
な

問
題

で
あ

る
こ

と
の

意
識

を
　

　
　

持
つ

取
り

組
み

を
推

進
し

ま
す

。
　

　
②

　
公

共
施

設
に

お
い

て
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

に
つ

な
が

る
木

質
チ

ッ
プ

ボ
イ

ラ
ー

導
入

の
検

討
を

進
め

ま
す

。
　

　
③

　
持

続
可

能
な

福
島

町
の

構
築

に
向

け
、

当
町

に
適

し
た

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

導
入

や
未

利
用

エ
ネ

ル
ギ

　
　

　
ー

の
活

用
に

つ
い

て
検

討
を

進
め

ま
す

。

1
2
　

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

利
用

の
促

進
（

1
）

現
況

と
問

題
点

　
　

太
陽

光
・

風
力

・
地

熱
・

中
小

水
力

・
バ

イ
オ

マ
ス

・
潮

流
と

い
っ

た
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

は
、

石
油

や
石

　
炭

、
天

然
ガ

ス
と

い
っ

た
有

限
で

あ
る

化
石

燃
料

と
は

違
い

、
地

球
資

源
の

一
部

な
ど

自
然

界
に

常
に

存
在

す
る

　
エ

ネ
ル

ギ
ー

で
、

発
電

時
に

温
室

効
果

ガ
ス

が
発

生
し

な
い

た
め

地
球

温
暖

化
の

防
止

と
な

り
、

地
球

に
や

さ
し

　
い

エ
ネ

ル
ギ

ー
で

す
。

　
　

当
町

に
お

い
て

は
、

吉
岡

温
泉

に
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

ボ
イ

ラ
ー

を
導

入
し

、
町

内
の

事
業

者
か

ら
チ

ッ
プ

の
供

　
給

を
受

け
て

い
ま

す
が

、
そ

の
他

の
公

共
施

設
や

民
間

施
設

で
の

活
用

に
向

け
検

討
を

進
め

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

（
2
）

そ
の

対
策

　
　

①
　

町
民

、
事

業
者

が
地

球
温

暖
化

対
策

や
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
推

進
が

身
近

で
重

要
な

問
題

で
あ

る
こ

と
の

意
識

を
　

　
　

持
つ

取
り

組
み

を
推

進
し

ま
す

。
　

　
②

　
吉

岡
温

泉
に

導
入

し
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

更
な

る
普

及
・

活
用

に
取

り
組

む
な

ど
、

C
O
2
削

減
に

よ
る

環
　

　
　

境
保

全
を

推
進

し
ま

す
。

　
　

③
　

持
続

可
能

な
福

島
町

の
構

築
に

向
け

、
当

町
に

適
し

た
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
導

入
や

未
利

用
エ

ネ
ル

ギ
　

　
　

ー
の

活
用

に
つ

い
て

検
討

を
進

め
ま

す
。

事
業

分

事
業

計
画

（
令

和
3
年

度
～

令
和

7
年

度
）

　
過

疎
地

域
持

続
的

発
展

特
別

事
業

分

持
続

的
発

展
施

策
区

分

事
業

計
画

（
令

和
8
年

度
～

令
和

1
2
年

度
）

　
過

疎
地

域
持

続
的

発
展

特
別

事
業

分

持
続

的
発

展
施

策
区

分
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
備

考
事

業
主

体
事

　
業

　
名

（
施

設
名

）
事

業
内

容
事

業
主

体

事
業

計
画

(
令

和
5
2

8
年

度
～

令
和

1
2

1
2
 
再

生
可

能
エ

4
9

7
ネ

ル
ギ

ー
の

利
用

～

の
促

進
9

(
1
)
 
現

況
と

問
題

　
点

1
4

年
度

)
過

疎
地

域

持
続

的
発

展
特

別

(
2
)
 
そ

の
対

策

変
更

後
変

更
前

区
分

頁
行

数
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議案第６６号 

 

 

令和８年度福島町一般会計予算 

 

 令和８年度福島町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,554,688千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、1,000,000千円と定める。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 町税 　     513,455

1 町民税 　     148,842

2 固定資産税 　     317,553

3 軽自動車税 　       9,358

4 町たばこ税 　      29,418

5 入湯税 　       8,284

2 地方譲与税 　      32,799

1 自動車重量譲与税 　      19,000

2 地方揮発油譲与税 　       6,000

3 森林環境譲与税 　       7,799

3 利子割交付金 　         500

1 利子割交付金 　         500

4 配当割交付金 　       1,500

1 配当割交付金 　       1,500

5 株式等譲渡所得割交付金 　       1,000

1 株式等譲渡所得割交付金 　       1,000

6 法人事業税交付金 　       6,000

1 法人事業税交付金 　       6,000

7 地方消費税交付金 　     110,000
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款 項 金        額

千円

1 地方消費税交付金 　     110,000

8 環境性能割交付金 　       3,000

1 環境性能割交付金 　       3,000

9 地方特例交付金 　         250

1 地方特例交付金 　         250

10 地方交付税 　   2,346,000

1 地方交付税 　   2,346,000

11 分担金及び負担金 　           1

1 負担金 　           1

12 使用料及び手数料 　      88,898

1 使用料 　      76,271

2 手数料 　      12,627

13 国庫支出金 　     190,298

1 国庫負担金 　     128,414

2 国庫補助金 　      60,656

3 国庫委託金 　       1,228

14 道支出金 　     179,443

1 道負担金 　     118,229

2 道補助金 　      50,783
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款 項 金        額

千円

3 道委託金 　      10,431

15 財産収入 　      27,278

1 財産運用収入 　      18,883

2 財産売払収入 　       8,395

16 寄付金 　      70,100

1 寄付金 　      70,100

17 繰入金 　     458,020

1 他会計繰入金 　           3

2 基金繰入金 　     458,017

18 繰越金 　          10

1 繰越金 　          10

19 諸収入 　     148,136

1 延滞加算金及び過料 　           2

2 町預金利子 　         115

3 貸付金元利収入 　      90,871

4 受託事業収入 　         856

5 雑入 　      56,292

20 町債 　     378,000

1 町債 　     378,000
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款 項 金        額

千円

　   4,554,688歳              入              合              計
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歳　出

款 項 金        額

1 議会費 　      54,743

1 議会費 　      54,743

2 総務費 　     639,465

1 総務管理費 　     512,354

2 徴税費 　      20,413

3 戸籍住民基本台帳費 　      16,967

4 選挙費 　       5,525

5 統計調査費 　         385

6 監査委員費 　       1,736

7 財政基金費 　      82,085

3 民生費 　     478,755

1 社会福祉費 　     393,223

2 児童福祉費 　      80,024

3 災害救助費 　       5,508

4 衛生費 　     421,254

1 保健衛生費 　     166,855

2 清掃費 　     254,399

5 労働費 　         129

1 労働諸費 　         129

千円
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款 項 金        額

6 農林水産業費 　     271,581

1 農業費 　      33,126

2 林業費 　      67,010

3 水産業費 　     171,445

7 商工費 　     111,368

1 商工費 　     111,368

8 土木費 　     292,888

1 土木管理費 　       2,324

2 道路橋梁費 　     212,674

3 河川費 　       4,007

4 都市計画費 　      28,431

5 住宅費 　      45,452

9 消防費 　     294,209

1 消防費 　     294,209

10 教育費 　     260,369

1 教育総務費 　     109,556

2 小学校費 　      24,755

3 中学校費 　      15,073

4 社会教育費 　      10,125

千円
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款 項 金        額

5 保健体育費 　     100,860

11 公債費 　     643,335

1 公債費 　     643,335

12 諸支出金 　     301,429

1 災害援護資金貸付金 　       3,500

2 特別会計繰出金 　     297,929

13 職員給与費 　     780,163

1 職員給与費 　     780,163

14 予備費 　       5,000

1 予備費 　       5,000

歳              出              合              計 　   4,554,688

千円
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事　　　項 期　　間 限　度　額

令和８年度から

令和12年度まで

令和８年度から

令和17年度まで

福島町道の駅管理運営に関する債務負担
行為

協定書により規定す
る管理運営経費を委
託料として支払う金
額

第２表　債務負担行為

漁業近代化資金の融資に伴う利子補給に
関する債務負担行為

1,838千円
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限 度 額 起債の方法 利　　　率

千円 普通貸借又
3,500 は証券発行

3,000

5,000

7,000

54,900

4,400

9,600

102,300

3,500

5,100

7,500

4,000

2,500

3,000

8,000

9,000

1,500

20,900

32,200

42,000

10,000

8,900

役 場 庁 舎 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 導 入 事 業 債

政府資金についてはそ
の融資条件による。
銀行その他の資金につ
いては、貸付先と協議
して定める。
ただし、町財政の都合
により、据置期間及び
償還期限を短縮し、も
しくは、繰上償還又は
低利に借換えすること
ができる。

出 産 祝 金 交 付 事 業 債

役場庁舎非常用電源設備等改修事業債

Ｊ ア ラ ー ト ア ン テ ナ 改 修 事 業 債

ウ ニ 移 殖 放 流 事 業 債

橋 梁 長 寿 命 化 事 業 債

町 道 赤 川 ２ 号 線 整 備 事 業 債

町道駅前団地２号線外整備事業債

町 内 会 館 改 修 事 業 債

子 ど も 医 療 費 助 成 事 業 債

安 心 生 活 創 造 事 業 債

街 灯 料 助 成 事 業 債

第３表　　地　方　債

起　債　の　目　的 償 還 の 方 法

災 害 援 護 資 金 貸 付 債

５.０％以内

定 住 促 進 住 宅 整 備 事 業 債

定 住 促 進 住 宅 奨 励 事 業 債

人 財 育 成 事 業 基 金 債

雇 用 奨 励 等 支 援 事 業 債

地 上 デ ジ タ ル 送 信 機 整 備 事 業 債

種 苗 生 産 育 成 事 業 債

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 発 行 事 業 債

水 産 物 供 給 基 盤 機 能 保 全 事 業 債

空 家 等 対 策 支 援 事 業 債
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限 度 額 起債の方法 利　　　率起　債　の　目　的 償 還 の 方 法

4,500

13,900

11,800

吉 岡 地 区 防 災 広 場 整 備 事 業 債

378,000計

５.０％以内(ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構・日本政策
金融公庫資金につい
て、利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後の
利率）

総合体育館屋内消火栓整備事業債

公 有 林 整 備 事 業 債
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議案第６７号 

 

 

令和８年度福島町国民健康保険特別会計予算 

 

 令和８年度福島町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ691,177千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 国民健康保険税 　      96,477

1 国民健康保険税 　      96,477

2 使用料及び手数料 　          10

1 手数料 　          10

3 国庫支出金 　       3,115

1 国庫補助金 　       3,115

4 道支出金 　     532,879

1 道負担金 　     532,879

5 繰入金 　      58,239

1 他会計繰入金 　      58,238

2 基金繰入金 　           1

6 繰越金 　           1

1 繰越金 　           1

7 諸収入 　           7

1 延滞金・加算金及び過料 　           4

2 雑入 　           3

8 財産収入 　         449

1 財産運用収入 　         449

歳              入              合              計 　     691,177
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歳　出

款 項 金        額

1 総務費 　       8,836

1 総務管理費 　       5,691

2 徴税費 　       1,979

3 運営協議会費 　         209

4 特別対策事業費 　         957

2 保険給付費 　     520,811

1 療養諸費 　     446,310

2 高額療養費 　      72,300

3 移送費 　         100

4 助産諸費 　       1,501

5 葬祭諸費 　         600

3 国民健康保険事業費納付金 　     146,498

1 国民健康保険事業費納付金 　     146,498

4 共同事業拠出金 　          10

1 共同事業拠出金 　          10

5 保健事業費 　      12,292

1 特定健康診査等事業費 　       8,261

2 保健事業費 　       4,031

6 諸支出金 　         280

千円
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款 項 金        額

1 償還金及び還付加算金 　         280

7 基金積立金 　         450

1 基金積立金 　         450

8 予備費 　       2,000

1 予備費 　       2,000

歳              出              合              計 　     691,177

千円
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議案第６８号 

 

 

令和８年度福島町介護保険特別会計予算 

 

 令和８年度福島町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ528,470千円

とし、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ1,639千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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保 険 事 業 勘 定 
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 保険料 　      93,429

1 介護保険料 　      93,429

2 国庫支出金 　     136,818

1 国庫負担金 　      83,652

2 国庫補助金 　      53,166

3 支払基金交付金 　     135,089

1 支払基金交付金 　     135,089

4 道支出金 　      77,031

1 道負担金 　      71,245

2 道補助金 　       5,786

5 財産収入 　         348

1 財産運用収入 　         348

6 繰入金 　      85,700

1 一般会計繰入金 　      84,224

2 介護サービス事業勘定繰入金 　       1,476

7 繰越金 　           1

1 繰越金 　           1

8 諸収入 　          54

1 雑入 　          52
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款 項 金        額

千円

2 延滞金・加算金及び過料 　           2

歳              入              合              計 　     528,470
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歳　出

款 項 金        額

1 総務費 　       9,459

1 総務管理費 　       3,433

2 徴収費 　         506

3 介護認定審査会費 　       5,340

4 運営協議会費 　         180

2 保険給付費 　     476,607

1 保険給付費 　     465,000

2 高額介護サ－ビス等費 　       9,700

3 高額医療合算介護サービス等費 　       1,500

4 その他諸費 　         407

3 地域支援事業費 　      41,834

1 介護予防・生活支援サービス事業費 　      18,028

2 一般介護予防事業費 　       5,638

3 包括的支援事業費 　      16,963

4 任意事業費 　       1,150

5 その他諸費 　          55

4 基金積立金 　         349

1 基金積立金 　         349

5 予　備　費 　         100

千円
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款 項 金        額

1 予　備　費 　         100

6 諸支出金 　         121

1 償還金及び還付加算金 　         118

2 繰出金 　           3

歳              出              合              計 　     528,470

千円
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サービス事業勘定 
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 サービス収入 　       1,638

1 介護給付費収入 　       1,638

2 繰越金 　           1

1 繰越金 　           1

歳              入              合              計 　       1,639
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歳　出

款 項 金        額

1 サービス事業費 　         163

1 居宅介護サービス事業費 　         163

2 諸支出金 　       1,476

1 繰出金 　       1,476

歳              出              合              計 　       1,639

千円
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議案第６９号 
 

 
 

令和８年度福島町後期高齢者医療特別会計予算 
 

 令和８年度福島町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによ
る。 

 
（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ104,608千円と定める。 
 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳
出予算」による。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 後期高齢者医療保険料 　      65,510

1 後期高齢者医療保険料 　      65,510

2 繰入金 　      39,092

1 一般会計繰入金 　      39,092

3 繰越金 　           1

1 繰越金 　           1

4 諸収入 　           5

1 延滞金、加算金及び過料 　           2

2 償還金及び還付加算金 　           2

3 雑入 　           1

歳              入              合              計 　     104,608
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歳　出

款 項 金        額

1 総務費 　       1,292

1 総務管理費 　         938

2 徴収費 　         354

2 後期高齢者医療広域連合納付金 　     103,156

1 後期高齢者医療広域連合納付金 　     103,156

3 諸支出金 　          60

1 償還金及び還付加算金 　          60

4 予備費 　         100

1 予備費 　         100

歳              出              合              計 　     104,608

千円
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議案第７０号 
 

 
 

令和８年度福島町国民健康保険診療所特別会計予算 
 

 令和８年度福島町の国民健康保険診療所特別会計予算は、次に定めるところ
による。 

 
 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ127,148千円と定める。 
 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳
出予算」による。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

款 項 金        額

千円

1 診療事業収入 　      69,670

1 保険診療収入 　      60,075

2 保険外診療収入 　       9,595

2 繰入金 　      57,447

1 他会計繰入金 　      57,447

3 繰越金 　          10

1 繰越金 　          10

4 諸収入 　          21

1 預金利子 　           1

2 雑入 　          20

歳              入              合              計 　     127,148
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歳　出

款 項 金        額

1 総務費 　      49,796

1 総務管理費 　      49,796

2 診療事業費 　      66,532

1 診療費 　      66,532

3 諸支出金 　          10

1 償還金及び還付加算金 　          10

4 公債費 　      10,510

1 公債費 　      10,510

5 予備費 　         300

1 予備費 　         300

歳              出              合              計 　     127,148

千円
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議案第７１号

（総則）

第１条　令和８年度福島町の水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給水戸数

（２） 年間給水量

（３） 一日平均給水量

（４） 主要な建設改良事業

（ア） 配水管整備事業

（イ） メーター改良事業

（ウ） 施設整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 水道事業収益

　第１項 営業収益

　第２項 営業外収益

第１款 水道事業費用

　第１項 営業費用

　第２項 営業外費用

　第３項 予備費

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入

　額が資本的支出額に対して不足する額２５，３５９千円は当年度分消費税及

　び地方消費税資本的収支調整額１，７４２千円、過年度分損益勘定留保資

　金２３，６１７千円で補てんするものとする。）

第１款 資本的収入

　第１項 企業債

　第２項 他会計補助金

　第３項 道支出金

　第４項 工事負担金

第１款 資本的支出

　第１項 建設改良費

　第２項 企業債償還金

１２，４６５千円

０千円

５，６００千円

３７，２２４千円

３０，０００千円

４１，８６５千円

２３，８００千円

令和８年度福島町水道事業会計予算

１２１，６２９千円

１１３，９２９千円

７，２００千円

１，８００戸

２７０，０００㎥

７４０㎥

１９，９００千円

支　　　出

６，９０６千円

収　　　入

１２２，５７８千円

８９，７０１千円

３２，８７７千円

支　　　出

収　　　入

９，５００千円

６７，２２４千円

５００千円
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（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円 ％

５．０以内

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

　る。

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間

　の流用

令和８年３月１０日提出

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
については、利率の見直し
を行った後においては、当
該見直し後の率）

起債の目的

老朽配水管
更新事業

限度額 起債の方法

１４，３００

浄水場施設
設備更新事業

９，５００
証書借入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島町長　　鳴海　清春

借入先の融資条件に
よる。ただし企業財
政その他の都合によ
り繰上償還又は低利
に借り換えることが
できる。

利率 償還の方法
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議案第７２号

（総則）

第１条　令和８年度福島町の浄化槽事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 計画人口

（２） 年間処理水量

（３） 一日平均処理水量

（４） 主要な建設改良事業

（ア） 浄化槽整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 浄化槽事業収益

　第１項 営業収益

　第２項 営業外収益

第１款 浄化槽事業費用

　第１項 営業費用

　第２項 営業外費用

　第３項 予備費

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 資本的収入

　第１項 企業債

　第２項 他会計補助金

　第３項 国庫補助金

　第４項 工事分担金

第１款 資本的支出

　第１項 建設改良費

　第２項 企業債償還金

１７，６４５千円

３，７２６千円

１，３９６千円

４３，９１２千円

４２，０４２千円

１，７７０千円

４，７１６千円

３１，０４１千円

支　　　出

収　　　入

　　　　　　　　　　 令和８年度福島町浄化槽事業会計予算

３６，３６７千円

２３，０００千円

１３，３６７千円

１００千円

３６，３６７千円

１３，６００千円

４７３人

８５，１１８㎥

２３３㎥

２３，０００千円

支　　　出

収　　　入

３５，７５７千円
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（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円 ％

５．０以内

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

　る。

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における、営業費用及び営業外費用の間

　の流用

（他会計からの補助金）

第７条　浄化槽事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４２，

２６３千円である。

　

令和８年３月１０日提出

福島町長　　鳴海　清春

浄化槽事業 １３，７００

償還の方法

政府資金については
その融資条件によ
る。
銀行その他の資金に
ついては、貸付先と
協議して定める。
ただし企業財政その
他の都合により繰上
償還又は低利に借り
換えることができ
る。

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
については、利率の見直し
を行った後においては、当
該見直し後の率）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率

普通賃借
又は

証書借入
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議案第７３号 

 

 

福島町財政調整基金の積立金の処分について 

 

 

次のとおり福島町財政調整基金の積立金を令和８年度福島町一般会計に

繰り入れ支消するものとする。 

 

 

 

令和８年３月１０日 提出 

 

 

                   福島町長 鳴海 清春   

 

 

記 

 

 

１ 支 消 金 額  ４００，０００千円以内 

２ 支 消 の 目 的  地方財政法第４条の４第１項第１号による経費の財源に

充当するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121



 

122



 

議案第７４号 

 

令和７年度福島町一般会計補正予算（第１２号） 

 

 令和７年度福島町の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ183,791千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,002,003千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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議案第７５号 

 

令和７年度福島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和７年度福島町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 48,989千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 640,943千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和８年３月１０日提出 

 

 

福島町長  鳴海 清春 
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議案第７６号 

 

令和７年度福島町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和７年度福島町の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,608千円 

 を減額し、保険事業勘定歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ538,193千円

とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春      
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議案第７７号 

 

令和７年度福島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度福島町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 566千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 86,840千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和８年３月１０日提出 

 

 

福島町長  鳴海 清春 
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議案第７８号 

 

令和７年度福島町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度福島町の国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,000千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ116,842千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

                   福島町長  鳴海 清春 
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議案第７９号

第１条　令和７年度福島町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

　ろによる。

第２条　予算第２条の業務の予定量を次のとおり補正する。

　（４）　主要な建設改良事業

(ア）配水管整備事業 　62,800千円 を 48,855千円とする。

(イ）メーター改良事業　5,375千円 を 4,169千円とする。

(ウ）施設整備事業　　　8,300千円 を 7,040千円とする。

(エ）固定資産購入費　　5,000千円 を 4,615千円とする。

第３条　予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額）

　第１款　水道事業収益 106,237千円 -1,649千円 104,588千円

　　第１項　営業収益 89,289千円 -2,415千円 86,874千円

　　第２項　営業外収益 16,948千円 766千円 17,714千円

　第１款　水道事業費用 108,879千円 -2,267千円 106,612千円

　　第１項　営業費用 103,579千円 -2,696千円 100,883千円

　　第２項　営業外費用 4,800千円 429千円 5,229千円

第４条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　25,424千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,583千円、過年度

　分損益勘定留保資金21,841千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

　る額23,382千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,489千円、過

　年度分損益勘定留保資金19,893千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

　とおり補正する。

令和７年度福島町水道事業会計補正予算（第１号）

（　科　目　） （　　計　　）

　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　

　　　　　収　　　　　　　入　　　　　　
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（既決予定額） （補正予定額）

　第１款　資本的収入 72,612千円 -15,280千円 57,332千円

　　第１項　企業債 30,000千円 1,000千円 31,000千円

　　第３項　道支出金 35,500千円 -15,289千円 20,211千円

　　第４項　工事負担金 5,600千円 -991千円 4,609千円

　第１款　資本的支出 98,036千円 -17,322千円 80,714千円

　　第１項　建設改良費 82,036千円 -17,322千円 64,714千円

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

　　　令和８年３月１０日提出

福島町長　　鳴海　清春

浄水場施設設備更新事業 8,300千円 7,000千円

（　科　目　） （　　計　　）

　　　　　収　　　　　　　入　　　　　　

　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　

起債の目的
変　更　前 変　更　後

限　度　額

老朽配水管更新事業

配水管移設事業

15,400千円

8,600千円

9,900千円

11,800千円
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議案第８０号

第１条　令和７年度福島町浄化槽事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

　ろによる。

第２条　予算第２条の業務の予定量を次のとおり補正する。

　（４）　主要な建設改良事業

(ア）浄化槽整備事業 　23,000千円 を 12,320千円とする。

第３条　収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額）

　第１款　浄化槽事業収益 45,992千円 -13,153千円 32,839千円

　　第２項　営業外収益 41,372千円 -13,153千円 28,219千円

　第１款　浄化槽事業費用 41,803千円 4,276千円 46,079千円

　　第１項　営業費用 40,130千円 -5,451千円 34,679千円

　　第４項　特別損失 0千円 9,727千円 9,727千円

第４条　予算第４条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１

　２，６２７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９７５千円、過

　年度分損益勘定留保資金７，４２７千円、当年度分損益勘定留保資金４，２２５千

　円で補てんするものとする。」を削り、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり

　補正する。

（既決予定額） （補正予定額）

　第１款　資本的収入 23,000千円 1,947千円 24,947千円

　　第１項　企業債 13,700千円 -3,100千円 10,600千円

　　第２項　他会計補助金 4,278千円 8,349千円 12,627千円

　　第３項　国庫補助金 3,626千円 -2,443千円 1,183千円

　　第４項　工事分担金 1,396千円 -859千円 537千円

　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　

　　　　　収　　　　　　　入　　　　　　

令和７年度福島町浄化槽事業会計補正予算（第３号）

（　科　目　） （　　計　　）

　　　　　収　　　　　　　入　　　　　　

（　科　目　） （　　計　　）
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　第１款　資本的支出 35,627千円 -10,680千円 24,947千円

　　第１項　建設改良費 23,000千円 -10,680千円 12,320千円

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額、利率を次のとおり補正する。

％ ％

　　　令和８年３月１０日提出

福島町長　　鳴海　清春

起債の目的
限　度　額

変　更　前 変　更　後

13,700千円 10,600千円

　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
については、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の率）

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
については、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の率）

浄化槽事業

利率

変　更　前 変　更　後

３．０以内 ５．０以内
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議案第８１号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（道の駅「横綱の里ふくしま」） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

記 

 

１ 公の施設の名称   

道の駅「横綱の里ふくしま」 

 

２ 指定管理者として指定するもの 

松前郡福島町字福島８２０番地 

  一般社団法人福島町まちづくり工房 代表理事 平野 松寿 

 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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同意第３号 

 

監査委員の選任について 

 

 福島町監査委員に次の者を選任したいので、議会の同意を求める。 

 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

 

                   福島町長  鳴海 清春     

 

 

記 

 

住  所 福島町内在住 

氏  名 髙田 重美 

年  齢 ７０歳 
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同意第４号 

 

固定資産評価審査委員会委員の選任 

 

 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和 25

年法律第 226号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年３月１０日提出 

 

福島町長  鳴海 清春 

 

 

記 

 

住  所 福島町内在住 

氏  名 飯田 富雄 

年  齢 ６９歳 
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報告第５号 

 

福島町新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第８条第

６項の規定により、「福島町新型インフルエンザ等対策行動計画」を別冊のとお

り改定したので報告する。 

 

   令和８年３月１０日提出 

 

福島町長 鳴海 清春 
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